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第 1 章  看 取 り か ら み る 医 療 福 祉 政 策 の 変 遷 と ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 課 題  

 

 

第 1 節  戦 後 ⽇ 本 の 看 取 り に 関 わ る ⾼ 齢 者 医 療 福 祉 制 度 の 推 移  

 

第 1 項  ⽼ ⼈ 医 療 無 料 化 制 度 の 創 設 と そ の 廃 ⽌  

 戦 後 ⽇ 本 は ， 1 9 5 5 年 か ら 1 9 7 2 年 頃 ま で 「 ⾼ 度 経 済 成 ⻑ 期 」 で あ り ，

医 療 技 術 の 進 歩 や 国 ⺠ 皆 保 険 制 度 の 実 現 ， さ ら に ， ⽣ 活 環 境 と 栄 養 状 態

の 改 善 に よ り 死 亡 率 が 低 下 し 平 均 寿 命 が の び た ． 図 1 . 1 に ⽇ 本 の 平 均 寿

命 と ⾼ 齢 化 率 の 推 移 を ⽰ し た ． 平 均 寿 命 は 1 9 5 0 年 か ら 1 9 7 5 年 で 男 性

5 8 . 0 . 歳 か ら 7 1 . 7 歳 ， ⼥ 性 6 1 . 5 歳 か ら 7 6 . 9 歳 へ 伸 展 し た ． ⾼ 齢 化 率 は

1 9 5 0 年 〜 2 0 0 0 年 の 5 0 年 間 で ， 5 . 1 % か ら 1 4 . ６ ％ と 急 速 に 進 ん だ ( 厚 ⽣

労 働 省 政 策 統 括 官 付 参 事 官 付 ⼈ ⼝ 動 態 ・ 保 健 社 会 統 計 室 , 2 0 2 0 ) ．  

 

 
図 1 . 1  ⽇ 本 の 平 均 寿 命 と ⾼ 齢 化 率 の 推 移  

N o t e .  厚 ⽣ 労 働 省 ⼈ ⼝ 動 態 ・ 保 健 社 会 統 計 室 令 和 元 年 簡 易 ⽣ 命 表 の 概 況 参 考 に し て

筆 者 が 作 成  
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 ⾼ 齢 化 の 進 展 に よ り ， ⾼ 齢 者 の 介 護 が 社 会 問 題 と な る こ と が 予 想 さ れ

た ． し か し ， ⾼ 齢 者 を 対 象 に し た 施 設 は ， 戦 前 の 救 護 法 に よ り 規 定 さ れ

た 養 ⽼ 院 で そ の 対 象 者 は ⾝ 寄 り の な い 低 所 得 者 に 限 ら れ て い た ． ⼀般の

⽼ ⼈扶養 は家制 度 を 前提と し た相続制 度 に よ る家督相続者 が担うもの と

さ れ て い た ． だ が ， 戦 後 ， 「家制 度 が廃⽌ さ れ ，家督相続か ら 均 分相続

に 変 わった こ と か ら ， ⽼ ⼈扶養 の 問 題 に 関 ⼼ が集ま る ように なった ( 国

⽴社 会 保障⼈ ⼝ 問 題 研 究 所 , 1 9 9 9 , 1 6 , 第１段落 ) 」 そ こ で ， ⽼ ⼈ の ⼼ ⾝ の

健康の 保持及 び ⽣ 活 の安定 の た め に必要な措置を講じる た め ， 1 9 6 3 年

⽼ ⼈ 福 祉 法 が 策 定 さ れ た ． ⽼ ⼈ 福 祉 法 で は軽費⽼ ⼈ホーム，特別養 護 ⽼

⼈ホーム， 養 護 ⽼ ⼈ホーム， ⽼ ⼈ 健診審査 が創設 さ れ た ． た だ し ， こ れ

ら の ⽼ ⼈ホームは 介 護 を必要とする ⾼ 齢 者 の数に⽐べて 施 設数が不⾜し

て お り ，⼊所 は 低 所 得 者等が優先さ れ ， 「 ⼀般の ⼈ に とって必ずしも利

⽤し やすいもの で は な かった ( 厚 ⽣ 労 働 省 , 2 0 0 0 第 1 編 , 第 1 部 , 第 4 章 ) 」 ．

つま り ， ⼀般の 介 護 が必要な ⾼ 齢 者 の多くは家庭で ⽣ 活 し て い た と いう

こ と に な る ．  

 同じ頃 ， 社 会 の 状況は ⾼ 度 経 済 成 ⻑ 期 で産業構造が 変 化 し ， 第 1 次産

業中⼼ か ら 第 2 次産業， 第 3 次産業に 移⾏し た ．⼯業化 に伴って家族構

成 は 変 化 し ，当然，家庭に い る ⾼ 齢 者 の ⽣ 活 に影響を与えた ．  

 厚 ⽣ 労 働 省 ( 1 9 9 6 , 第 1 編 , 第 1 部 , 第 1 章 ) に よ れば， かつて の農村社 会

の家族構 成 は多世代同居が ⼀般的 で あ り ，多くは⼤家族だった ．家族は

⽇常⽣ 活 を共に過ごすだ け で なく，家族全 員 で農作業などの家業に従事

し家族は ⽣ 活協同体 で あ る と ともに ， ⽣産共同体 だった ． し か し ，⼯業

化 が 進むと ⼈々は 職 を求め て農村部か ら⼤都市へ と流⼊し ， ⼥ 性も社 会

進出し た ． そ の 結 果 ，家族構 成 は核家族化 が 進 み ，既婚⼥ 性 の多くは家

庭⽣ 活 と 職業⽣ 活 の両⽴の 問 題 に直⾯し た (相本 , 2 0 1 4 , p p . 3 - 1 8 ) ．核家

族化 と ⼥ 性 の 社 会 進出に よ り ，従来の家族内の互助機能が 低 下 し ， ⾼ 齢

者 を 介 護する余裕は なくなった ．  

 家庭⽣ 活 を送って い た地⽅ の ⾼ 齢 者 の な か に は ，貧困，病苦，孤独を

抱える 者 が み ら れ る ように なった ． そ し て ，⾃宅で ⻑ 期 間 ，寝たきり 状

態 に あ る ⾼ 齢 者も増加し た ． そ こ で ， ⾼ 齢 者 と そ の家族へ の 福 祉 政 策 を

図 る た め ， 1 9 6 8 年 全 国 社 会 福 祉協議会 は居宅ねたきり ⽼ ⼈ の 実 態 調 査
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を 実 施 し た (⽯⿊ , 1 9 6 8 , p p . 2 2 - 2 8 ) ．⾃宅に は約 2 0 万⼈ の 7 0 歳以上の寝

たきり ⾼ 齢 者 が ⽣ 活 し て お り ， そ の ⽣ 活 実 態 は⾮常に深刻なもの だった ．

寝たきり ⽼ ⼈ の 問 題 は 社 会 的 な 関 ⼼ を集め ， そ の 後 政 策 的 課 題 と し て 取

り上げら れ る ように なった ．  

 1 9 6 9 年東京都の美濃部都知事 は ，⾃宅に い る寝たきり ⽼ ⼈ の 介 護 を

病院 が引き受け ら れ る ように ， ⽼ ⼈ 医 療 無 料 化 の 政 策 を 全 国 に先駆け て

着⼿し た ． こ れ に追随し ， 1 9 7 3 年 ⽼ ⼈ 福 祉 法 を 改正し ⽼ ⼈ 医 療 無 料 化

を 制 度 化 し た ． し か し ， ⽼ ⼈ 医 療 無 料 化 は 「 社 会 的⼊院 」 や 「病院 のサ

ロン化 」 をもた ら し た ． 社 会 的⼊院 と は ，治療 の必要が な い 者 を病院 へ

の⼊院 に よ り ， 介 護する 実 態 を称する⽤語で あ る ．⼊院費が か か らず，

看 護 料も⾏政 に よって補助さ れ た た め ， 「 社 会 的⼊院 」する 介 護 の必要

な ⾼ 齢 者 は増加し た ． 「病院 のサロン化 」 と は ，過剰診療 を受け る ⾼ 齢

者 が病院 の待合 室 に溢れ て い る 現 象 を い い ， 医 療費の ⾼騰の原因と し て

問 題視さ れ る ように なった ． こ れ ら の 結 果 ， ⽼ ⼈ の受診率 と ⼀件あ た り

の 医 療費等が 1 9 7 0 年 か ら 1 9 8 1 年 と約 4 倍に 急増し ， ⽼ ⼈ 医 療費の ⾼

騰は財政 の圧迫を余儀なくし た ．  

 こ の ような 状況か ら 社 会 保障制 度 を⽀えて い る⼤きな 政府 ( 福 祉 国家 )

に批判が ⾼ まった ． そ れ に か わ り ， 「 経 済 活 動 を重視し ， 社 会 保障制 度

の 規模を⼩さくする⼩さ な 政府 (新⾃由主義 国家 ) を主張する 経 済思想 が

台頭し た (⼭路 , 2 0 1 3 , p . 9 6 ) 」 ．  

政府は ⽼ ⼈ の 医 療費負担の公平 性 と いう名⽬ で ， 1 9 8 3 年 ⽼ ⼈ 保 健 法

を 施⾏し ， ⽼ ⼈ 医 療 無 料 化 を廃⽌ し た ． だ が ， 急 速 な ⾼ 齢 化 に よ り ⽼ ⼈

医 療費の⽀出は増⼤し続け ， 医 療費の抑制 は 期待通り に は 進 ま な かった ．  

 

第 2 項  医 療 の効率 化 政 策 と ⾼ 齢 者 福 祉 政 策  

 1 9 8 0 年 ， 厚 ⽣ 省 は将来の ⾼ 齢 化 社 会 に向け て ， 医 療 と ⾼ 齢 者 福 祉 を

両輪に し た 「 医 療 の効率 化 ( 厚 ⽣ 省 , 1 9 8 0 , 総 論 , 第 3 章 , 第 1 節 ) 」 を めざ

す⽅針を出し た ． 図 1 . 2 に 戦 後 ⽇ 本 の 看 取 り に 関 連する 社 会 状況と 医 療

福 祉 制 度 の 推 移 を ⽰ し た ．  
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 まず政府は患者 の⼊院 のアクセスを抑制する こ と を ⽬ 的 に ， 1 9 8 5 年

に 第 ⼀次医 療 法 改正を打ち出し た ． こ れ は ，⼆次医 療圏ごと に必要病床

数を 規 定する 法 改正で あ る ．⼆次医 療圏と は ，複数の市町村を 1 つの単

位と し て 設 定 し ，特殊な 医 療 を除く⼀般的 な 医 療サービスを提供する 医

療圏で あ る ． そ れ ま で の ⺠ 間病院 は⾃由開業制 が と ら れ て お り ，病床数

は都市部を中⼼ に増加し て い た ( 厚 ⽣ 労 働 省 , 2 0 0 7 ) ． 第 ⼀次医 療 法 施⾏

前 の い わゆる駆け込み増床が み ら れ た が ， こ れ を最後 に増床数の 伸 び に

⻭⽌ め が か かった ． し か し ， ⾼ 齢 化 の 伸 展 に伴う要介 護 ⾼ 齢 者も増加す

る こ と が 予測さ れ る中，⼊院病床数を抑制する こ の 政 策 は ，家庭で ⽣ 活

できな い要介 護 ⾼ 齢 者 の⾏き場 を失わせた ．  

 そ こ で 政府は ，病状 が安定 し た ⾼ 齢 者 を 対 象 に ，必要な 医 療ケアと ⽇

常⽣ 活サービスを提供する た め ， 1 9 8 6 年 ⽼ ⼈ 保 健 法 を 改正し ⽼ ⼈ 保 健

施 設 を創設 し た ． 政府は⼊院費の⼤部分 を占め て い た 社 会 的⼊院費の抑

制 を 図ろうと ， ⽼ ⼈ 保 健 施 設 を 社 会 的⼊院患者 の受け⽫に し た ．  

 さ ら に ， ⼈ ⼝ の ⾼ 齢 化 に 対 応する た め ， 1 9 9 2 年 第⼆次医 療 法 を 改正

し ， 医 療 の効率 化 を は かった ． そ れ ま で の 医 療 は ⼀つの病院 に 「 急 性 期

の 医 療 か ら慢性 期 の 医 療 ま で ，病床が混在し ， ⼈ 的 にも構造的 にも⾮効

率 的 だった ( 全 ⽇ 本病院協会病院 の あ り ⽅委員 会 , 2 0 0 8 , p . 5 ) 」 ． こ の 改

正で は ，在宅医 療 ， 療 養型病床，特定機能病院 を創設 し ， 医 療機能を 分

化 し た ( 厚 ⽣ 労 働 省 , 2 0 0 7 ) ．在宅医 療 で は ， 医 療 を提供できる 場 所 と し

て新た に在宅を 制 度 化 し た ． そ れ ま で は 医 療 を提供する 場 所 は診療 所 か

病院 に 限 ら れ て お り ，在宅に お け る 医 療 は ，往診と し て突発的 な 状況に

お け る例外 的 医 療 で あった (⽥城 , 2 0 2 1 ) ． さ ら に ，在宅医 療 を 推 進する

た め ， 1 9 9 2 年診療報酬改訂時 に ，寝たきり ⽼ ⼈在宅総 合診療 料 を 制 定

し た ． 療 養型病床と は ，症状 は安定 し て い る が ， 2 4 時 間 の 医学的管理 を

⻑ 期 間必要とする患者 の⼊院 施 設 を いう．特定機能病院 と は 「⼤学病院

の ような機能を有する (佐野 , 1 9 9 7 , p . 3 ) 」 ，専⾨特化 し た ⾼ 度 な 医 療 を

提供する病院 で あ り ，病状 が安定 し た患者 は⼊院 対 象 か ら除外 さ れ た ．

こ の ように 医 療機能を 分 化 し て ， 医 療 を効率 化する 政 策 に よ り ，病状 が

落ち着い た 介 護 が必要な ⾼ 齢 者 は ， 療 養型病床の あ る病院 や在宅で 医 療

を受け る こ と に なった ．   
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政府は 1 9 9 7 年 介 護 保 険 法 ， 介 護 保 険 施⾏法 ， 第 3 次医 療 法 改正を 成

⽴させ， ⾼ 齢 者 の 介 護 を ⼀般医 療 と区別し た ． こ れ は ⾼ 齢 化 が 進 展する

な か ，慢性疾患中⼼ の疾病構造の 変 化 に 対 応する た め のもの で あった

( 厚 ⽣ 労 働 省 , 1 9 9 7 ) ． 介 護 保 険 法 は 2 0 0 0 年 に 施⾏し ， 介 護 を 医 療 保 険 か

ら切り離すた め に ， 介 護 保 健 施 設 や居宅介 護⽀援サービスの創設 を 定 め

た ． 介 護 保 険 施⾏法 は ， 介 護 保 険導⼊時 の 経過措置を 定 め たもの で あ る ．

第 3 次医 療 法 改正は 介 護 保 険 の 施 設整備を 進 め る た め の 医 療 法 の 改正で

あ る ．例えば， 4 8 時 間 ま で の⼊院 時 間 の 制 限 ， い わゆる 「 4 8 時 間 規 定

( 厚 ⽣ 労 働 省中央社 会 保 険 医 療協議会 , 2 0 0 7 , 第１段落 ) 」 が あ る有床診療

所 に 対 し て ， 療 養型病床群を 設置し⼊院 時 間 の 制 限 を 外 し た ． そ のほか

に は 総 合病院 に 関する 規 定 を廃⽌ し ，⼆次医 療圏単位で地域医 療⽀援病

院 を 設 け ， か か りつけ 医 や か か りつけ⻭科医 か ら の紹介患者 に 対 し て 医

療 を提供する こ と を 定 め た ． こうし て ， 介 護 を必要とする病状 が安定 し

て い る ⾼ 齢 者 は ， か か りつけ 医 や地域医 療⽀援病院 のバックアップのも

と ， 介 護 保 険 施 設 に⼊所する か ， ま た は ，在宅で居宅サービスを利⽤す

る か の選択を迫ら れ る ように なった ．  

そ の 後 ， 2 0 0 0 年 の 第 4 次医 療 法 改正に よ る 平 均在院 ⽇数の 設 定 ，

2 0 0 6 年 の 第 5 次医 療 法 改正に よ る在宅診療⽀援診療 所 の創設 ， 2 0 1 5 年

の 医 療 介 護 総 合確保促進 法 に よ る地域に お け る病床数の上限病床機能再

編⽀援事業， 2 0 1 8 年 の病床機能再編⽀援法 事業の恒久化 に よ る病床数

削減に伴う財政⽀援と効率 的 医 療 推 進 の た め の 改⾰が⾏わ れ ， 現在で は ，

地域包括ケアの 構築が ⾼ 齢 者 医 療 政 策 の焦点と なって い る ．  

 地域包括ケアと は ， 「 医 療 や 介 護 が必要な 状 態 に なっても，可能な 限

り ，住み慣れ た地域で そ の有する能⼒に 応じ⾃⽴し た ⽣ 活 を続け る こ と

が できる よう， 医 療 ・ 介 護 ・ 予防・住ま い ・ ⽣ 活⽀援が包括 的 に確保 さ

れ る 考え⽅ ( 厚 ⽣ 労 働 省近畿局 , 2 0 1 6 , p 1 ) 」 で あ る ． 2 0 1 5 年 の 医 療 介 護

総 合確保促進 法 に基づい て ， 厚 ⽣ 労 働 省 は地域包括ケアの 体 制 (地域包

括ケアシステム ) の 構築を開始し た ． さ ら に ， 2 0 1 8 年 に地域包括ケアシ

ステムの強化 の た め の 介 護 保 険 法等の ⼀部を 改正する 法律に よ り ，

2 0 2 5 年 度 を ⽬処に ，重度 な要介 護 状 態 と なっても住み慣れ た地域で⾃
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分 ら し い暮ら し を ⼈ ⽣ の最後 ま で続け る こ と が できる よう， 政府は 体 制

構築を 進 め て い る ．  

 こうし て ， 1 9 7 0 年代か ら の 課 題 で あった 社 会 的⼊院 は 制 度 設 計上か

ら は解決さ れ た こ と に なった ． た だ し 社 会 的⼊院 に は ， 「 ⾼ 齢 者 が 亡く

な る ま で病院 に い る と いう意味 (⾺場 , 2 0 1 9 , 第 1 5 段落 ) 」 が含ま れ て い

た ．つま り ， こ れ ら の 制 度 化 に よって 社 会 的⼊院 に伴う病院 で の 死 が減

少する こ と に な り ， 結 果 的 に ⾼ 齢 者 が安⼼ し て 死 を迎える こ と が出来る

場 所 につい て の 問 題 が浮上する こ と に なった ． し た がって地域包括ケア

に お け る ， ⾼ 齢 者 の 看 取 り の 場 所 や ⽅ 法 につい てシステムを 構築する こ

と は緊急 の 課 題 で あ る ．  

 

図 1 . 2  戦 後 ⽇ 本 の 看 取 り に 関 連 す る 社 会 状 況 と 医 療 福 祉 制 度 の 推 移  

N o t e . 筆 者 が 作 成  

 

 

第 ２ 節  死 亡 場 所 の 変 遷 と 看 取 り 場 の 課 題  
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占め て い た ( 図 1 . 3 ) ． こ れ は 医 療 保 険 制 度 が整備さ れ て い な い 時代で あ

り ，⼗分 な 医 療 を受け ら れず⾃宅で 死 亡する ⼈々が多かった と 推 察 でき

る ． そ の 後 ， 健康保 険 制 度 の充実 と ともに ， ⾼ 齢 化 が 進 展する と 介 護 を

必要とする 「寝たきり ⽼ ⼈ 」 を⼊院 させる 政 策 が と ら れ た . そ れ ら の 政

策 の 下 で ，病院 で の 死 亡数は 急 速 に増加する ．  

 ⾼ 齢 者 を病院 で 介 護するシステムは ，効率 的 医 療 を めざす政 策 に反す

るもの で あ る ．先述し た ように様々な 改⾰が⾏わ れ た にもか か わ らず，

病院 で の 死 亡数の増加に は⻭⽌ め が か か ら な かった ． 1 9 7 6 年 に逆転し

た⾃宅死 と病院 ・診療 所 死 の 割 合 は ，「住み慣れ た と ころで ⼀ ⽣ を 」 の

⾏政スローガンにもか か わ らず，顕著な 改 善傾向は み ら れ な かった ． そ

ればか り で なく， 死 亡 者数は 2 0 3 9 年 にピークを迎え 1 6 7 万⼈ と 推 計 さ

れ て い る ( 厚 ⽣ 労 働 省 , 2 0 1 6 ) ． こ の 死 亡 者数のうち約 4 0 万⼈ は ，「 看 取

り先の確保 が困難 ( 厚 ⽣ 労 働 省 保 険局医 療 課 ⻑ , 2 0 1 2 , p 1 5 ) 」 に な る と ，

懸念さ れ て い る ．  

 政府は 看 取 り 場 所 の不⾜分 に 対処する た め ，在宅や 介 護 保 険 施 設 でも

看 取 り を可能にする 法律を 制 定 し た ．在宅に は ， 1 9 9 4 年診療報酬改訂

時 ，在宅医 療 にターミナルケア加算，寝たきり ⽼ ⼈末期訪問 料 ，⾃宅で

死 亡診断し た際の在宅看 取 り加算を算定 し た ．くわえて ，重篤な患者 を

在宅でも対 応 できる ように ， 2 0 0 6 年 第五次医 療 法 改正で在宅療 養⽀援

診療 所 を創設 し た (齋藤 , 2 0 1 9 ) ． こ の ように重症の患者 や終末期 の患者

は ，⾃宅で最後 ま で 医 療 が受け ら れ る ように なった ．  

 そ のほか に ， 2 0 0 6 年 介 護 保 険 法 ⼀部改 定 時 に 介 護 保 険 施 設 に 「ター

ミナルケア加算」 や 「 看 取 り 介 護加算」 を創設 し た ． 「ターミナルケア

加算」 は 介 護 ⽼ ⼈ 保 健 施 設 に ， 「 看 取 り 介 護加算」 は 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設

に と ， ⼀ 定 の基準を満た し た 施 設 は そ れぞれ の加算が算定 できる ように

なった ． こうし た 法 的 な整備に よって ，終末期 の ⾼ 齢 者 は ⼈ ⽣ の最後 の

段階ま で 施 設 でケアを受け ら れ る ように なった ．  

 こ れ ら の 政 策効果 は ， ⼈々の 死 亡 場 所 に 変 化 をもた ら し た ． 厚 ⽣ 労 働

省 ( 2 0 2 1 ) の ⼈ ⼝ 動 態 調 査 に よ る と ， 1 9 9 5 年 か ら 死 亡 場 所 に 介 護 ⽼ ⼈ 保

健 施 設 が加わった ． 死 亡 場 所 の 構 成 割 合 を み る と ， 介 護 保 険 施 設 と ⽼ ⼈

ホームを 合 わせた 施 設 の 死 亡 割 合 は 2 0 0 0 年 2 . 4 % か ら 2 0 1 9 年 1 2 . 0 ％
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に増加し た ( 図 1 . 3 ) ． こ の ような こ と か ら ， 政府は 看 取 り 場 所 の不⾜分

を在宅や 介 護 保 険 施 設 で補填し て い る と いえ， 戦 後 か ら の 国 ⺠ の 死 亡 場

所 は⾃宅か ら病院 ，病院 か ら⾃宅・ ⾼ 齢 者 介 護 施 設 へ と 移 り 変 わった ．  

 と ころで ， 医 療 ・ 介 護従事 者以外 の ⼀般の 国 ⺠ は 死 亡 場 所 と し てどこ

を希望し て い る の だろうか ． 厚 ⽣ 労 働 省 ( 2 0 0 4 ) の終末期 医 療 に 関する 調

査等検討会 に よ る と ， ⾼ 齢 と なって ，治る⾒込み の な い疾患に侵さ れ た

場 合 ， ⼀般の 国 ⺠ が希望する 療 養 場 所 は病院 3 8 ％ ， ⽼ ⼈ホーム 2 5 ％ ，

⾃宅 2 3 ％ と回答し て お り ，病院 が最も多かった ． し か し ， 2 0 1 8 年 の ⼈

⽣ の最終段階に お け る 医 療 の普及 ･啓発の在り ⽅ に 関する検討会 ( 2 0 1 8 )

が⾏なった ， ⼈ ⽣ の最終段階に お け る 医 療 に 関する 意識調 査 で は ，約 7

割 の ⼀般国 ⺠ が⾃宅で最後 を迎えた い と回答し て い た ． 2 0 0 4 年 の 調 査

と⽐較する と ，⾃宅を選ん だ回答は こ の 1 5 年 間 で⼤幅に増えて お り ，

終末期 の 医 療 やケアに 関する 国 ⺠ 意識は 変 化 し て い る ．  

 在宅死 の 割 合 を み る と ， 1 9 5 0 年代か ら 1 9 8 0 年代ま で減少スピードは

早く， 1 9 9 0 年代に⼊る と そ のスピードは鈍化 し て い る ．特に在宅医 療

が 制 度 化 さ れ た 1 9 9 5 年 に な る と在宅死 亡 割 合 の減少は ， な だ ら か に な

った ． し か し ， 看 取 り に 関 連する 介 護 保 険 法 の 改正や 医 療 法 改正さ れ た

2 0 0 6 年以降は ， 政府の 期待に反し て在宅死 の 割 合 は増加し て い な い ．  
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 在宅で の 看 取 り 介 護 につい て ， 「 介 護 し てくれ る家族に負担が か か る

( ⼈ ⽣ の 最 終 段 階 に お け る 医 療 の 普 及 ･ 啓 発 の 在 り ⽅ に 関 す る 検 討

会 , 2 0 1 8 , p . 7 5 ) 」 と いう状況が報告さ れ て お り ， こ れ が在宅死 が 進 ま な

い 理由の ⼀つで あろう．在宅死 は 介 護 者⾃⾝ の ⼼ 理 的 ， ⾝ 体 的 な負担を

招く．特に ⽼々介 護 の 場 合 は ， ⾼ 齢 と なった 介 護 者 の負担は⼤きく，共

倒れ などが懸念さ れ る ．   

 厚 ⽣ 労 働 省（ 2 0 1 9 a ) の 2 0 1 9 年 国 ⺠ ⽣ 活基礎調 査 に よ る と ，要介 護 者

と同居し て い る世帯の中で ⽼々介 護 の 割 合 は約６ 割 で あ り ，相当数存在

し て い る ． 国⽴社 会 保障 ･⼈ ⼝ 問 題 研 究 所 ⼈ ⼝ 構造研 究部 ( 2 0 1 9 ) は ，今

後 は ⽼々介 護 の可能性 が あ る ⾼ 齢 者世帯や ，単⾝世帯の増加を 推測し て

い る ． し た がって ， ⼈ ⽣ の最後 ま で在宅療 養する こ と が困難と な る世帯

は増える だろう．  

 ⾃宅で最後 を迎えた い と いう国 ⺠ の希望と 政 策 が ⼀致し て い ても， ⾼

齢 者世帯や単⾝世帯が増加し て いくこ と を踏まえる と ，在宅死 の⽐率 を
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N o t e . 厚 ⽣ 労 働 省 ( 2 0 2 1 ) 死 亡 場 所 別 に み た 年 次 別 死 亡 数 ・ 百 分 率 を 参 考 に 筆 者 が 作 成  
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上げる こ と は ，容易に は い か な い こ と は明確で あ る ．つま り ，個々の 事

情で在宅死 が難し い 国 ⺠ は ，⾃ずと 看 取 り 場 所 に ⾼ 齢 者 介 護 施 設 を選択

する こ と に な る で あろう． そうで あ れば全 国 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設協議会 ( 2 0 1 5 )

が いうように ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 は 看 取 り機能を強化する必要が あ る ．  

 ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に は ，⼤きく⼆つの種類に 分 け ら れ ， ⼀つは 介 護 保 険

施 設 ，もう⼀つは ⾼ 齢 者向け住ま い で あ る ． そ れぞれ の 施 設 に は ⽬ 的 が

あ り ， ⾼ 齢 者 の ⼼ ⾝ の 状 態 や 本 ⼈ ，家族の希望に 合 わせて ， ⾼ 齢 者 は⼊

所する 施 設 を選択する ． な お ， 本 研 究 は ⾼ 齢 者向け住ま い を 調 査 対 象 と

し て い な い た め ，以後 ， 介 護 保 険 施 設 に 限 定 し て説明する ．  

 介 護 保 険 制 度 に お い て 施 設 と位置付 け ら れ る の は ， ⽼ ⼈ 保 健 施 設 (以

後 ， ⽼ 健 ) ， 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 (特別養 護 ⽼ ⼈ホーム ) ， 介 護 医 療 院 ， 介

護 療 養型医 療 施 設 の４施 設 で あ る (表 1 . 1 ) ． ⽼ 健 は病院 と⾃宅の中間 施

設 で あ り ， 介 護 保 険 制 度 施⾏後 よ り 医 療 施 設 か ら 介 護 保 険 施 設 に なった ．

⼊所 の 対 象 者 は 医学的 な管理 が必要な要介 護 者 で あ り ， 医師と 看 護師が

2 4 時 間 配置さ れ て い る ． 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 は ，常に 介 護 を必要と し ，在

宅で の ⽣ 活 が困難な要介 護 ３以上の ⾼ 齢 者 に 対 し て ， ⽣ 活 全般の 介 護 を

提供する 施 設 で あ る ． 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 に は 医師と 看 護 職 は 配置さ れ て

い る が ，夜間 の常駐義務は な い ． 医師は⼊所 者 の 健康管理 と 療 養上の 指

導を⾏うこ と に留まって お り ，勤務形態 は嘱託可能で あ る ． 看 護 職 は⼊

所 者 1 0 0 名に 対 し て 3 名以上の 配置と 規 定 さ れ て い る ．夜間 に 看 護 職 員

が常駐可能な 施 設 は極め て少なく，９割近くの 施 設 がオンコール対 応 し

て い る（厚 ⽣ 労 働 省 社 会 保障審議会 , 2 0 1 4 ) ． 介 護 療 養型医 療 施 設 及 び病

床群は ， ⻑ 期 療 養 を必要とする要介 護 者 に 対 し ， 医学的管理 の 下 に お け

る 介 護 ，必要な 医 療等を提供する ． し た がって 医師， 看 護 職 は 2 4 時 間

常駐し て い る ． 介 護 医 療 院 は ⽇常的 な 医学管理 や 看 取 り やターミナルケ

ア等の 医 療機能と ⽣ 活 施 設 と し て の機能を有する ． し た がって ，⼊所 対

象 者 は ⻑ 期 的 な 医 療 を必要とする要介 護認定 者 で あ る ．  

 な お 介 護 療 養型医 療 施 設 は 2 0 2 4 年 3 ⽉に廃⽌ さ れ ， 介 護 医 療 院 に 移

⾏さ れ る こ と が決定 さ れ て い る ． 介 護 医 療 院 に は Ⅰ型と Ⅱ型が あ り ， Ⅰ型

は重篤な ⾝ 体疾患を有する 者 ， ⾝ 体 合併症を有する認知症⾼ 齢 者 が⼊所

する ．夜間 は ， 医師と 看 護師が常駐し て い る ． Ⅱ型は⽐較的安定 し た容
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体 の ⾼ 齢 者 を 対 象 と し て お り ，夜間 は ， 医師は不在で 看 護 職 は常駐し て

い る ．  

 こ れ ら の 4 つの 施 設 は ， 看 取 り 介 護 を 実 施する こ と を 法 的 に認め ら れ

て い る ．通常， 看 取 り 介 護 を⾏なった 場 合 ， 介 護報酬が⽀払わ れ る が ，

介 護報酬を算定 さ れ る に は ， 介 護 保 険 法 で 定 め ら れ た ⼀ 定 の 施 設基準を

満たす必要が あ る ． し か し ， な か でも⾼ 齢 者 介 護 施 設 に よって は 介 護報

酬の算定基準を満た し て い ても，夜間 に 看 取 り をサポートし てくれ る 医

師が い な い こ と や 介 護 職 員 の ⼈数が⾜り な い と いう理由で ， 看 取 り 介 護

を 実践し て い な い 施 設も報告さ れ て い る (三菱 U F J リサーチ＆コンサル

ティング , 2 0 2 0 ) ． そ の ⼀ ⽅ ， 介 護 を 実 施 し て い る 施 設 でも，加算算定 を

届け て い な い 施 設もあ る ( ⻑崎県南保 健 所 , 2 0 2 1 ) ．  

 2 0 1 9 年 の 施 設数と 定 員数を み る と ， そ れぞれ 介 護 ⽼ ⼈ 保 健 施 設 で は

4 , 3 3 7 施 設 ， 3 7 4 , 7 6 7 ⼈ ， 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 で は 8 , 2 3 4 施 設 ， 5 6 9 , 4 1 9

⼈ ， 介 護 療 養型医 療 施 設 で は 8 3 3 施 設 ， 3 4 , 0 3 9 ⼈ , 介 護 医 療 院 Ⅰ型と Ⅱ型

合 わせて ， 2 4 5 施 設 ， 1 5 , 9 0 9 ⼈ で あ る ( 厚 ⽣ 労 働 省 , 2 0 1 9 b ) ． 介 護 保 険

施 設 の な か で ， 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 が 施 設数， 定 員数ともに最も多く， 介

護 保 険 施 設 の要の 施 設 と なって い る ．  

 こ こ で ，特別養 護 ⽼ ⼈ホームの名称につい て特記すべき点が あ る ．特

別養 護 ⽼ ⼈ホームと は ， ⽼ ⼈ 福 祉 法上の名称で あ る ．都道府県か ら 介 護

保 険 の 指 定 を受け た特別養 護 ⽼ ⼈ホームは 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 と いう． 本

論⽂中で は ，引⽤元に基づい て 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設もしくは特別養 護 ⽼ ⼈

ホーム (特養 ) と名称を使い 分 け て い る ．   
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N o t e .  厚 ⽣ 労 働 ⼤ ⾂ ( 1 9 9 9 ) 厚 ⽣ 労 働 省 令 第 三 ⼗ 九 号 指 定 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 の ⼈ 員 ，

設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 と ， 厚 ⽣ 労 働 ⼤ ⾂ ( 1 9 9 9 )  厚 ⽣ 労 働 省 令 第 四 ⼗ 号 介 護 ⽼ ⼈

保 健 施 設 の ⼈ 員 ， 施 設 及 び 設 備 並 び に 運 営 に 関 す る 基 準 と ,  厚 ⽣ 労 働 ⼤ ⾂  ( 1 9 9 9 )  厚

⽣ 労 働 省 令 第 四 ⼗ ⼀ 号 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の ⼈ 員 ， 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 と ，

と ， 厚 ⽣ 労 働 ⼤ ⾂ ( 2 0 1 8 )  厚 ⽣ 労 働 省 令 第 四 ⼗ 五 号 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の ⼈ 員 ， 設 備

及 び 運 営 に 関 す る 基 準 と ， 令 和 元 年 介 護 サ ー ビ ス ・ 事 業 所 調 査 の 概 況 ， 施 設 事 業 所 の

状 況 を 参 考 に し て ， 筆 者 が 作 成  

医師 看護師 医師 看護職 施設数 定員(⼈）
要⽀援や要介護の認定者に対し、看
護、医学的管理の下における介護及
び機能訓練、必要な医療並びに⽇常
⽣活上の世話を⾏う

ターミナルケア
加算算定あり

常勤1名以上 9名 常駐 常駐 4,337 374,767

居宅で⽣活することが困難な要介護
度 3 〜 5の要介護認定者に、⼊浴、
排せつ、⾷事等の介護その他の⽇常
⽣活上の世話、機能訓練、健康管理
及び療養上の世話を⾏う

看取り介護
加算算定あり

健康管理及び
療養上の指導を
⾏える必要⼈数
嘱託可

3名 不在 不在
オンコール

8,234 569,410

常時医学的管理が必要で病状が安定
している要介護認定者に，介護・看
護・機能訓練・その他の医療，その
他⽇常⽣活の⽀援をする

ターミナルケア
加算算定あり

3名以上 17名 宿直制 常駐 833 34,039

Ⅰ型 主として⻑期にわたり療養が必要で
ある要介護者に対し、療養上の管
理、看護、医学的管理の下における
介護と機能訓練、その他必要な医療
並びに⽇常⽣活上の世話を⾏う

ターミナルケア
体制の構築の義務

3名 
 

うち⼀名は、療
養者全員の病状
を 把握し、療養
管理の責任があ

る。

17名 宿直制 常駐

Ⅱ型 Ⅰ型と同じ ターミナルケアの
実施

1名 

うち⼀⼈は、療
養者全員の病状
を 把握し、療養
管理の責任があ

る。

3名 不在  常駐

245
(Ⅰ型、
Ⅱ型合計）

2019年10⽉1⽇現在
施設の種類

15,909
(Ⅰ型、

Ⅱ型合計）

夜間の配置⼈員配置数の基準

介護医療院

介護⽼⼈保健施設

介護⽼⼈福祉施設
（特別養護⽼⼈ホー
ム）

介護療養型医療施設 
（2024年3⽉に廃
⽌、以後介護医療院
へ移⾏)

看取りに関する
算定施設の⽬的

表 1 . 1 介 護 保 険 施 設 の 機 能 と 医 療 職 の ⼈ 員 配 置   

配 置  
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第 2 項  ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 に お け る 施 設 職 員 の 役 割  

 

 ⾼ 齢 者 介 護 施 設 が⼊所 者 にサービスを提供する際， ⽣ 命 を守る こ と と ，

本 ⼈ の 意思を尊重する こ と は か かせな い ．⼊所 者 が ⼼ 肺 停 ⽌ 状 態 に なっ

た際， そ こ に居合 わせた 職 員 は次の いずれ か の 対 応する必要が あ る ． ⽣

命 を守る た め に ， 速 や か に蘇⽣処置し 救 急搬送する か ， あ る い は ，延命

処置を希望し な い終末期 と診断さ れ た⼊所 者 に は ，蘇⽣処置は 実 施せず

に 死 亡診断を 医師に依頼する ．  

 ⽣ 命 を左右する重⼤な選択は ，⾮常に切⽻詰まった 状況の中に あ る ．

そ れ にも関 わ らず，先述し た ように 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 の夜勤に は 医 療 職

を 配置し て い な い 施 設 が⼤部分 で あ る ． さ ら に ， 介 護 職 ⼀ ⼈ し か 配置し

て い な い 施 設も報告さ れ て い る (⽯井 , 2 0 1 0 ) ．⼊所 者 の ⽣ 命 や尊厳を守

れ る か否か は ， 現 場 に居合 わせた夜勤介 護 職 の判断に委ねら れ て い る と

いっても過⾔で は な い だろう．  

 ⼼ 肺 停 ⽌ の 対 応 を適切に⾏って いくた め に は ，夜勤にも看 護 職 を 配置

する こ と が好ま し い ． し か し ， 看 護 職 の ⼈材不⾜は以前 よ り喫緊の 課 題

に なって お り ， 1 9 9 2 年 看 護師等の ⼈材確保 の促進 に 関する 法律が 施⾏

さ れ たもの の ， い ま だ 医 療 施 設 に お い ても看 護 職 員 の確保 は困難な 状況

が続い て い る ． 介 護サービス施 設 ・ 事業所 に お い て は ， さ ら に難し い 状

況で あ る ． こ の ように 看 護 職 の ⼈材確保 が深刻な 状況の な か ， さ ら に 看

護 職 の 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 へ の増員 を要請し 実 現する こ と は ⼀層の困難が

予測さ れ る ．  

 2 0 1 5 年 に 介 護 福 祉⼠養 成 課程に お い て ， 救 急蘇⽣ 法 を演習する こ と

が 義務化 さ れ た ． し か し ， 応 急処置に 関 し て 介 護初任者 研修や 2 0 1 4 年

以前 の 介 護 福 祉⼠養 成 施 設 の必須科⽬ と し て ，カリキュラムに 組 み こ ま

れ て い な い ． さ ら に ， 応 急⼿当て の講習会 をすべて の 職 員 に受講させて

い る 施 設 は ，約 3 割 に とどまって い る (伊藤ら , 2 0 1 7 ) ． こうし た こ と か

ら ，中村聡 ,⼾来 ,北林 ( 2 0 1 5 ) は ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 介 護 職 は 応 急処置の

⼗分 な教育を受け な い ま ま就業し て い る可能性 が あ る と 指摘し て い る ．

そ の た め ， 看 取 り や 急 変 に 対 応する こ と につい て ， 介 護 職 は恐怖⼼ ，不

安を持ち (深澤 , ⾼岡 , 2 0 1 1 ;早崎ら , 2 0 0 3 ) ，精神的 な重圧を抱えて い る
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(相澤 , 2 0 1 6 ;⼤村 , 2 0 1 7 ) ． 介 護 職 は ，⼊所 者 の ⽣ 命 と尊厳を守る 義務が

あ る と は いえ， 応 急処置に 関する教育を⼗分 に受け な い ま ま ， ⽣ 命 を左

右する 対 応 を強い ら れ て い る と いえる ．  

 こうし た 背 景 か ら ，夜間 に 医 療 職 が常駐し て い な い 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設

で夜勤する 介 護 職 の な か に は ，教育を受け な い ま ま ， たった ⼀ ⼈ で ⽣ 死

に 関 わ る選択と そ の 対 応 を余儀なくさ れ て い る と 推 察 できる ．   

 

第 ３ 項  ⼼ 肺蘇⽣ の 倫 理 的 課 題  

 夜勤時 ， 医 療 職 が 配置さ れ て い な い 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 に お い て ，⼊所

者 が ⼼ 肺 停 ⽌ の 状 態 に な る と ， 介 護 職 が 第 ⼀線者 と し て そ の 対 応 を求め

ら れ る ．具体 的 に は ， 救 命する 場 合 は 救 急隊に引き継ぐま で蘇⽣処置を

する ． 施 設内で 看 取 り をする 場 合 は ， 医師か 看 護 職 が来る ま で ， そ の 施

設 のマニュアルに沿って 対 応する ．  

 ⽇ 本 医 療 労 働 組 合 ( 2 0 2 0 ) が 介 護 施 設 を 対 象 に し て お こ なった 2 0 1 9 年

介 護 施 設夜勤実 態 調 査 の 結 果 に よ る と ，夜間 に 救 急搬送し た 経験の あ る

特別養 護 ⽼ ⼈ホームは 全 体 の 4 5 . 0 % で あ る ．くわえて東京消防庁救 急部

( 2 0 0 9 ) の 調 査 に よ る と ， 救 急搬送さ れ た⼊所 者 の中に は ， ⼼ 肺 停 ⽌ 状 態

の 者もお り ， 救 急隊が到着する ま で ，蘇⽣処置を受け て い な い⼊所 者 を

報告し て い る ． こ の ように蘇⽣処置を 実 施 し な い こ と は ，⼊所 者 を 死 に

⾄ら し め る可能性もあ り ， ⽣ 命 の尊厳を損なうと いえる ．  

 そ の ⼀ ⽅ で 総務省消防庁 ( 2 0 1 9 ) の 平 成 3 0 年 度 救 急業務の あ り ⽅ に 関

する検討会報告書 に よ る と ，各都道府県の消防本部の 9 4 . 5 ％ が傷病者 本

⼈ の ⼼ 肺蘇⽣ を拒否する 意思表⽰ を家族等か ら伝えら れ ても， ⼼ 肺蘇⽣

を 実 施 し な が ら 医 療機関 に搬送する ．蘇⽣処置する 理由に ， 救 急 現 場 で

傷病者 本 ⼈ の 意思の確認を確実 に⾏うこ と は難し い こ と や ， 応 急処置を

⾏い な が ら 医 療機関 に傷病者 を搬送する こ と が ， 救 急隊の責務で あ る こ

と ， さ ら に消防法 救 急業務の 法令上 ,明ら か に 死 亡 し て い な い傷病者 に

対 し ⼼ 肺蘇⽣ の不実 施 や ，中⽌ は できな い こ と ， と回答し て い る ( 総務

省消防庁 , 2 0 1 9 ) ． 2 0 1 8 年 に 総務省消防庁は ， 救 急業務に お い て傷病者

が明ら か に 死 亡 し て い る 場 合 の ⼀般的 な判断基準を説明し て お り ，次の

６ 項 ⽬ が 全 て該当し た 場 合 と 規 定 し て い る (消防庁救 急企画室 ⻑ 2 0 1 8 ) ．  
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( 1 ) 意識レベルが 3 0 0 で あ る こ と ．  

( 2 )呼吸が 全く感ぜら れ な い こ と ．  

( 3 ) 総頸動脈で脈拍が 全く触知できな い こ と ．  

( 4 )瞳孔の散⼤が認め ら れ ， 対光反射が 全くな い こ と ．  

( 5 ) 体温が感ぜら れず，冷感が認め ら れ る こ と ．  

( 6 ) 死 後硬直⼜は ， 死斑が認め ら れ る こ と ．  

 こ の ように ，消防法 に基づい て ， 救 急隊は上記の判断基準に満た し て

い な い ⼼ 肺 停 ⽌ し た傷病者 に 対 し て蘇⽣処置を 実 施する こ と を求め ら れ

て い る ．  

 池上 ,池崎 ( 2 0 1 3 ) に よ る と ， 救 急搬送さ れ てきた ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の⼊

所 者 を病院 で蘇⽣処置を 実 施 し ， 救 命 できず死 亡 し た遺族の中に は ，病

院 が蘇⽣処置を 実 施 し た こ と に 対 し て ， 本 ⼈ が尊重さ れ て い な い と病院

に苦情を訴える家族もい る ．  

 終末期 の診断を受け て い る ⼼ 肺 停 ⽌ 状 態 の⼊所 者 の 意思を守る に は ，

蘇⽣処置を⾏わ な い こ と と ， さ ら に ， 1 1 9 番通報し 救 急搬送し な い こ と

で あ る ． そ の た め に は ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 職 員 が 事 前 に 本 ⼈ の 意思を把握

し て おくと ともに ， 本 ⼈ の 意思と 医学的 な 状 態 に基づい て ， 施 設 が⼊所

者ごと の 対 応 ⽅針を 現 場 の 職 員 に伝える こ と が必要に な る だろう．  

 し か し ，⼊所 者 の中に は⾃分 の 意思を伝える こ と が困難な認知症や⾔

語障害をもつ者も少なくな い ． ⽇ 本 看 護 倫 理学会 ( 2 0 1 5 ) に よ れば，認知

症と診断さ れ た ⾼ 齢 者 の同意能⼒を 看 護 職 ら は不⼗分 と み な し ， 本 ⼈ の

意向，他の能⼒ま でも軽視する こ と や 無視する こ ともあ る ． だ か ら こ そ ，

⾃分 の 意思を伝える こ と が できな い ⾼ 齢 者 に は ，患者⾃⾝ の 意思を可能

な 限 り 推 定 し ， そ れ を 尊 重 す る こ と が 重 要 で あ る ( ⽇ 本 ⽼ 年 医 学

会 , 2 0 1 2 ) ．  

 ⾼ 齢 者 介 護 施 設 で の 看 取 り ⽅針の説明は ， 看 取 り 介 護加算を算定 さ れ

て い る特別養 護 ⽼ ⼈ホームの 8 9 . 0 % ， 看 取 り 介 護加算さ れ て い な い特別

養 護 ⽼ ⼈ホームの 7 3 . 9 % の 施 設 が⾏って お り ( 全 国 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設協議

会 , 2 0 1 5 ) ，過半数以上の 施 設 が説明し て い る が ， 本 ⼈ に 意思を確認し て

い る か は読み 取 れ な い ．  
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 総務庁消防庁（ 2 0 1 8 ) の蘇⽣ を望ま な い傷病者 へ の 救 急隊の 対 応 に 関

する 実 態 調 査 に よ る と ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の⼊所 者 が 事 前 に 意思を表⽰ し

て い ても， 救 急搬送などの 対 応 を 取 らざる 得 な い 施 設もあ る ． そ の 理由

に は ， 医師と 連絡が 取 れ な い こ と や家族の希望が あげら れ て お り ， 本 ⼈

の 意思と は 無 関係に 救 急搬送さ れ て い る ． こ の ように 救 急搬送さ れ る ⼼

肺 停 ⽌ 状 態 の⼊所 者 は ， 「⾃⼰の決定 を軽視さ れ ， ⼈ と し て の尊厳が侵

さ れ やすい（⽇ 本弁護⼠会 , 2 0 1 1 , 第 2 , 2 ) 」 状 態 と いえる ．  

 今後 ， ⼼ 肺 停 ⽌ 状 態 の⼊所 者 の ⽣ 命 と尊厳を ⾼ 齢 者 介 護 施 設 が守って

いくに は ，先述し た ように ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に 対 し て ， 応 急処置の 研修や

看 取 り 介 護 に 関する 研修を 実 施する こ と で あ る ． あ わせて 医 療 職 の ⼈ 員

も確保する こ とも重要で あ る ． だ が ，各施 設 の努⼒だ け で ⼈材育成 と ⼈

材確保 の 課 題 を ⼀朝⼀⼣で解決する こ と は できな い ．落合 は ⾼ 齢 者 介 護

施 設 の 救 急 体 制 の整備に 関 し て ， 「 限 ら れ た資源を効率 よく活⽤できる

システムを作るほうが解決の早道 (落合 , ⻑野 ,松岡 ,⾦丸 , 2 0 1 8 , p . 6 1 6 ) 」

と述べて い る ． そ こ で ，効率 的 に ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 体 制 を整備する に は ，

⼀つは ⼈材やマニュアル， 設備などの既存の資源を最⼤限 に 活⽤する こ

と が有⽤で あ る と 考えら れ る ．同時 に ， 看 取 り 体 制 の整備をバックアッ

プする 政 策も必要で あ る ．  

 

第 3 節  研 究 全 体 の ⽬ 的 と 構 成  

 

第 1 項  本 研 究 の ⽬ 的  

 ⽇ 本 で は ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の蘇⽣処置や 看 取 り に 関する 研 究 は 2 0 1 0

年 頃 か ら⾏わ れ て い る ． こ れ ま で の先⾏研 究 で は ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 職

員 が 急 変 や 看 取 り の 対 応 に 対 し て不安を抱える と報告さ れ て い る (⼩⼝ ，

豊島，須佐， 2 0 1 1 :川上ら , 2 0 1 9 ) ． ま た ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 か ら 救 急搬送

さ れ た ⼼ 肺 停 ⽌ の⼊所 者 の病状 (東京消防庁 , 2 0 0 9 ) や ， ⼼ 肺蘇⽣ の 実 施

状況 (加藤昇 ,⾦銅 ,森⽥ ,中⽥ ,横⽥ , 2 0 1 6 ;⽵本 ら , 2 0 1 7 ) につい て 調 査 さ れ

て い る ． こ れ ら の先⾏研 究 か ら ， 施 設 職 員 の不安の軽減の必要性 ，⼊所

者 の病歴把握の必要性 ，適切な 救 急 医 療 の利⽤， さ ら に ， 施 設 の 医師や
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救 急隊と の 連携強化 の必要性 が 指摘さ れ て お り ， さ ら な る 研 究 の蓄積が

求め ら れ て い る ．  

 現在， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 で は ， 救 急 対 応 の教育研修が 取 り 組 ま れ て い る

( 厚 ⽣ 労 働 省 , 2 0 1 3 ;相模原市 , 2 0 1 8 ;新潟市 , 2 0 2 0 ) ． ま た地⽅⾃治体 は ，

適切な 救 急 医 療 の利⽤の た め に 救 急 対 応 のガイドライン (東京都福 祉

局 , 2 0 1 8 ;神⼾市消防局 , 2 0 2 0 ) ， 看 取 り 介 護 のガイドライン (三菱総 合 研

究 所 , 2 0 1 4 ;埼⽟県地域包括ケア課 , 2 0 1 9 ) を作成 し て い る ． さ ら に 政府は ，

地域包括ケアシステムの中で ，地域医 療⽀援病院 が 救 急搬送さ れ た⼊所

者 に 救 急 医 療 を提供する と いう地域医 療 と の 連携を 進 め て い る ．  

 し か し ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に 対 し て 看 取 り 政 策 が 推 進 さ れ る ⼀ ⽅ ， ⼼ 肺

停 ⽌ 時 の 対 応 の 実 態 を明ら か に し た 調 査 や ， そ の 実 態 に即し た 体 制上の

課 題 に⾔及 し た 研 究 や 取 り 組 み が⾒当た ら な い ．  

 ⾼ 齢 者 介 護 施 設 が 看 取 り を 実 施 し て いくに は ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 は不

可⽋で あ る ．つま り ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 は ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 体 制 を強化 し

て いくこ と は重要で あ る ．  

 ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 職種の中で ， ⼼ 肺 停 ⽌ し た⼊所 者 に居合 わせる機会

が最も多い 職種は ，⼊所 者 の世話を⾏って い る 介 護 職 で あ る ． 介 護 職 が

⼼ 肺 停 ⽌ に適切に 対 応する こ と は ， 看 取 り 体 制 を強化する上で は ，必須

な条件で あ る ． し か し ，先述し た ように ， 介 護 職 は⼗分 な教育や 研修を

受け な い ま ま 急 変 や 看 取 り の 対 応 を強い ら れ ，不安や恐怖を抱えて い る ．  

 そ こ で ， 本 研 究 の ⽬ 的 は 介 護 職 に負担の⼤きい ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 と 体

制上の 問 題点を明ら か に し ， 看 取 り 体 制上の 課 題解決の ⽅向性 を ⽰すこ

と で あ る ．具体 的 に は ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 はどの ように ⼼ 肺 停 ⽌ の 対 応 を

し て い る の か ， ま た そ の 背 景 に は何が あ る の か を探索的 に明ら か にする ．  

 

 

第 2 項  本 研 究 の 意 義  

 政府は 看 取 り の 場 所 を 医 療 施 設 か ら ⾼ 齢 者 介 護 施 設 へ と 移⾏する 政 策

を 進 め て い る ． こ の 政 策 に伴って ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の⼊所 者 は 医 療 的ニ

ーズの あ る 者 や終末期 の段階の 者も少なくな い ． 医 療 的ニーズの あ る 者

は突然死 や 急 変 に陥る可能性 が あ る と 指摘さ れ て い る ( 平川 , 2 0 1 1 ) ．終
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末期 の段階に あ る 者 は ， そう遠くな い将来に ⼼ 肺 停 ⽌ の 状 態 に な る こ と

は⼤い に 予測できる ． こ の こ と か ら ⾼ 齢 者 介 護 施 設 は ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対

応 を求め ら れ て い る と いえる ．  

 こ の 対 応 に は ，⼊所 者 の尊厳を守る 看 取 り 対 応 と ⽣ 命 を守る 救 急 対 応

の⼆つが挙げら れ る ．先述し た ように先⾏研 究 か ら ，蘇⽣ を望ま な い⼊

所 者 が蘇⽣処置や病院搬送と いった 救 急 対 応 を受け て い る 実 態 が明ら か

に さ れ て い た ． こ の ような 施 設 の 対 応 は ， 本 ⼈ の尊厳を傷つけ る ． こ れ

だ け で なく， ⼼ 肺 停 ⽌ 状 態 の⼊所 者 は 救 急隊が来る ま で蘇⽣処置を受け

て い な かった ． こ の 理由の ⼀つと し て佐々⽊ ,堀⽊ ,藤本 ,岡本 ( 2 0 1 1）は ，

⼼ 肺 停 ⽌ に直⾯し た 介 護 職 が ，マニュアルを頭で 理解し て い ても， ⾝ 体

がうまく反応 し な い と報告し て い る ． ⼀ ⽅ ，筆者 は過去に ⾼ 齢 者 介 護 施

設 の 介 護 職 員 か ら ， 「普段の 会話の中で ，⼊所 者 が延命 し たくな い と話

し て い た ら ， (突然， ⼼ 肺 停 ⽌ の 状 態 に なった ら ) あえて蘇⽣処置は し な

い 」 と いう考えを聞い た 経験が あ る ． こ れ ら の こ と か ら ， ⼼ 肺 停 ⽌ の 現

場 に居合 わせる 職 員 が ，⼊所 者 の終末期 の診断に基づかず，回復の⾒込

み の あ る ⼈ に 対 し ても蘇⽣処置を不実 施 し て い る 現 状 が あ る と 推 察 し た ．  

 こ こ で の重⼤な 問 題 と し て ， 本 ⼈ の 意思がどうで あ れ ，終末期以外 の

⼊所 者 に蘇⽣処置を 実 施 し な い 事例が あ る な らば， そ の 施 設 は ⽣ 命維持

治療 の差し控えを し て い る と いえよう． ⾼ 齢 者 の世話を し て い る 施 設 が

⼼ 肺 停 ⽌ の 状 態 を放任し ， ⽣ 命 の危機的 状況を悪化 させる 対 応 は ， 意 図

的 で あ る が ， 結 果 的 で あ る か を 問 わ な い 厚 ⽣ 労 働 省 ( 2 0 1 7 b ) の ⾼ 齢 者虐

待に お け るネグレクトに該当する と 考えら れ る ．  

 看 取 り 対 応 と蘇⽣処置は ，どちらも⼼ 肺 停 ⽌ の 状 態 か ら開始さ れ ， こ

の⼆つの 対 応 は表裏⼀ 体 の 関係が あ る ． ⼼ 肺 停 ⽌ に直⾯し た 職 員 の 対 応

に よって は ，⼊所 者 の ⽣ 死 が左右する ． し た がって ， ⼼ 肺 停 ⽌ の 現 場 に

居合 わせる 施 設 職 員 は ， そ の⼊所 者 に 対 し て 看 取 りする の か ，蘇⽣処置

する の か決し て 間違って は な ら な い ．つま り ， 施 設 の 職 員 が然るべき⼼

肺 停 ⽌ の 対 応する に は ， そ の 場 で直ちに いずれ か を峻別する こ と で あ る ．  

 こ れ ら の こ と を踏まえる と ， ⼼ 肺 停 ⽌ の 対 応 に焦点を あ て て ， 施 設 の

看 取 り 体 制 の 課 題 を模索する 本 研 究 は ， 看 取 り 体 制 の整備に とどま らず，

⼊所 者 の ⼀ 命 を 取 り留め る た め の 救 急 体 制 の整備に 寄与する と 考える ．  
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第 3 項  ⽤語の 定 義  

1  ⼼ 肺 停 ⽌  

・ 本 論⽂で は 「 ⼼ 肺 停 ⽌ 」 と は ，脈拍と呼吸の両⽅ ，もしくは い

ずれ か が 停 ⽌ と 定 義する ．  

 

2  急 変  

・ 本 論⽂で は 「 急 変 」 と は ， ⽇ 本 救 急 医学会 ( 2 0 2 1 ) が解説し て い

るショックの 状 態 に準じ， ⽣ 命 の危機に⾄る 急 性 の症候群とする ．

収縮期⾎圧 9 0 m m H g 以下 の 低 下 ，頻脈，顔⾯蒼⽩，冷汗，呼吸困

難などの症状 を ⽰す．  

 

3  蘇⽣処置  

・ 本 論⽂で は 「蘇⽣処置」 と は ⼼ 肺 停 ⽌もしくは ， こ れ に近い 状

態 に なった ⾼ 齢 者 に 対 し て ，胸⾻圧迫や ⼈⼯呼吸，⾃動 体 外式除

細動器  ( A E D :  A u t o m a t e d  E x t e r n a l  D e f i b r i l l a t o r ) を⽤い た電気

ショックを⾏う処置の こ と とする ．  

 

4  救 急 対 応  

・ 本 論⽂で は 「 救 急 対 応 」 と は A m e r i c a n  H e a r t  A s s o c i a t i o n の

B L S ( B a s i c  L i f e  S u p p o r t )マニュアルを 参 考 に し て , 施 設 職 員 が ．

1 ) ⼼ 肺 停 ⽌ の確認， 2 ) 応援者 の要請と 1 1 9  番通報， 3 )蘇⽣処置，

4 ) 救 急隊に引き継ぐ， 5 ) 救 急搬送する ま で の ⼀ 連 の⾏動 とする

( A m e r i c a n  H e a r t  A s s o c i a t i o n , 2 0 0 5 ) . 図 1 . 4 に 本 論⽂に お け る 救

急 対 応 を ⽰ し た ．  

 

図 1 . 4 本 論 ⽂ に お け る 救 急 対 応  

N o t e .  A m e r i c a n  H e a r t  A s s o c i a t i o n の B a s i c  L i f e  

S u p p o r t ) マ ニ ュ ア ル を 参 考 に し て 筆 者 が 作 成  

⼼肺停⽌

の確認
119 番通報と
応援者要請 蘇⽣処置

救急隊に

引き継ぐ
救急搬送
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5  死 亡診断  

・ 本 論⽂で は 「 死 亡診断」 と は ， ⼼拍の 停 ⽌ ，呼吸の 停 ⽌ ，瞳孔

の 対光反射の 停 ⽌ に よ り ， 医師が 死 の判定 をする こ と とする ． し

た がって ， ⼼ 肺 停 ⽌ と は異な る ．  

 

6  終末期  

・ 本 論⽂で は ， 1 ) .複数の 医師が客観的 な情報を基に ，治療 に よ り

病気の回復が 期待できな い と判断し ， 2 ) .患者 が 意識や判断⼒を失

った 場 合 を除き，患者 ・家族・ 医師・ 看 護師等の 関係者 が納得す

る こ と 3 ) .患者 ・家族・ 医師・ 看 護師等の 関係者 が 死 を 予測し 対 応

を 考える 時 期 とする ( 全 ⽇ 本病院協会 , 2 0 1 6 ) ． な お ， 本 論⽂で は ，

終末期 の 期 間 を 定 義 し な い ．  

 

7  看 取 り  

・ 本 論⽂で は 「 看 取 り 」 と は ，終末期 と診断さ れ た ⾼ 齢 者 が 本 ⼈

や家族の 意思に 応じて ，蘇⽣処置を試さ な い と 施 設 と同意 を交わ

し ， 医師に よ る 死 亡診断のもと臨終を迎える こ と とする ． 図 1 . 5

に 本 論⽂に お け る 看 取 り を ⽰ し た ．  

 

 

8  看 取 り 介 護  

・ 本 論⽂で は 「 看 取 り 介 護 」 と は ， 本 ⼈ の 意思と権利を最⼤限 に

尊重し ，尊厳を 保つと共に ，安ら か な 死 を迎える た め の終末期 に

ふさ わ し い最善 の 医 療 ， 看 護 ， 介 護 ，リハビリテーション等を⾏

う⼀ 連 の過程を いう． た だ し ， 「 看 取 り 介 護 」 に は ， 施 設内で の

終末期の

診断

蘇⽣処置を
試さない同
意

⼼肺停⽌の

確認

医師による

死亡診断
臨終

図 1 . 5 本 論 ⽂ に お け る 看 取 り  

N o t e  筆 者 が 作 成  
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看 取 り と 医 療機関 で の 看 取 り の両⽅含ま れ る ．  

 

9  D N A R  

・ 本 論⽂で は D N A R ( D o  N o t  A t t e m p t  R e s u s c i t a t i o n ) と は ， ⽣

理学的 に蘇⽣ が 無益で あ る患者 に 対 し て ，蘇⽣処置を試み な い

( a t t e m p t ) こ と とする ． ま た ， 本 ⼈ や家族の希望で ⼼ 肺蘇⽣ を⾏

わ な い（D N R :  D o  N o t  R e s u s c i t a t i o n ) と は異な る ( ⽇ 本 救 急 医

学会 , 2 0 1 2 ) ．  

 

1 0  ⾼ 齢 者 介 護 施 設  

・ 本 論⽂で は 「 ⾼ 齢 者 介 護 施 設 」 と は ， 厚 ⽣ 労 働 省 が区分 し て

い る 「 介 護 保 険 施 設 」 と 「 ⾼ 齢 者向け住宅」 に該当する 施 設 と

する ．  

 

第 4 項  本 論⽂の 構 成  

 本 論⽂のリサーチクエスチョンと 全 体 構 成 図 を 図 1 . 6 に ⽰ し た ． 本 研

究 は ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 が ⼼ 肺 停 ⽌ の 対 応 をどの ように 実 施 し て い る か ，

⼼ 肺 停 ⽌ の 対 応 の 背 景 に何が あ る の か を ，リサーチクエスチョンを⽴て

た ． こ れ ら を解明する た め に ， 第 1 章 で は ， 本 研 究 の 背 景 と し て ，最初

に ⾼ 齢 者 に 関 連する 医 療 福 祉 政 策 の 歴 史 的 変 化 につい て 論述する ．次に

看 取 り 場 所 と し て ⾼ 齢 者 介 護 施 設 が 役 割 を求め ら れ て い る 背 景 を説明す

る ．最後 に 看 取 り が 施 設 で⾏わ れ る こ と か ら ⽣じた ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応

の 倫 理 的 課 題 を述べ， 研 究 全 体 の ⽬ 的 を述べる ．  

 本 研 究 が ⽬ 指す⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お け る ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 と は ， ⽣ 命

を尊重する こ と を⼤前提と し ， ⾼ 齢 者 が最期 を迎える瞬間 ま で 本 ⼈ の 意

思を尊重する こ と で あ る ． そ こ で ， 第 2 章 で は終末期 の段階に先⽴って

本 ⼈ の 意思が記載さ れ て い る ， 事 前 指 ⽰ 書 を検討する ．最初に ， 事 前 指

⽰ 書 が含ま れ て い るアドバンス・ケア・プランニング ( A d v a n c e d  C a r e  

P l a n n i n g ,  A C P ) を 外観する ．次に A C P が 取 り⼊れ ら れ て いった 歴 史 的

経 緯 ， 諸 外 国 の 取 り 組 み につい て整理する ．最後 に ， ⽇ 本 と 諸 外 国 の 事
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前 指 ⽰ 書 を⽐較し て ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お け る 事 前 指 ⽰ 書 の 課 題 を 論述

する ．  

 第 3 章 で は ，緊急 対 応 か ら み た ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の A C P に 関 連する 国

内外 の先⾏研 究 をスコーピングレビューし ，具体 的 な 研 究 課 題 を明ら か

にする ． こ こ で緊急 対 応 と し た の は ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 は 看 取 り だろう

が ，蘇⽣処置で あろうがどちら の 対 応も， ⽣ 命 に直接関係し ，可及 的 速

や か に⾏うた め で あ る ．  

 スコーピングレビューの 結 果 ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の緊急 対 応 に 関 し て 2

つの 研 究 課 題 が明ら か に なった ． ⼀つは ⼼ 肺蘇⽣ の 現 状 を質的 調 査する

こ と ，もう⼀つは ， 死 亡診断の ⽬ 的 で 救 急搬送する 理由を量的 に 調 査す

る こ と で あ る ． そ こ で ， 本 研 究 は ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の中でも， 施 設数が最

も多い 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 を 対 象 に 調 査 し た ． 第４章 で は ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 対

応 を質的 に 分 析 し ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 体 制上の 課 題 を検討する ． さ ら に ， 第

５章 で は ， 死 亡診断を ⽬ 的 と し た 救 急搬送と 関 連要因を量的 に 調 査 し ，

死 亡診断を ⽬ 的 に し た 救 急搬送上の 課 題 を把握する ．  

 第 6 章 で は ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 体 制整備に必要と な る ，具体 的 な ⽅ 策 を検討

する た め に ，アメリカ合衆国 のナーシングホームに お け る ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の

体 制 を 論述する ．  

 終章 に お い て は ， 本 論⽂の 全 体 考 察 を⾏い ， 看 取 り 体 制 の整備に必要

と な る 課 題 を提⽰する ．  

 



 29 

 

 

図 1 . 6 本 論 ⽂ の リ サ ー チ ク エ ス チ ョ ン と 全 体 構 成 図  

N o t e . 筆 者 が 作 成  

 

第3章 緊急対応に焦点をあてた⾼齢者介護施設のACPに関するスコーピングレビュー

終章 総括
・本研究のまとめ
・本研究の総合考察
・本研究の結論
・本研究の意義

・本研究の限界と課題

第2章 アドバンス・ケア・プランニングの歴史的経緯と諸外国の取り組み
・アドバンスケアプランニングの概観と歴史的経緯
・諸外国の取り組み
・⾼齢者介護施設における事前指⽰書の課題

第１章 看取りからみる医療福祉政策の変遷と⾼齢者介護施設の課題
・⾼齢者にかかる医療福祉政策の推移
・看取り場所の変遷と⾼齢者介護施設の必要性
・⼼肺停⽌時の対応における施設職員の役割と倫理的課題
・本研究の⽬的と構成

第4章 介護⽼⼈福祉施設の
介護職が⾏う⼼肺停⽌の対
応

第5章 介護⽼⼈福祉施設にお
ける死亡診断を⽬的にした病
院への救急搬送の関連要因

第6章 アメリカハワイ州の
ナーシングホームにおける⼼
肺停⽌対応の体制

リサーチ・クエスチョン
⾼齢者介護施設は
・⼼肺停⽌の対応をどのように実施しているのか
・⼼肺停⽌の対応の背景には何があるのか



第 2 章  アドバンス・ケア・プランニング ( A d v a n c e d  C a r e  P l a n n i n g :  A C P )

の 諸 外 国 の 取 り 組 み と ⽇ 本 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 課 題  

 

 

 政府は ⾼ 齢 者 が最後 ま で尊厳をもって暮ら し て い け る ように ， 2 0 1 8 年 に

⾼ 齢 社 会 対 策⼤綱で ⾼ 齢 者 の⾃⼰決定権につい て基本 的 施 策 を た て た (内閣

府 , 2 0 1 8 ) ． こ の 施 策 に則り ， 厚 ⽣ 労 働 省（ 2 0 1 8 ) は ⼈ ⽣ の最終段階に お け

る 医 療 やケアの ⽅針を決定する際に は ， 医 療 ・ 介 護従事 者 と 本 ⼈ や家族で

話し 合うアドバンス・ケア・プランニングが重要で あ る と強調 し て い る ．

さ ら に ， こ の中で ， 医 療 やケアの ⽅針を決定する際， 本 ⼈ の 意思が最優先

さ れ る と述べら れ て い る ．  

 し か し ，三菱 U F J リサーチ＆コンサルティング ( 2 0 2 0 ) に よ れば， 本 ⼈ が

意思決定 できなくなった 場 合 に備えて ，どの ような 医 療 ・ケアを受け た い

の か ， あ ら かじめ記載する 書⾯ ( 事 前 指 ⽰ 書 ) を⽤い て い る特別養 護 ⽼ ⼈ホ

ームは約 4 割 と少な い ．つま り ， 施 設⼊所 者 の⼤半が 事 前 指 ⽰ を 施 設 に ⽰

し て い な い と いえる ．  

 ⼊所 者 が あ ら かじめ 事 前 指 ⽰ を 施 設 に ⽰ し て い な け れば， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 に

お い て ， た とえそ れ が突然の こ と で あろうが ， 予 期 さ れ た こ と で あろうが ，

⼊所 者 の ⽣ 命もしくは尊厳が損な わ れ る こ ともあろう．  

 ⾼ 齢 者 介 護 施 設 が ⼼ 肺 停 ⽌ し た⼊所 者 の ⽣ 命 を守り ，終末期 の⼊所 者 の

意思を尊重し て いくに は ，⼊所 者 全 員 に 事 前 指 ⽰ 書 を⽤い る こ と で あ る ．

くわえて ，常⽇ 頃 か ら 事 前 指 ⽰ 書 が 現 場 で機能する こ と で あ る ．  

 そ こ で 本 章 で は ，最初に ， 本 ⼈ の 意思を最優先し な が ら ，終末期 に受け

た い 医 療 やケアの ⽅向性 を 事 前 に話し 合う A C P を概観する ．次に A C P に

包含さ れ て い る 事 前 指 ⽰ 書 につい て ， ⽇ 本 と 諸 外 国 を⽐較し ， ⾼ 齢 者 介 護

施 設 で⽤い ら れ て い る 事 前 指 ⽰ 書 の 課 題 を検討する ．  
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第 1 節  A C P の 構 成 と 歴 史 的 経 緯  

 

第 1 項  A C P の 構 成  

 A C P の概念は 1 9 9 5 年 に E m a n u e l ら に よって はじめ て提唱さ れ た ． A C P

は 5 つの⾏動 か ら 構 成 さ れ て お り ， 本 ⼈ の 意思を適応する ま で段階的 に 進

め て いく ( E m a n u e l , D a n i s , P e a r l m a n , S i n g e r , 1 9 9 5 ) ． 図 2 . 1 に A C P の⾏動

プロセス図 を ⽰ し た ．最初に将来の治療 やケアについ て の話題 を導⼊し ，

患者 と家族に情報を提供する ．次に ，チームで話し 合 い を促進する ． さ ら

にアドバンス・ディレクティブ ( A d v a n c e  D i v e r t i v e , A D , 事 前 指 ⽰ 書 ) あ る

い は話し 合 い の内容を記録する ． そ し て A D や話し 合 い の内容の振り返り ，

必要時 に内容を更新する ．最後 に 本 ⼈ の 意思を 実際の 現 場 で適応する ．   

 

 

 
図 2 . 1  A C P の ⾏ 動 プ ロ セ ス 図  

N o t e .  E m a n u e l  L L ,  e t  a t .  ( 1 9 9 5 ) の A C P の 概 念 を 参 考 に し て 筆 者 が 作 成  

 

A D と は ， 「⾃分 が 意思決定 できなくなった ときに備えて ，どの ような

医 療 ・ 療 養 を受け た い か あ る い は受け たくな い か などを記載し た 書⾯（厚

⽣ 労 働 省 , 2 0 1 8 )）で あ り ， ⽇ 本 で は ⼀般的 に 事 前 指 ⽰ 書 ともよばれ て い る ．

A D は A C P に包含さ れ て お り A C P の 「核と な る 構 成要素 (⾜⽴ ,鶴

若 , 2 0 1 5 , p 7 5 ) 」 で あ る ． 図 2 . 2 に A C P の 構造図 を ⽰ し た ．   

1). 話題の導⼊と
情報提供

2). 話し合いの
促進

3).話し合い
の記録

4). 振り返りと
更新

5). 現場で
適応
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 A D に は ，内容的 指 ⽰ と代理 ⼈決定 指 ⽰ と いう 2 つの 指 ⽰ が あ る ．内容的

指 ⽰ は ，患者 が 医 療⾏為に 関 し て 医 療 者側に 指 ⽰する こ と を い い (⼩川 ,⼩

笠原 , 2 0 1 8 ) ， ⼀般的 に L i v i n g  W i l l と よばれ て い る (⽊澤 , 2 0 1 6 ) ．代理 ⼈決

定 指 ⽰ と は ，患者⾃⾝ が判断できなくなった 場 合 に備えて ，⾃分 の代理決

定 者 を表明する 指 ⽰ の こ と で あ る ．  

 こ こ で は 2 0 2 1 年 8 ⽉現在， 国内外 で使⽤さ れ て い る代表的 な A D を紹介

する ． ⽇ 本尊厳死協会 は 「私の希望表明書 ( ⽇ 本尊厳死協会 , 2 0 1 8 ) 」 と いう

A D を作成 し公表し て い る ． こ の 書⾯に は ，⾃分 が最後 に過ごし た い 場 所

や 栄 養摂取 の ⽅ 法 ，⾃分 が⼤切に し た い こ と ， さ ら に は ， 医師が回復不能

と判断し た とき希望し な い延命措置の 項 ⽬ が記さ れ て い る ．例えば， ⼼ 肺

蘇⽣ ， ⼈⼯呼吸，気管切開， ⼈⼯透析 ，輸⾎の希望につい て記載できる ．

⽇ 本尊厳死協会 は 「私の希望表明書 ( ⽇ 本尊厳死協会 , 2 0 1 8 ) 」 につい て使⽤

時 の留意点を あげて お り ， 死 の瞬間 を引き延ばす延命措置を受けずに 済む

ようにするもの で あ り ，回復を ⽬ 指す救 命 と異な る と ，説明し て い る ( ⽇ 本

尊厳死協会 , 2 0 1 7 ) ．  

 アメリカの⾮営利団体 A g i n g  w i t h  d i g n i t y は 「 F I V E  W I S H E S：５つの

願い ( A g i n g  w i t h  D i g n i t y ， 2 0 2 0 ) 」 を作成 し て お り ， こ れ は 1 9 9 8 年 か ら

ACP

Advance Directive
(AD 事前指⽰)

内容的指⽰
Living Willなど 代理⼈決定指⽰

図 2 . 2  A C P の 構 造 図  
 

N o t e .  筆 者 が 作 成  
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アメリカ全⼟で販売さ れ て い る唯⼀ の A D で あ る ( S a b a t i n o , 2 0 1 0 ) ．ＡＤに

は ， 意思決定 の代理 ⼈ ，受け た い あ る い は受け たくな い 医 療 ， し て欲しく

な い こ と ， し て欲し いケア，愛する ⼈ に知ってもら い た い 本 ⼈ の希望が記

⼊できる ように なって い る ．  

 

第 2 項  A C P の 歴 史 的 経 緯  

 1 9 6 0 年代アメリカの 医 療 は ，患者 は 医師に よって独善 的 な 医 療 を押し 付

け ら れ て お り ， 医師任せの 医 療 が当た り 前 の ように なって い た (星野 , 1 9 9 4 ) ．

例えば「 医学の専⾨家の私の⾔う通り に し て い れば間違い な い の だ か ら ，

全 て を私に任せて ， 養 ⽣ し な さ い ( ⽇嘉肖江 , 2 0 1 8 , p 3 2 ) 」 と いうように ， 医

師が あ る個⼈ の利益に な る と いう理由で ， そ の個⼈ の⾃律性 を 制 限する⼲

渉を⾏なって い た (⾕本 , 1 9 9 4 ) ．  

 こうし た 医師と患者 と の 関係性 に 対 し て ，患者 と家族ら は次第 に不安と

不満を持つように なった ． そ し て⾃分 たちに 施 さ れ る 医 療 は⾃分⾃⾝ で最

終決断を 下す⾃⼰決定権 ( s e l f - d e t e r m i n a t i o n ) を ， 医 療 に 対 し て求め る よう

に な り ，⾃⼰決定 の権利意識は 全⽶に広まった ．  

 1 9 7 6 年 にカリフォルニア州議会 は患者 の L i v i n g  W i l l を 保障する た め ，

アメリカで はじめ て⾃然死 法 ( N a t u r a l  D e a t h  A c t ) を 制 定 し た ． と ころが ⽣

命 の危機的 な 状況下 で は ，患者 は持続的植物状 態 で 意識が なく， 医師に

L i v i n g  W i l l を提⽰する こ と が出来な かった (星野 , 1 9 9 8 ) ． そ こ で 1 9 8 3 年カ

リフォルニア州議会 は 意思決定 の代理 ⼈ を た て ら れ る ように ，ヘルスケア

の た め の 成 年 後⾒⼈ 法 ( D u r a b l e  P o w e r  o f  A t t o r n e y  f o r  H e a l t h  C a r e  A c t )

を 制 定 し た ． そ の 後 ，アメリカのほと んどの州はカリフォルニア州に な ら

って ， L i v i n g  W i l l や A D を 法 制 化 し た ． こうし た州の 動きか ら 1 9 9 0 年 に

アメリカ連邦政府は患者⾃⼰決定 法 ( P a t i e n t  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t ) を 制

定 し た ． こ の ように 医 療 に お け る患者 の⾃⼰決定 の権利は ，州法 と 連邦法

の双⽅ で 保障さ れ る ように なった ．  

アメリカ連邦政府は A D の効果 を知る た め に T h e  S U P P O R T  S T U D Y ( T h e  

S U P P O R T  P r i n c i p a l  I n v e s t i g a t o r s , 1 9 9 5 ) と いう，⼤規模な 介⼊調 査 を⾏

った ． し か し こ の 結 果 は 期待に反し て ，⾃分 の 意思を A D に表明し て い て
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も，臨床現 場 で は 本 ⼈ が望ま な い延命治療 を受け て い た 事 実 が明ら か に な

った ． こ の 結 果 か らアメリカ連邦政府は A D を 法 制 化 し ても実際の臨床現

場 で は 意 図 し た通り に A D が機能し て い な い こ と を認めざる を 得 な かった

( C o l b y , 2 0 1 2 , p p . 1 5 4 - 1 5 9 ) ． こうし た な か で ，患者 の権利を 保障し て いく

た め に は ， A D の作成 に焦点を あ て る の で は なく， 「話し 合 い の 取 り 組 み

で あ る A C P の重要性 が認識さ れ る ように なった (吉岡 , 2 0 1 8 , p p . 5 3 - 5 4 ) 」  

 

第 3 項  A C P の有⽤性  

 と ころで ， A C P は患者 や家族， 医 療 職 にどの ような効果 を ⽰ し た の だろ

うか ． D e t e r i n g ,  H a n c o c k ,  R e a d e ,  S i l v e s t e r  ( 2 0 1 0 ) は ， 医師が 8 0 歳以上

の患者 に A C P を 実 施する と ， 本 ⼈ の 意向を尊重し た 医 療 を提供する こ と や ，

遺族の不安や抑うつが有意 に軽減さ れ た こ と を明ら か に し た ． M o r r i s o n ,  

C h i c h i n ,  C a r t e r ,  B u r a c k ,  L a n t z ,  M e i e ( 2 0 0 5 ) は ， A C P の 介⼊を受け た終

末期患者 は ，受け な かった患者 と⽐べて⾃⼰コントロール感が ⾼ かった と

報告し て い る ． さ ら に B i s c h o f f ,  S u d o r e ,  M i a o ,  B o s c a r d i n ,  S m i t h ( 2 0 1 3 )

は ， A C P の 介⼊はエンド・オブ・ライフの質の向上に 関 連 し て い る こ と を

明ら か に し て い る ．   

 こ れ ら の A C P の有⽤性 を ⽰ し た 調 査 か ら ． A C P は ⽇ 本 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設

の⼊所 者 に とっても価値の あ るケアで あ る と ， 考える こ ともできる ． そ の

ほか に ， 医 療 経 済 の視点か らも A C P が 考 察 さ れ て お り ，効率 的 な終末期 の

医 療 資 源 の 活 ⽤ に 有 効 で あ る と 報 告 さ れ て い る ( D i x o n ,  M a t o s e v i c ,  

K n a p p , 2 0 1 5 ) ．  

 

第 2 節  A C P に 関 連 し た 諸 外 国 の 取 り 組 み  

 1 9 9 0 年代半ば A C P の 取 り 組 み は ，アメリカを濫觴に し て欧⽶を中⼼ に

広く知れ渡った ． A C P を導⼊し たほか の 諸 外 国 で は ， 2 0 0 0 年以降， A D や

A C P に 関 連する 法律が 制 定 さ れ ，同時 に 医 療 職 へ の教育， 国 ⺠ へ の啓発活

動 を はじめ た ．  
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 そ こ で 本 節 は A C P を 取 り⼊れ て い るアメリカ，イギリス，カナダ，オー

ストラリア， ⽇ 本 の 法整備や教育，啓発活 動 につい て概観する ．表 2 . 1 に

諸 外 国 の A D と A C P に 関 連 し た 法律と 取 り 組 み を ま と め た ．  

 

第 1 項  アメリカ  

 先述し た ようにアメリカ連邦政府は 1 9 9 0 年 に患者⾃⼰決定 法 ( T h e  

P a t i e n t  S e l f - D e t e r m i n a t i o n ) を 制 定 し ，患者 の⾃⼰決定権を 保障する 法律

を 制 定 し た ( P a t i e n t  S e l f  D e t e r m i n a t i o n  A c t  o f  1 9 9 0 ) ．公的 医 療 保 険 制 度

のメディケア，メディケイドの 保 険償還を受け るすべて の 医 療機関 やナー

シングホームを 対 象 に ， A D に 関する 活 動 を要求し た ． そ の内容は患者 に

A D につい て情報提供する こ と やスタッフと地域に A D の教育をする こ と を

⽰ し た ． た だ し ， こ れ ら の A D の 活 動 は 義務化 さ れ たもの で は なく，奨励

さ れ る程度 で控えめ なもの だった ( S a b a t i n o , 2 0 1 0 ) ．   

 そ の 後アメリカ連邦政府は A D の 実⾏性 を ⾼ め る た め に ， 1 9 9 0 年包括 的

予算削減法 ( O m n i b u s  B u d g e t  R e c o n c i l i a t i o n  A c t  o f  1 9 9 0 ) に お い て ， 1 9 9 5

年 にヘルスケア決定 法 ( U n i f o r m  H e a l t h - C a r e  D e c i s i o n  A c t ) を 成⽴させた ．

同法 で は A D の⼿続きを簡略化する た め に ， A D の 書⾯だ け で なく本 ⼈ が ⼝

頭で述べた 意思決定 にも法 的拘束⼒を与えた (服部俊⼦ , 2 0 0 5 ) ． し か し な が

ら ， 成 ⼈ の A D の 所持率 は思うように あ が らず， 2 0 %以下 と 推 定 さ れ た

( L a r s o n ,  E a t o n , 1 9 9 7 ) ． こ れ は 国 ⺠ の 理解不⾜や A D の⽂書 が継続的 に使

⽤さ れ て い な い こ と に起因し て い た ． こ の ようにアメリカに お い て は ， A D

に 関 連 し た 法律を 制 定 し ても，普及せず，臨床現 場 で使⽤さ れ な い 状況が

続い た ．  

 A D の普及 が難航する な か で A D を中核と し た話し 合 い を 実践し て いく，

A C P の重要性 が認識さ れ る ように なった ． E m a n u e l ,  D a n i s ,  P e a r l m a n ,  

S i n g e r  ( 1 9 9 5 ) は ，患者 の⾃⼰決定 を臨床現 場 で 実⾏し て いくた め に ， A D

を話し 合って いく A C P の 構造を発表し た ． こ れ に続い て ， I n s t i t u t e  o f  

M e d i c i n e ( 1 9 9 7 ) は ， A p p r o a c h i n g  D e a t h :  I m p r o v i n g  C a r e  a t  t h e  E n d  o f  

L i f e を発表し ， A D は A C P のプロセスに有⽤なツールで あ る こ と を述べた ．

P r e s i d e n t ' s  C o u n c i l  o n  B i o e t h i c s ( 2 0 0 5 ) は A D の作成 に お い て ，患者 と家
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族， 医 療 者 ，ソーシャルワーカーと話し 合うこ と の重要性 につい て述べて

い る ． こ の ように A C P の概念の登場 に よって ， 医 療 に お け る⾃⼰決定 にパ

ラダイムシフトが起きた ．  

 アメリカ連邦政府は A C P の 実 施 率 を上げる た め に ，公的 医 療 保 険 制 度 の

M e d i c a r e と M e d i c a i d に A C P に 関 連 し たサービスを追加し た ( T h e  C e n t e r s  

f o r  M e d i c a r e  &  M e d i c a i d  S e r v i c e s , 2 0 2 0 ) ． 2 0 0 8 年 に新規 の M e d i c a r e 受

給者 を 対 象 に初回の 健康診断時 に 限って ,終末期 の 計画 ( e n d - o f - l i f e -

p l a n n i n g ) に 関する 医 療相談を できる ように し た ． 2 0 1 6 年 に は ， A C P の話

し 合 い に か か る 医 療費を 保障できる ように し た ． こうし てアメリカ連邦政

府は A C P を公的 医 療 保 険 制 度 のサービスの中に 組 み込み ， A C P の 実 施 率 を

上げようと し て い る ．  

 A C P の教育・啓発活 動 は ， 2 0 1 1 年 か ら C e n t e r s  f o r  D i s e a s e  C o n t r o l  a n d  

P r e v e n t i o n ( 2 0 1 5 ) が 医 療従事 者向け に A C P のオンライン教育とワークショ

ップを はじめ た ． ⾼ 齢 者 に は 健康プログラムを ， ⼀般市⺠ に A C P に 関する

情報をインターネット上で公開し て い る ．  

 

第 2 項  イギリス  

 イギリスの⾃⼰決定 に 関する 法整備は ， 1 9 9 3 年 のトニー・ブランド事件

の判決をきかっけ に し て始まった ． こ の 事件は 3 年以上の 間 ，植物状 態 に

あったブランドの家族と ，担当医師が ⽣ 命維持の中⽌ を ⾼等法 院 に確定判

決を求め ， 1 9 9 3 年 に判決が 下 さ れ たもの で あ る (三⽊ , 1 9 9 5 ) ． こ の 事件を

契機に し て ， 1 9 9 9 年 に B r i t i s h  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ( 1 9 9 9 ) は ⽣ 命維持治

療 の差し控えお よ び中⽌ の 意思決定 の た め のガイダンス W i t h h o l d i n g  a n d  

W i t h d r a w i n g  L i f e - p r o l o n g i n g  M e d i c a l  T r e a t m e n t  : G u i d a n c e  f o r  

d e c i s i o n を発表し た ． こ れ に続い て ，イギリス政府は 2 0 0 5 年 に M e n t a l  

C a p a c i t y  A c t  2 0 0 5 を 法 制 化 し た ( T h e  l e g i s l a t i o n . g o v . U k , 2 0 0 5 ) ． こ の 法

律は ， 事 前 指 ⽰ の権利や代理 ⼈ を 事 前 に 指名する L a s t i n g  P o w e r s  o f  

A t t o r n e y や ，家族や友⼈ と いった相談相⼿が い な い ， 意思決定能⼒を喪失

し た ⼈ の 意思決定 を⽀援する独⽴意思能⼒代弁⼈ I n d e p e n d e n t  M e n t a l  

C a p a c i t y  A d v o c a t e を 制 度 化 し た ． こ の ように M e n t a l  C a p a c i t y  A c t  2 0 0 5
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に は ， A C P の要素の ⼀つで あ る代理 ⼈決定 が含ま れ た ( H a y h o e ,  B e n e d i c t ,  

A m a n d a , 2 0 1 1 ) ．  

 さ ら に 2 0 0 8 年 に A C P の概念を 取 り⼊れ た E n d  o f  L i f e  C a r e  S t r a t e g y を

発表し た ( D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  &  S o c i a l  C a r e , 2 0 0 8 ) ． こ れ に伴って

N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  は 医 療 者向け に A C P の教育プログラムを開始し

た ( N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  2 0 2 1 ; H e a l t h  E d u c a t i o n  E n g l a n d  , 2 0 2 1 ) ．

2 0 1 7 年 に は N a t i o n a l  C l i n i c a l  G u i d e l i n e  C e n t r e ( 2 0 1 7 ) は ， 救 命 救 急 お よ

び 急 性 期 の た め に A C P の 活 動 を包含し た T h e  A d v a n c e  c a r e  P l a n n i n g  

E m e r g e n c y  a n d  a c u t e  m e d i c a l  c a r e  i n  o v e r  1 6 s :  s e r v i c e  d e l i v e r y  a n d  

o r g a n i z a t i o n と いうガイドラインを発表し た ．  

 

第 3 項  カナダ  

 カナダは州ごと にヘルスケアの仕組 み は異な り ， A D の 法律や A C P の普

及 ⽅ 法も違う (⽚⼭ , 2 0 1 4 ) ． 2 0 1 1 年 にブリティッシュコロンビア州は ， T h e  

H e a l t h  C a r e  C o n s e n t  a n d  C a r e  F a c i l i t y  A d m i s s i o n  A c t を 制 定 し ， A D を

法 的 書類に し て 医師や そ の他の 医 療提供者 は A D の内容を遵守する こ と を

義 務 付 け た ( ⽚ ⼭ , 2 0 1 4 ; B r i t i s h  C o l u m b i a , 2 0 1 1 ;  C a n a d i a n  M e d i c a l  

A s s o c i a t i o n , 2 0 1 7 ) ．   

カ ナ ダ の 全 国 に お い て は ， C a n a d i a n  H o s p i c e  P a l l i a t i v e  C a r e  

A s s o c i a t i o n が 2 0 0 8 年 か ら A C P の 取 り 組 み を お こ なって い る ( C a n a d i a n  

H o s p i c e  P a l l i a t i v e  C a r e  A s s o c i a t i o n , 2 0 0 8 ) ． 2 0 1 2 年 に  N a t i o n a l  

F r a m e w o r k  f o r  a d v a n c e  c a r e  p l a n n i n g ( A d v a n c e  C a r e  P l a n n i n g  

C a n a d a , 2 0 1 2 ) を発表し ， A C P の普及 活 動 と ，地域の A C P プログラムのサ

ポートを⾏なって い る ．例えば， 2 0 1 9 年 に  S p e a k  U p  A d v a n c e  C a r e  

P l a n n i n g  W o r k b o o k を市⺠向け に発⾏し ， A C P の作成⼿順や 医 療従事 者 と

の話し 合 い の ⽅ 法 を情報公開し た ( C a n a d i a n  H o s p i c e  P a l l i a t i v e  C a r e  

A s s o c i a t i o n , 2 0 1 9 )  ． 2 0 2 0 年 に は こ の 改 訂 版 と し て A d v a n c e  C a r e  

P l a n n i n g  i n  C a n a d a  p r e s e n t s :  A  P a n - C a n a d i a n  F r a m e w o r k を発表し ，新

た に⾃⼰の資⾦計画に 関するライフプランニングの内容が追加さ れ た

( A d v a n c e  C a r e  P l a n n i n g  C a n a d a , 2 0 2 0 ) ． さ ら に毎年 4 ⽉ 1 6 ⽇ を A C P の
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⽇ と 決 め ， 市 ⺠ 向 け の キ ャ ン ペ ー ン を お こ な い 普 及 活 動 し て い る

（A d v a n c e  C a r e  P l a n n i n g  C a n a d a , 2 0 2 1 ) ．  

 

第 4 項  オーストラリア  

 オーストラリアの A D に 関 連する 法律は ，州と準州に よって異な る ． 3 つ

の州を例に あげる と ，ニューサウスウェールズ州で は内容的 指 ⽰ と代理 ⼈

決定 を G u a r d i a n s h i p  A c t  1 9 8 7 で 制 定 し て い る ．ビクトリア州で は ，

M e d i c a l  T r e a t m e n t  a n d  R e f u s a l  o f  T r e a t m e n t  C e r t i f i c a t e  M e d i c a l  

T r e a t m e n t  P l a n n i n g  a n d  D e c i s i o n s  A c t  2 0 1 6  ( V i c t o r i a  s t a t e  

G o v e r m e n t , 2 0 1 6 ) ，⻄オーストラリア州で は ，内容的 指 ⽰ と代理 ⼈決定 に

対 し て G u a r d i a n s h i p  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  A c t  1 9 9 0 ( T h e  N S W  

l e g i s t l a t i o n , 1 9 8 7 ) ， C i v i l  L i a b i l i t y  A c t  2 0 0 2 ( T h e  N S W  

l e g i s t l a t i o n , 2 0 0 2 ) ，  C r i m i n a l  C o d e が 定 め ら れ て い る ．  

 2 0 0 0 年 にオーストラリア連邦政府と各州は ， 死 に逝く⼈々へ よ り質の ⾼

い緩和ケアのサービスを適切な 時適切な 場 所 で提供できる こ と を ⽬ 的 に ( 福

⽥ , 2 0 0 9 ) ， N a t i o n a l  P a l l i a t i v e  C a r e  S t r a t e g y を 策 定 し た ( A u s t r a l i a n  

G o v e r n m e n t  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h , 2 0 1 8 ) ．  

 し か し ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お い て ，終末期認知症患者 の 医 療上の 問 題 が

明ら か に なった ( N a i r ,  K e r r i d g e ,  D o b s o n ,  M c P h e e ,  a n d  S a u l , 2 0 0 0 ) ． そ こ

で ， 2 0 0 4 年 に認知症⾼ 齢 者 の A C P を加えた G u i d e l i n e s  f o r  a  P a l l i a t i v e  

A p p r o a c h  i n  R e s i d e n t i a l  A g e d  C a r e を 策 定 し た ( T h e  N a t i o n a l  H e a l t h  a n d  

M e d i c a l  R e s e a r c h  C o u n c i l , 2 0 0 6 ) ．  

 A d v a n c e d  C a r e  P l a n n i n g  A u s t r a l i a は A C P を普及 させる た め ， 医 療 者

と ⼀般市⺠向け にワークショップやオンライン学習と いった教育プログラ

ムを はじめ た ． さ ら に ， A C P に 関する 調 査 研 究 やボランティアプログラム

もお こ なって い る ( A d v a n c e d  C a r e  P l a n n i n g  A u s t r a l i a , 2 0 2 1 ) ．  

 

第 5 項  ⽇ 本  

 1 9 8 1 年 に W o r l d  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  は ，患者 の⾃⼰決定権や患者 の

意思に反する処置・治療 などについ て ，リスボン宣⾔を採択し た ( W o r l d  
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M e d i c a l  A s s o c i a t i o n , 2 0 1 8 ) ． こ れ を受け て ⽇ 本 で は 1 9 9 0 年 前 後 か ら ，患

者 の権利運動 の気運が ⾼ まった ( ⼀家 , 2 0 1 7 , p p . 6 6 - 7 2 ) ． 1 9 9 2 年 に 政府は 医

療 法 改正の際， 参議院 厚 ⽣委員 会 で患者 の⽴場 を尊重し た 医 療 を 実 現する

た め ， 医 療 に お け る患者 の説明を受け る権利，知る権利及 び⾃⼰決定権の

在り ⽅ を含め検討する こ と と 付帯決議を為し た ( 厚 ⽣委員 , 1 9 9 2 ) ． そ し て ，

1 9 9 7 年 の 医 療 法 第 3 次改正時 ， 医 療 の担い⼿は ， 「 医 療 を提供する に当た

り ，適切な説明を⾏い ， 医 療 を受け る 者 の 理解を 得 る よう努め な け ればな

ら な い ( 医 療 法 第１条の４の ２ ) 」 と 規 定 し た ．  

 し か し ， こ の条⽂は 医師の説明と患者 の 理解だ け に 限 ら れ て お り (町

野 , 2 0 1 9 ) ，患者 の⾃⼰決定 につい て は⾔及 し て い な い ． そ れ だ け で なく，

世界 医師会 のリスボン宣⾔で は ，患者 の権利につい て 「 法律， 政府の措置，

あ る い は他の い か な る⾏政 や慣例で あろうとも，患者 の権利を否定する 場

合 に は ， 医師は こ の権利を 保障な い し回復させる適切な⼿段を講じるべき

で あ る ( W o r l d  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,訳⽇本医師会 , 2 0 1 8 , p 1 ) 」 とうたっ

て い る ． し か し ， ⽇ 本 に は患者 の権利が損な わ れ た 場 合 の 「 救 済 ⽅ 法 に 関

わ る 法 規 定 が存在し な い (熊本県無 ら い県運動検証委員 会 , 2 0 1 4 , p 2 8 2 ) 」 ．

つま り ， A D も含め た患者 の権利に 関 し て ， 法 制 定 さ れ て い な い ． し か し ，

法 制 定 は さ れ て い なくても， ⽇ 本 ⽼ 年 医学会 ( 2 0 1 2 ) は ⾼ 齢 者 の終末期 の 医

療 お よ びケアに 関する⽴場表明 2 0 1 2 で ，患者 や家族と⼗分 に話し 合うこ と

の必要性 を述べて い る  

 厚 ⽣ 労 働 省 ( 2 0 1 8 ) の ⼈ ⽣ の最終段階に お け る 医 療 に 関する 意識調 査 に よ

れば， ⼀般国 ⺠ の約 7 割 ， 医師や 看 護師の約４割 ， さ ら に 介 護 職 の約 5 割

は A C P を知ら な い と回答し て い る ． こ の ように ⽇ 本 ⽼ 年 医学会 が⽴場表明

等を発表し て い ても，半数以上の 医 療 職 や 介 護 職 は A C P を認知し て い な い ．  

 2 0 1 9 年 に 厚 ⽣ 労 働 省 は 医 療 職 を 対 象 に ，患者 の 意向を尊重し た 意思決定

の た め の 研修会 を開始し た (神⼾⼤学医学部 , 2 0 2 0 ) ． ⼀般の 国 ⺠ に 対 し て は

A C P を 「 ⼈ ⽣ 会議 ( 厚 ⽣ 労 働 省 医 政局地域医 療 計画課 , 2 0 1 8 ) 」 と愛称をつ

け ， 国 ⺠ が親し め る ように し た ．ほか に は ， 2 0 1 9 年 に ⽇ 本 ⽼ 年 医学会

( 2 0 1 9 ) は A C P 推 進 に 関する提⾔を し て い る ． さ ら に ⽇ 本集中治療 医学会 ，

⽇ 本 救 急 医学会 ， ⽇ 本循環器学会 の 3 学会 合同は 救 急 医 療 の 現 場 で の終末
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期 に 関 し て ， 「 救 急 ・集中治療 に お け る終末期 医 療 に 関するガイドライン

( ⽇ 本集中治療 医学会 , ⽇ 本 救 急 医学会 , ⽇ 本循環器学会 , 2 0 1 4 ) 」 を作成 し て

い る ．  

 こ の ように ⽇ 本 で は ， 諸 外 国 の ように A C P に 関 連する 法 制 化 は さ れ て い

な いもの の ，終末期 医 療 やケアに か か るガイドラインの作成 や啓発活 動 が

⾏わ れ て い る ．  

 

表 2 . 1 諸 外 国 の A D と A C P に 関 連 し た 法 律 と 取 り 組 み  

 
N o t e . 筆 者 が 作 成  

  

ADに関連する法律 政府の戦略・政策 ガイドライン等 教育・啓発活動
U.S.A ・Natural Death Act(カリフォ

ルニア州法,1976)
・Durable Power of Attorney for 
Health Care Act(カリフォルニ
ア州法,1983)
・Patient Self−
DeterrninationAct of 1990(アメ
リカ連邦法,1990)
・Uniform Health-Care Decision 
Act(アメリカ連邦法,1993)

・Medicare新規受給者に
⾏う健康診断に終末期の
計画を追加(National 
Institute on Aging,2008)
・Advance care planning 
に対する医療保障
(National Institute on 
Aging,2016)

・医療職等向けに
ACPのオンライン教
育やワークショップ
( Centers for Disease 
Control and 
Prevention, 2011)

U.K ・Mental Capacity 
Act2005(2005)

 End of Life Care 
Strategy(2008)

・Withholding and 
Withdrawing Life-prolonging 
Medical Treatment: Guidance 
for decision (British 
Medical Association 1999)
・Advance care Planning 
Emergency and acute medical 
care in over 16s: service 
delivery and 
organisationorganisation 
(National Clinical Guideline 

・医療職等にACPの
教育プログラム
(2008)

C.A ・The Health Care Consent and 
Care Facility Admission Act)(ブ
リティッシュコロンビア州 
2011)

・National franework for 
advance care planning 
(Canadian Hospice Palliative 
Care Association,2012)
・Advance Care Planning in 
Canada presents: A Pan-
Canadian 
Framework(Canadian Hospice 
Palliative Care 
Association,2000)

・"Speak Up  - 
Advance Care 
Planning Workbook "
の作成と配信(2012)
・4⽉16⽇ ACPの⽇
と制定(2020)
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表 2 . 1 諸 外 国 の A D と A C P に 関 連 し た 法 律 と 取 り 組 み  の つ づ き  

 
N o t e . 筆 者 が 作 成  

 

第 ３ 節  ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お け る 事 前 指 ⽰ 書 の 課 題  

 本 章 で は 諸 外 国 の A C P に 関 連する 法律や 取 り 組 み につい て述べてきた ．

⽇ 本 の終末期 医 療 ，ケアに 関するガイドライン等に は ，代理決定 指 ⽰ が あ

る 諸 外 国 の A D と異な り ， 本 ⼈ の 意思が確認できな い 場 合 は家族が 本 ⼈ の

⾃⼰決定 の責任を負うこ と に なって お り ，代理決定 指 ⽰ が みうけ ら れ な い ．  

 ⽇ 本 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 で は 「治療 に 関する 意向書 ( 全 国 ⽼ ⼈ 保 健 施 設協

会 , 2 0 1 2 , p 1 2 9 ) 」 や 「 意向確認書 (社会福祉法⼈  全国社会福祉協議会  全

ADに関連する法律 政府の戦略・政策 ガイドライン等 教育・啓発活動
A.U ・Guardianship Act 

1987(ニューサウスウエールズ
州,1987)
・Medical Treatment and 
Refusal of Treatment Certificate 
Medical Treatment Planning and 
Decisions Act(ビクトリア
州,2016）
・Guardianship and 
Administration Act 1990(⻄オー
ストラリア州,1990)
・Civil Liability Act2002(⻄
オーストラリア州,2002)

・National Palliative Care 
Strategy(Australian 
Government Department 
of Health National,2000)

 ・Guidelines for a Palliative 
Approach in Residential Aged 
Care(The National Health and 
Medical Research 
Council,2006)

・医療職等と⼀般市
⺠向けにワーク
ショップやオンライ
ン学習

 JPN ・医療法 第1条の４第2項
(1997)追加

なし ・⾼齢者の終末期の医療及
びケアに関する⽴場表明(⽇
本⽼年学会,2012)

・救急・集中治療における

終末期医療に関するガイド

ライン(日本集中治療医学
会,日本救急医学会,日本循環
器学会,2014)

・患者の意向を尊重
した意思決定のため
の研修会 相談員研
修会(2019)
・ACPを「⼈⽣会
議」と愛称づける
(2018)

・人生の最終段階における

医療の決定プロセスに関す

るガイドライン(厚生労働
省,2018)

・人生の最終段階における

医療・ケアに関するガイド

ライン(日本医師会,2020)

・ACP推進に関する提言(日
本老年医学会,2019)
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国社会福祉施設経営者協議会 , 2 0 0 6 , p . 7 )」と いう A D が⽤い ら れ て お り ，

そ の呼び ⽅ は 施 設 に よって様々で あ る ． な お 本 論⽂で は ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設

で⽤い ら れ て い る A D を以後 ， 看 取 り 意向書 とする ．  

 看 取 り 意向書 は ，終末期 に受け た い 医 療 やケアについ て の 意向を 施 設 に

表明する 書類で ， A D の内容的 指 ⽰ に該当し代理決定 指 ⽰ の機能は な い ．

ま た ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に は 看 取 り同意 書 と いう， 看 取 り 意向書 と は異な る

書⾯が あ る ． 看 取 り同意 書 は 施 設 と家族， 本 ⼈ で今後 の 医 療 とケアの ⽅針

につい て同意 を交わす書類で あ る ． 医師が終末期 の段階で あ る と診断し た

時 に ， 医師が 本 ⼈ や家族に最後 に受け た い 医 療 やケアの 意向を再確認し ，

そ の内容に基づい て同意 が交わ さ れ る ．表 2 . 2 に 看 取 り 意向書 と 看 取 り同

意 書 の違い を ⽰ し た ．   

 

表 2 . 2 看 取 り 意 向 書 と 看 取 り 同 意 書 の 違 い  

 
N o t e  筆 者 が 作 成  

 

 こ こ で特記すべき点と し て ，終末期 の診断が さ れ た 時 ， 意識が混濁など

し て お り 本 ⼈ に 意思の最終確認をする こ と が難し い こ ともあ る ． そもそも

「癌等の亜急 性 期 の 場 合 と異な り ，特養 に⼊居し て い る認知症⾼ 齢 者 の 場

合 ， ⼊ 居 者 本 ⼈ が ⾃ ⼰ 決 定 し て い る ケ ー ス は ほ と ん ど な い ( 有

⽥ , 2 0 1 7 , p 7 ) ． 」  

 そ の た め家族が 本 ⼈ に代わって 意思決定する ． そ の 理由は ， 本 ⼈ の 意思

をもっともよく知って い る⽴場 で あ る こ と や ， 施 設側か ら は ，家族の了

解・同意 は⼊居者 死 亡等の 場 合 の訴訟等，トラブルを避け る た め と ， い わ

れ て い る (有⽥ , 2 0 1 7 ) ．  

 ⾼ 齢 者 の終末期 に か か わ る家族の 意思決定 は ， 「家族で あっても⾼ 齢 者

の 意思を 推 定する こ と はむずか しく，困難や不確か さ が あ り ， 意思決定 後

看取り意向書 看取り同意書

聴取時期
⼊所時が多い
時期は決まっていない

終末期の診断がついたとき

⾏動 本⼈・家族が施設に意向を表明する 医師が本⼈・家族に意向を再確認する
双⽅の同意 なし あり
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も そ の 決 断 内 容 の 問 い 直 し を し て 揺 れ を 伴 う 体 験 ( 加 藤 真 紀 , ⽵

⽥ , 2 0 1 7 , p 6 9 3 ) 」 が あ る と報告さ れ て い る ．  

 こ こ で 問 題 と な る の は ， 事 実上本 ⼈ の 意思が表明できな い⼊所 者 が い る

にもか か わ らず，代理 ⼈決定 指 ⽰ が な い ま ま ， 本 ⼈ の⾃⼰決定 を基本 と し

た 看 取 り 意向書 と同意 書 を 施 設 が使⽤し て い る こ と で あ る ． そ の 結 果 ， 死

が近づい てきた終末期 に な る と ， 施 設 は ⽣ 命 に 関 わ る決断を家族に求め る ．

そ の 結 果家族は ，決断時 だ け で なく決断後も苦悩が続く (有⽥ , 2 0 1 7 ) ．  

 こ の ような こ と か ら ， ⽇ 本 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 看 取 り 意向書 と 看 取 り同

意 書 は ， 本 ⼈ の 意思が曖昧の ま ま⽤い ら れ て お り ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 看 取

り 意向書 と同意 書 は形骸化 さ れ て い る と いえる だろう．  

 そうは いっても， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に は突然死 や終末期 に よ る 死 が混在し

て お り ， 施 設 は ⼼ 肺 停 ⽌ に 対 し て ， ⼼ 肺蘇⽣ か 看 取 り の いずれ か の 対 応 を

求め ら れ て い る ．どちら の 対 応 で あっても， ⼈ ⽣ の最後 の瞬間 にどういっ

た 医 療ケアを受け た い の か ，⼊所 者 に あ ら かじめ 意思決定 し てもらう必要

は あ る ．  

 先述し た ように 諸 外 国 で は A C P や A D に 関 連する 施 策 が と ら れ て い る が ，

⽇ 本 で は ま だ 法 制 化 さ れ て い な い ． そ こ で こ れ ら が 法 制 化 さ れ て い な い ⽇

本 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お い て ，⼊所 者 の ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 にどの ような 研

究 課 題 が あ る の か明確にする必要性 が あ る と 考えた ．  
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第 3 章  緊急 対 応 に焦点を あ て た ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お け る A C P に 関するス

コーピングレビュー  

 

 

第 1 節  研 究 の 背 景 と ⽬ 的  

 第 2 章 の 結 果 か ら ， ⽇ 本 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 看 取 り 意向書 と 看 取 り同意

書 は ，⾃⼰決定 と いう観点か ら形骸化 し て い る可能性 が 分 かった ． 前 章 で

説明し た ように ， ⼈ ⽣ の最終段階に お け るケアの基本 ⽅針で あ る A C P は ，

⼼ 肺 停 ⽌ の ような最終段階に お い て ， 本 ⼈ の 意思を 現 場 で適応する こ と と

さ れ て い る ．  

 国内の A C P に 関する先⾏研 究 を み る と ，終末期 が ん患者 へ の A C P と 死

亡 場 所 の 関 連 性 (⽯川 , 福井 ,岡本 2 0 1 7 ) や独居⾼ 齢 者 と訪問 看 護師間 の A C P

を促進する要因 (⼤桃 ,鶴若 , 2 0 1 8 ) と いった ， A C P の 実践に 関する 研 究 が⾏

わ れ て い る ． ま た A C P の地域住⺠ に 対する 意識調 査 (⾚津ら , 2 0 1 8 ;内⽥

ら , 2 0 2 0 )  や ，病棟看 護師の 意識調 査 (⼩松 ,島⾕ , 2 0 1 7 ) が み ら れ ， A C P の 意

識調 査 が散⾒さ れ た ． し か し ， A C P の中で最終段階で あ る ⼼ 肺 停 ⽌ 状 態 の

現 場 の 状況を明ら か に し た 調 査 や ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の⼊所 者 を 対 象 に し た

調 査 が⾒当た ら な かった ．  

 そ こ で 本 調 査 の ⽬ 的 は こ れ ま で明ら か に なって い る 国内外 の ⾼ 齢 者 介 護

施 設 に お け る A C P と ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 を 国内外 の⽂献レビューし ， A C P を

理 論 的枠組 み と し て蘇⽣処置の 問 題 を検討する こ と で あ る ． そ の 結 果 か ら ，

今後 の 研 究 課 題 を明ら か にする ．   

 

第 2 節  研 究 の ⽅ 法  

 

第 1 項  調 査 の ⽅ 法  

 ⽂献レビューの ⽅ 法 は ， P o p u l a t i o n ， C o n c e p t ， C o n t e x t の要素に基づ

い て⽂献レビューするスコーピングレビューを採⽤し た ．スコーピングレ

ビューを採⽤し た 理由は 「 研 究デザインごと に同質の 研 究 を ま と め ，バイ

アスを評価し な が ら 分 析 ・ 統 合 を⾏う (⼩島原 ,中⼭ ,森實 ,⼭⼝ ,吉⽥
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2 0 1 6 , p 7 1 ) 」システマチックレビューやメタアナリシスと いった厳密な系

統 的レビュ― は 本 調 査 に は適さ な い た め で あ る ．  

 本 調 査 が 対 象 と し て い る ⾼ 齢 者 介 護 施 設 は ， 国内外 問 わず施 設 の ⽬ 的 や

⼊居対 象 者 の条件が異な る ． なぜな らば， ⽇ 本 と海外 で は ⾼ 齢 者 を 取 り巻

く保 健 医 療 福 祉サービスの 制 度 は異な り ， そ れ に伴って ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の

⼊所 ⽬ 的も変 わ る た め で あ る ．次の 項 で 後述する が ，アメリカのナーシン

グホームは ， 介 護 が必要な ⾼ 齢 者 だ け で なく，⼿術 後数⽇ し か 経過し て い

な い亜急 性 期 の患者も⼊居対 象 者 と し て い る ．  

 そ の ⼀ ⽅ ， ⽇ 本 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 は ，亜急 性 期 の患者 は⼊所 対 象 外 で あ

る ． さ ら に ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の種類に よって ，⼊所 ⽬ 的 と そ の⼊所 対 象 者 は

異な る ． こ の ように ⽇⽶の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の特性 は異な り ， 本 調 査 の⽂献

レビューで は同質の 研 究 を ま と め る こ と は できな い ．  

 な お ， 本 調 査 で⾏うスコーピングレビューは ，エビデンスを 保障する た

め に ， P R I S M A - S c R ( P r e f e r r e d  R e p o r t i n g  I t e m s  f o r  S y s t e m a t i c  r e v i e w s  

a n d  M e t a - A n a l y s e s  e x t e n s i o n  f o r  S c o p i n g  R e v i e w s ) のチェックリストに

基づい て⾏う ( T r i c c o  e t  a l . 2 0 1 8 ) ． こ れ にくわえて ，スコーピングレビュ

ーで抽出さ れ た⽂献のリファレンスを 参 考 に し てハンドサーチを⾏う．  

 

第 2 項  ⽂献検索の ⽅ 法  

 ⽂ 献 デ ー タ ベ ー ス と し て ， P u b M e d ， C o c h r a n e  L i b r a r y ， W e b  o f  

S c i e n c e ， 医学中央雑誌 W E B 版を⽤い て ， 2 0 2 0 年 6 ⽉ 5 ⽇ 〜 7 ⽉ 3 0 ⽇ に

検索を⾏った ．検索対 象 の 期 間 は ， 1 9 9 5 年 か ら 2 0 2 0 年 6 ⽉ま で と し た ．

検 索 対 象 の 期 間 を 1 9 9 5 年 か ら は じ め た 理 由 は ， E m a n u e l ,  D a n i s ,  

P e a r l m a n ,  S i n g e r ( 1 9 9 5 ) が A C P の概念構造を はじめ て発表し た 年 だ か ら で

あ る ．  

 P u b M e d ， C o c h r a n e  L i b r a r y ， W e b  o f  S c i e n c e の検索式は ， " n u r s i n g  

h o m e "  o r  " s k i l l e d  n u r s i n g  f a c i l i t y "  o r  " a s s i s t e d  l i v i n g  f a c i l i t i e s "  o r  

" a g e d  r e s i d e n t i a l  c a r e "  o r  " l o n g  t e r m  c a r e  f a c i l i t i e s "  o r  " r e s i d e n t i a l  

c a r e  f a c i l i t i e s "  o r  " a g e d  r e s i d e n t i a l  c a r e  f a c i l i t i e s "  o r  " r e s i d e n t i a l  c a r e  

i n s t i t u t i o n s "  a n d  " a d v a n c e d  c a r e  p l a n n i n g "  a n d  " e m e r g e n c y " と し た ． あ
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わせて ，緊急 事 態 の 意味内容が含ま れ る転倒 ( " f a l l " ) と天災等か ら の避難

( " e v a c u a t e " ) の⽤語は N O T で除外 し て検索し た ． 医中誌の検索は ， ” 施 設 ”  

a n d  “アドバンスケア計画 ”  o r  “アドバンスケアプランニング ”  a n d  “ 救

急 ” / A L  a n d  “ ⾼ 齢 者 ”  a n d  ( P T = 会議録除く ) )  o r  “アドバンスケア計画 ”  o r  

“ ⼈ ⽣ 会議 ”  a n d  “原著論⽂ ”  a n d  “ ⾼ 齢 者 6 5 歳以上 ” で検索し た ．  

 

第 3 項  ⽂献選択の ⽅ 法 と 規 外基準  

適格基準と し て以下 の基準を⽤い た ．  

・ 研 究 対 象もしくは 結 果 に ⾼ 齢 者 が利⽤する 施 設 が含ま れ て い る こ と ．  

・アドバンスケアプランニングの要素で検討さ れ て い る こ と ．  

・緊急 対 応 の内容が含ま れ て い る こ と ．  

さ ら に ， 規 外基準と し て ，以下 の基準を⽤い た ．  

・学術 論⽂と し て 研 究報告さ れ て い な い 論⽂，報告書 ，新聞記事 ， 会議録，

学術集会 の 論⽂集  

・ ⾼ 齢 者 介 護 施 設 のデータが含ま れ て い な い 研 究  

 

第 4 項  データ抽出と 分 析  

適格と判断さ れ た 論⽂か ら ，次のデータを抽出し た ．  

・筆頭著者名，出版年 ，出版国 ，ジャーナル名  

・タイトル， 研 究 対 象 者 ， 研 究デザイン， 分 析 ⽅ 法  

・ 研 究 対 象 者 のセッティング（医 療機関 ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 )  

・ 対 象 者数  

・アウトカム  

 本 調 査 の 結 果 と し て ， 研 究 動向を知る た め出版年 ，出版国 ， 研 究 対 象 者 ，

研 究デザイン， 分 析 ⽅ 法 を単純集計 し た ．次に ，アウトカムを 年代順に整

理 し た ．  

 

第 3 節  結 果 及 び 考 察  

 本 調 査 の ⽬ 的 は ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の A C P に 関 連 し た緊急 対 応 の 研 究 の 動向

と 結 果 を整理する こ と で あ る ． そ こ で ， 本 章 で はスコーピングレビューの
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特徴と し て ，最初に ，⽂献検索の流れ を説明する ．次に ，出版年 と出版国 ，

研 究デザイン， 分 析 ⽅ 法 ， 調 査 対 象 の 結 果 を ⽰す．最後 に ，スコーピング

レビューのアウトカムを述べる ．  

 

第 1 項  ⽂献選択の流れ  

 ⽂献選択のフローチャートを 図 3 . 1 に ⽰ し た ．最初に ，データベース検

索に よ り 7 4 0 件の⽂献が検出さ れ た ．次に重複⽂献が な い か確認し ， 2 件

の重複⽂献を⾒つけ除外 し た ． さ ら に ，タイトルとアブストラクトを よ み ，

適格基準に満た し た 4 0 件を選択し ， 6 9 8 件を除外 し た ．選択し た 4 0 件の

⽂献を 全⽂レビューし ， 関 連 性 の な い ， ま た は 関 連 性 の 低 い 論⽂を 2 8 件除

外 し ， 1 2 件採⽤し た ． こ れ に加えて ，適格基準に満た し た 4 0 件の⽂献リ

ファレンスを み て ，ハンドサーチを⾏った ． そ の な か で ，適格基準に 合う

⽂献１件を追加し ，採⽤し た ．最終的 に適格基準を満た し た 1 3 件の 論⽂を

採⽤し た ． ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の A C P に 関 連 し た緊急 対 応 の 研 究 で あ る か否か

判断に迷う論⽂は ， 看 護学の 研 究 者 3 名で除外 か の判断を⾏った ．  
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図 3 . 1  ⽂ 献 選 択 の フ ロ ー チ ャ ー ト  

N o t e . 筆 者 が 作 成  

 

 

第 2 項  スコーピングレビューの傾向  

 研 究 の 動向と し て ，表 3 . 1 に出版年 ，表 3 . 2 に出版国 ，表 3 . 3 に 研 究デ

ザインと 分 析 ⽅ 法 お よ び 調 査 対 象 ，表 3 . 4 にスコーピングレビューの⽂献

データベースでの検索結果（n=740)
PubMed (n＝63) Cochrane Library (n=12)
Web of Science (n=541)医中誌 (n=124)

重複⽂献（n=2)

スクリーニングした⽂献 (n=738)

除外⽂献 (n=698)
PubMed (n＝40) 

Cochrane Library (n=11)
Web of Science (n=537)

医中誌 (n=111)

全⽂評価した⽂献 (n=40)
PubMed (n＝23) 

Cochrane Library (n=1)
Web of Science (n=3)

医中誌 (n=13)

除外⽂献 (n= 28)
PubMed (n=17) 

Cochrane Library (n=1)
Web of Science (n=2)

医中誌 (n=8)

質的統合に採⽤された⽂献 (n=13)
PubMed (n＝6) 

Cochrane Library (n=０)
Web of Science (n=1)

医中誌 (n=5)  ハンドサーチ（n=1)
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リストを ⽰す． 分 析 の 対 象 と なった⽂献は 1 3 件だった ．レビューし た⽂献

は 1 9 9 5 年 か ら 2 0 2 0 年 6 ⽉ま で の 間 に出版さ れ たもの で あ る ．出版年 は

1 9 9 5 年 - 1 9 9 9 年 の⽂献は 0 ％ ( 0 / 1 3 件 ) ， 2 0 0 0 年 か ら 2 0 0 4 年 は 1 5 . 4 %

（2 / 1 3 件 ) ， 2 0 0 5 年 か ら 2 0 0 9 年 は 7 . 7 % ( 1 / 1 3 件 ) ， 2 0 1 0 - 2 0 1 4 年 は 1 5 . 4 %

（2 / 1 3 件 ) ， 2 0 1 5 - 2 0 1 9 年  6 1 . 5 %（8 / 1 3 件 ) で あった ．レビューし た⽂献の

６ 割以上が 2 0 1 5 年以降に出版さ れ たもの だった ． A C P を先駆的 に始め た

アメリカに お い ても， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お け る A C P に 関する 調 査 が さ れ る

ように なった の は ，最近の こ と だ と いえる ．  

 出版国 は ，アメリカ 5 3 . 8 %（ 7 / 1 3 件 ) ，カナダ 7 . 7 % ( 1 / 1 3 件 ) ， ⽇ 本

3 8 . 5 . % ( 5 / 1 3 件 ) とアメリカが最も多かった . 2 0 1 5 年以降の 8 本 の 論⽂につ

い て は ， ⽇ 本 6 2 . 5 %（5 / 8 件 ) ，アメリカ 3 7 . 5 %（3 / 8 件 ) で あ り ， ⽇ 本 に お

い て ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の A C P の 研 究 が 急 速 に⾏わ れ て い る ．  

 

表  3 . 1 出 版 年  

 

N o t e  筆 者 が 作 成   

 

表  3 . 2 出 版 国  

 
N o t e  筆 者 が 作 成   

件数 割合
出版年 (n=13) (％)

1995-1999 0 0.0
2000-2004 2 15.4
2005-2009 1 7.7
2010-2014 2 15.4
2015-2019 8 61.5
2020 0 0.0

国数 割合
出版国 (n=13) (％)

アメリカ 7 53.8
カナダ 1 7.7
⽇本 5 38.5



 50 

 研 究 デ ザ イ ン は ， ⽂ 献 レ ビ ュ ー 7 . 7 % ( 1 / 1 3 件 ) ， 質 的 記 述 的 研 究

1 5 . 4 % ( 2 / 1 3 件 )横断研 究 6 9 . 2 % ( 9 / 1 3 件 ) で あった ．すべて の 研 究 で 介⼊研

究 は⾏わ れ て お らず，横断研 究 が最も多かった ．エビデンスレベルの ⾼ い

メタアナリシスだ け で なく，メタアナリシスに通じる 無作為⽐較試験は ま

だ⾏わ れ て な かった ．  

 分 析 ⽅ 法 は ，系統 的⽂献レビュー 7 . 7 %（ 1 / 1 3 件 ) ，質的帰納的 分 析

1 5 . 4 %（2 / 1 3 件 ) ，単純集計 1 5 . 4 % ( 2 / 1 3 件 ) ， χ 2 検定 1 5 . 4 %（2 / 1 3 件 ) ， t

検定 7 . 7 %（1 / 1 3 件 ) ，ロジスティック回帰分 析 3 0 . 8 % ( 4 / 1 3 件 ) で あ り ，ロ

ジスティック回帰分 析 が最も多かった ．  

 調 査 対 象 は⽂献データベース， 看 護 職 ，遺族， 施 設 の担当者 ， 救 急隊が

そ れぞれ 7 . 7 % ( 1 / 1 3 件 ) ， 医師 1 4 . 3 % ( 2 / 1 3 件 ) ，病院カルテや 施 設 の記録

類の⽂書 が 6 1 . 5 % (８件 / 1 3 件 ) ，アメリカ政府のメディケア・メディケイ

ド・サービスセンターのデータセットで あ る T h e  M i n i m u m  D a t a  S e t は

7 . 7 % ( 1 / 1 3 件 ) ， ⽂ 献 7 . 7 % ( 1 / 1 3 件 ) ， 医 療 施 設 （ 回 答 職 種 が 不

明 ) 7 . 7 % ( 1 / 1 3 件 ) ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設（回答職種が不明 ) 2 3 . 1 % ( 4 / 1 3 件 ) で あ

った ．  

 アメリカの 研 究 で は ，８件中 6 件がカルテなどの記録物や 政府のデータ

ベースを⽤い て お り ， そ のサンプルサイズは ， 7 1 5 か ら 2 , 9 9 2 , 2 6 1 と幅広

い ． 分 析 に お い て は ，ロジスティック回帰分 析 を⽤い て ， 救 急搬送，蘇⽣

処置や A C P を 実 施する 施 設 の 関 連要因を明ら か に し て い た ．  

 ⼀ ⽅ ， ⽇ 本 の 研 究 は ， 6 件中１件が著者 の 経験を綴った 事例， 1 件が 施 設

に送付 し た質問紙で回答を 得 ら れ たデータを⽤い て お り ， そ のサンプルサ

イズは 1 か ら 6 , 0 8 3 で あった ．ほか の ３件の 研 究 は ，電⼦カルテや 救 急 活

動記録の⽂書 のデータを⽤い て お り ，サンプルサイズは 4 3 か ら 1 , 0 9 0 と幅

広かった ．  
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表 3 . 3 研 究 デ ザ イ ン と 分 析 ⽅ 法 お よ び 調 査 対 象  

 

N o t e  筆 者 が 作 成   

 

件数 割合
(n=13) (％)

研究デザイン
⽂献レビュー 1 7.7
観察研究 0.0

質的記述的研究 2 15.4
横断研究 9 69.2
症例研究 1 7.7

介⼊研究 0.0
ランダム化⽐較試験 0 0.0
⾮ランダム化⽐較研究 0 0.0

分析⽅法
系統的⽂献レビュー 1 7.7
質的帰納的分析 2 15.4
記載なし 1 7.7
単純集計 2 15.4
χ2検定 2 15.4
t検定 1 7.7
ロジスティック回帰分析 4 30.8

調査対象（重複あり）
⽂献データベース 1 7.7
看護職 1 7.7
遺族 1 7.7
施設の担当者 1 7.7
救急隊員 1 7.7
医師 2 15.4
病院カルテ、施設の記録類の⽂書 8 61.5
MDS（The Minimum Data Set） 1 7.7
医療施設（回答者不明） 0 0.0
⾼齢者施設（回答者不明） 3 23.1
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第 3 項  結 果 お よ び 考 察  

 スコーピングレビューの 結 果 を表 3 . 4 に ⽰ し た ．選定 さ れ た 論⽂は 1 3 件

だった ．緊急 対 応 か ら み た ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の A C P につい て検討し た 論⽂は ，

救 急搬送と蘇⽣処置につい て⾔及 さ れ て い た ．  

 救 急搬送に⾔及 し て い た 論⽂は 1 3 件中 9 件あ り ， 救 急搬送の要因を報告

し て い た ． 救 急搬送の要因に は ， A D の有無 ，認知症に 対する終末期 の診

断の有無 ， ⼈種，貧困，家族の希望が報告さ れ て い た ．特にホスピスサー

ビスを受け て い る終末期 ⾼ 齢 者 や⼊所 者 全 員 が A D を 所持し て い る 施 設 は

救 急搬送し な い傾向だった ( W a l l ,  H i e s t a n d , C a t e r i n o , 2 0 1 5 ) ． D N R オーダ

ーや A D を 所持し て い な い患者 は ， 所持し て い る患者 に⽐べて病院搬送や

⼊ 院 が 多 か っ た Te m k i n ,  Z h e n g ,  M u k a m e l ( 2 0 1 3 ) ． し か し , M u r r a y ,  

L a d i t k a  ( 2 0 1 0 ) に よ る と ，終末期 で あっても認知症患者 の 2 5 % が 救 急病棟

の⼊院 し て お り ， な か に は ， 死 亡する直前 の 6 週間 で ， 救 急病院 へ ３回も

搬送さ れ て い る 者もい た ．  

 Te m k i n ,  Z h e n g ,  M u k a m e l ( 2 0 1 3 ) は⽩⼈ よ り⿊⼈ や貧困層の ⼈ の ⽅ が A D

を 所持し て お らず病院搬送さ れ る傾向が多い と報告し て い る ． な お補⾜と

し て ，⼊院 を希望し な い D N H ( D o  N o t  H o s p i t a l i z e ) と記載し た 事 前 指 ⽰ 書

を 所持し て い る ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の⼊所 者 は ， 所持し て い な い 者 と⽐べて有

意 に⼊院する 者 が少なく， さ ら に ，認知症の 場 合 は ， D N H を持って い る認

知症の ⽅ が⼊院 の ⽇数が有意 に少な かった N a k a s h i m a , Y o u n g , H s u ( 2 0 1 7 ) ．

こ の ように海外 の 論⽂で は 救 急搬送と ， A D の 所有状況のほか に ，認知症

や ⼈種と いった個⼈ 的 な特徴と の 関 連 性 を報告し て い た ．  

 そ の ⼀ ⽅ ， ⽇ 本 の 論⽂で は 施 設側の要因が報告さ れ て い る ． 福 間 ( 2 0 1 9 )

に よ る と延命措置を希望し て い な い⼊所 者 に は ， 救 急搬送し な い と 施 設 で

取 り決め し て い る ． し か し ，緊急 対 応マニュアルを⽤意 し て い な い 施 設 の

場 合 ， ⼼ 肺 停 ⽌ し た 全 事例は 救 急搬送する と 取 り決め ら れ て い る 施 設 の存

在も報告さ れ て い る (真⼸ら , 2 0 1 7 a ) ． さ ら に ， ⼼ 肺 停 ⽌ や 急 変 が突然起き

た 場 合 は A D が あっても救 急搬送せざる 得 な い 施 設も報告さ れ て い た (⼭下 ,

橋本 ,河内 , 2 0 1 9 ) ．  
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 ⽇ 本 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お い て は ， そもそも⼼ 肺 停 ⽌ し た⼊所 者 の回復

の⾒込み を 考 慮せず本 ⼈ の希望だ け に依拠し て⼊所 者 を 看 取 る 施 設 が あ れ

ば， 本 ⼈ の 意思を 看過する 施 設 が あ る こ と が わ かった ．  

 と ころが ，終末期⼊所 者 に D N A R の同意 が あっても， 急 変 の 現 場 で家族

の気持ちが 変 化 し て延命処置を希望する こ と や (⼭下 ,橋本 ,河内 , 2 0 1 9 ) ，⼊

所 者 の 年⾦を あ て に し て い る家族の 場 合 は ，家族の希望に 応じて病院搬送

をする 施 設もあ る ( 福 間 , 2 0 1 9 ) ．家族以外 で は ，通所 介 護 の 介 護スタッフが

慌て て し ま い 救 急搬送する 事例も報告さ れ て い る (⼩野 ,⼤河原 ,阪本 2 0 1 7 ) ．

こ の ように ⽇ 本 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 で は ， 本 ⼈ の 意思を確認し て い ても， い

ざ⼼ 肺 停 ⽌する と ，家族や 職 員 の気持ちの 変 化 で ， 本 ⼈ の 意思と異な る 対

応 を し て い る こ と が 分 かった ．海外 の 論⽂で は ，終末期 の認知症⾼ 齢 者 を

救 急搬送する 施 設 は ， 医 療 者 ・ 施 設 職 員 が 医学モデルを重視し て い る傾向

が あ る と報告し て お り M u r r a y ,  L a d i t k a ( 2 0 1 0 ) ，認知症ケアに 対する 施 設

のスタンスが 救 急搬送の ⼀因に なって い た ．  

 こ の ように ⾼ 齢 者 介 護 施 設 が 救 急搬送する要因に は ， A D や D N A R の存

在だ け で なく， た とえ本 ⼈ が 事 前 に A D を ⽰ し て い ても， ま た は 施 設 と

D N A R を同意 し て い ても，家族や 施 設 のスタンスが優先さ れ て 救 急搬送さ

れ て い る こ と が 分 かった ．  

 次に ，蘇⽣処置に⾔及 し て い た 論⽂につい て は ， 1 3件中 4件だった ． A D

が あ る にも関 わ らず，蘇⽣処置を 施す要因と し て次の 3 つが報告さ れ て い

た ． ⼀つ⽬ は ， 救 急病院 の 医 療 職 が A D に 関 連する 法 的 書類を⾒つけ ら れ

な かった こ と ，⼆つ⽬ は ，終末期 の 対 応 に躊躇する 医師の 場 合 や ， A C P の

概念につい て知ら な い 看 護 職 ，三つ⽬ は ， D N A R の 意思を 事 前 に表明し て

い ても， 救 急搬送を依頼する 時 の訪問 看 護師や 施 設 職 員 が D N A R を把握し

て い な い こ と ， が報告さ れ て い た ．  

 ⼀つ⽬ の 法 的 書類と は ，アメリカの ⽣ 前遺⾔書 を ⽰ し ， ⽣ 前信託 ( L i v i n g  

T r u s t ) と遺⾔（W i l l ) ，永続的委任状 ( d u r a b l e  p o w e r  o f  a t t o r n e y ) の 3 種類

が あ る ．  

C o l b y ( 2 0 1 2 ) は こ れ ら の ⽣ 前遺⾔書 につい て ，次の ように説明し て い る ．  
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こ れ ら はどれも財産管理 計画に 関する 書類で あ る ． ⽣ 前信託と遺⾔は財産

分与を代理 で⾏う権限 を与える 法 的 書類で あ り ，永続的委任状 は作成 者 が

意思表⽰不能に なった際に ，財産管理 を任せる ⼈ を あ ら かじめ決め て おく

書類で あ る ． いずれ の 書類も作成する際に弁護⼠の助⾔が必要で あ る ．

L i v i n g  W i l l や 医 療 に 関する委任状作成 に 関 し て は弁護⼠の助⾔を 得 て作

成する ⼈もあ る が ，必ずしも弁護⼠が 関 わ る必要は な い ( p p . 2 2 4 - 2 2 5 ) ．  

 

次に蘇⽣処置に⾔及 し た 論⽂は ， 1 3 件中 5 件あ り ，蘇⽣処置の要因と 関

連 性 につい て報告し て い た ．オハイオ州で発⾏し て い る公的 な遺⾔書 に

D N R の希望が 書 か れ て い る と ， そ の記載内容と 救 急 医 の 対 応 に は 関 連 性 が

あった ( M c Q u o w n , F r e y , A m i r e h ,  C h a u d h a r y ,  2 0 1 7 ) ．遺⾔書 の内容につい

て 調 査 し た L a h n ,  F r i e d m a n ,  B i j u r ,  H a u g h e y , G a l l a g h e r ( 2 0 0 1 ) に よ る と ，

D N R の ⼀⾔の 指 ⽰ で は なく，気管内挿管と ⼼ 肺蘇⽣ の希望につい て詳細に

書 か れ て お り ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 が具体 的 に 指 ⽰ さ れ て い た ． だ か ら と い

って公的 な A D の存在を 医師が認識し て い ても，終末期 の 対 応 に躊躇する

医師の 場 合 や ， A C P の概念につい て知ら な い 看 護 職 の 場 合 ， そ の 医師は

A D に従わずに積極的 な治療する こ と が明ら か に さ れ て い た ( P a u l s ,  S i n g e r ,  

D u b i n s k y  2 0 0 1 ) ．  

 た だ し ， 医師や 看 護 職 がどうで あ れ ， D N R が公的 な遺⾔書 に記載さ れ て

い る の で は なく， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 のメモに記載さ れ て い る と ， 救 急 医 が そ

のメモを⾒つけ ら れ な い などの 理由でメモの内容と は異なった 対 応 を し て

い た ( M c Q u o w n ,  F r e y , A m i r e h , &  C h a u d h a r y , 2 0 1 7 ) ．  

 ⽇ 本 の 論⽂でも同様に ， 本 ⼈ が D N A R の 意思を 事 前 に表明し て い ても，

救 急搬送を依頼する 時 に ，訪問 看 護師や 施 設 職 員 が D N A R を把握し て い な

い と ，病院 に搬送さ れ た約８割以上の症例に蘇⽣処置が 施 さ れ て い た (真⼸

ら , 2 0 1 7 b ) ．  
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表 3 . 4  ス コ ー ピ ン グ レ ビ ュ ー の 結 果  

 
N o t e .  筆 者 が 作 成  

 

著者

 発⾏年・国 タイトル ジャーナル サンプル デザイン 分析⽅法 調査場所 アウトカム
Lahn M, 
Friedman B, ,et 
al.
2001.USA

Advance directives in skilled 
nursing facility residents 
transferred to emergency 
departments

Academic emergency 
medicine

Emegency Department に搬
送されたSkilled Nursing 

Facilities（SNF)の患者
715名の病院電⼦カルテ
と医師

横断研究 χ2検定 emegency 
department

・DNRより，生前の遺言の方が気管
内挿管と心肺蘇生の両方に対応する

可能性があった．

Pauls MA, et al.
2001.CANADA

Communicating advance 
directives from long-term care 
facilities to emergency 
departments

The Journal of 
Emergency Medicine

施設医師，施設看護師，

救命救急士，救急医，救

急病棟の看護師　合計35
名

質的記述的研究 質的分析 emegency 
department

・ADが利用可能な場合でも，医師が
終末期の実践に懸念してADに従わな
い医師もいる積極的に治療してい

る．看護師がACPの概念を知らない
と医師がADの指示に関係なく治療を
進めてしまう ．

Daaleman, 
Timothy P, et al.
2009.USA

Advance Care Planning in 
Nursing Homes and Assisted 
Living Communities

Journal of the 
American Medical 
Directors Association

 164のNursing Homes 
とAssisted Living 
Communitiesで死亡した
1015人分の文書とその遺
族446人，施設担当者
1014人

横断研究 ロジスティック
回帰分析

Nursing Homes 

Assisted Living 
Communities

白人ではない人，予期せぬ死亡した

人は，ADを持っていない可能性が低
かった．意思決定能力のある人は，

生命維持に関する話し合いに参加し

ている傾向だった，

重篤なの入居者の家族のほとんど

が，医師とのコミュニケーション不

足がある．

・家族とスタッフとの間のコミュニ

ケーション不足，AD文書に対する家
族の理解不足があった

Murray LM, et 
al.
2010.USA

Care transitions by older adults from nursing homes to hospitals: implications for long-term care practice, geriatrics education, and researchJournal of the 
American Medical 
Directors Association

介護施設から病院に転送
した1990年から2009年ま
での⽂献

系統的⽂献レ
ビュー

Insttitute of Medicine

のフレームワーク
に基づいた⽂献レ
ビュー

なし ・認知症の人の中に，人生の最後の

６週間においてEDへ３回搬送されて
いた人もいた．

認知症の終末期の人の２５％がE Dへ
入院経験があった．

・"医学モデルを基盤とした医療者・
施設スタッフのニーズを重視してい

る施設は，終末期の認知症高齢者の

ED搬送が行われている．
・入院禁止令（DNH）を持つ患者は
高齢者施設からの入院患者全体の入

院３％だった．

Temkin-Greener 
H,et al. 
2013.USA

Site of death among nursing 
home residents in the United 
States: changing patterns, 2003-
2007

Journal of the 
American Medical 
Directors Association

MDSのデータにある，
全米のメディケアとメ

ディケイド認定看護施設

16872施設に居住してい
た2992261人の死亡者．

横断研究 ロジスティック
回帰分析

Minimum Data Set 
Medicare 
denominator（適
格性）ファイ

ル，

Medicareの入院患
者およびホスピ

スの請求書

・ホスピスサービスを受けているこ

とやADを所持していると病院搬送し
なかった．だが，白人より黒人，貧

困の住民の方が搬送されていた．

Wall J, et al.
2015.USA

Epidemiology of Advance 
Directives in Extended Care 
Facility Patients Presenting to 
the Emergency Department

Western Journal of 
Emergency Medicine

 Extended Care Facility か
らemegency departmentに
搬送された ⾼齢者754

名の電⼦カルテ

横断研究 ロジスティック
回帰分析

emegency 
department

・DNRのオーダーのある患者は，な
い患者に比べて入院する可能性は３

倍高い．・高齢者施設のメモに記載

されているDNRの希望は，救急医の
DNARオーダーとは関連性がなかっ
た．一方で，オハイオ州のDNR様式
で記載されているDNRの希望と救急
医のオーダーと関連性があった．
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表 3 . 4  ス コ ー ピ ン グ レ ビ ュ ー の 結 果 ( つ づ き )  

 
N o t e .  筆 者 が 作 成  

 

 

第 4 節  結 論  

 本 調 査 は緊急 対 応 に焦点を お い て ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の A C P に 関 連する 国

内外 の 研 究 を⽂献レビューし ， 研 究 の 動向と こ れ ま で明ら か に なって い る

こ と を整理 し ，具体 的 な 研 究 課 題 を明ら か にする こ と を ⽬ 的 と し て い る ．   

 研 究 の 動向は ， 1 9 9 5 年 か ら 1 9 9 9 年 ま で出版さ れ て い な かった ． 2 0 0 0 年

か ら 2 0 1 4 年 ま で の 1 4 年 間 で 5 件と出版さ れ ， さ ら に 2 0 1 6 年 か ら 2 0 2 0 年

著者
 発⾏年・国 タイトル ジャーナル サンプル デザイン 分析⽅法 調査場所 アウトカム

McQuown CM, 

Frey JA,et al.

2017.USA

Transfer of DNR orders to the 

ED from extended care facilities

American Journal of 

Emergency Medicine

extend care facilitiesから
emegency departmentへ搬
送された患者50名のカル
テ

横断研究 t検定 emegency 

department

・高齢者施設のメモに記載されてい

るDNRの希望は，救急医のDNAR

オーダーとは関連性がなかった．一

方で，オハイオ州のDNR様式で記載

されているDNRの希望と救急医の

オーダーと関連性があった．

Nakashima T, et 

al.

2017.USA

Are Hospital/ED Transfers Less 

Likely Among Nursing Home 

Residents With Do-Not-

Hospitalize Orders?

Journal of the 

American Medical 

Directors Association

ニューヨーク州⽼⼈ホー
ムに⼊居している65歳以
上の⾼齢者カルテ 
43024⼈

横断研究 ロジスティック
回帰分析

Nursing Home ・DNHの事前指示を持つ入居者は，

持っていない入居者に比べて過去90

日間の入院が有意に少なかった．

・認知症入居者においては，DNHを

持っている方が入院日数が有意に少

なかった．

真⼸ 俊彦ら
2017.⽇本

⾼齢者福祉施設における急
変時の対応に関する検討 
蘇⽣⾏為を希望しないこと
の事前指⽰表明の把握も含
めて

⽇本臨床救急医学会
雑誌

⾼齢者福祉施設181施設
への質問紙調査
記述なし

横断研究 単純集計 特養・養護⽼⼈
ホーム・軽費⽼
⼈ホーム・⽼⼈
短期⼊所施設・
⽼⼈デイサービ
スセンター

・対応マニュアルのない施設はほ

ぼ，「心停止時には全て救急車を呼

ぶ」．

⼩野 和幸ら
2017.⽇本

救急現場で遭遇するDNAR

の現状と問題点
⽇本臨床救急医学会
雑誌

所沢市消防本部救急隊に
より搬送された内因性の
⼼肺停⽌1090件（救急活
動記録表より）

横断研究 単純集計 地域の消防局 ・通所介護の職員が「慌てて救急車

を要請してしまったが，DNARなので

搬送は不要」という説明があったた

め，DNARの要望をして，不搬送とし

た．

真⼸ 俊彦ら
2017.⽇本

終末期類似状態傷病者の
CPA搬送の現状

⽇本臨床救急医学会
雑誌

一宮市立病院救命救急セ

ンターに搬送された心肺

停止例のうち，進行性疾

患終末期状態，終末期類

似状態の43例　カルテ

横断研究 χ2検定 救命救急セン
ター

・施設や訪問看護師による要請例の

約８割以上が救急外来で心肺蘇生が

実施されていた．

⼭下喜打美ら
2019.⽇本

特別養護⽼⼈ホームにおけ
る救急搬送の現状と要因に
関する考察

東京福祉⼤学・⼤学
院紀要

特別養護⽼⼈ホーム77施
設への質問紙調査
調査対象者の記述なし

横断研究 質的記述的分析 特別養護⽼⼈
ホーム

救急搬送する理由として

・家族の気持ちが変わり，希望され

る．

・看取り希望であっても突然の心停

止では救急搬送せざるを得ない．

・看取り希望であっても，医師によ

る「回復の見込みなし」の初見がな

ければ急変時は搬送せざる得ない

福間 誠之ら
2019.⽇本

⾼齢者施設における看取り 洛和会病院医学雑誌 特別養護⽼⼈ホームに勤
務する職員 記述なし

症例報告 記述のみ 特別養護⽼⼈
ホーム

・延命措置を希望しないものには，

救急搬送しない．

・入所者の年金をあてにしている家

族は，本人が生きていることが重要

で，何かあれば病院搬送を望むこと

もあった．
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の 4 年 間 で 8 件と出版さ れ て い た ． 1 9 9 5 年 か ら 2 0 1 4 年 ま で 研 究 が少なく

2 0 1 6 年以降か ら 研 究 が 活発に なった の は ， 前 章 で ⽰ し た と お り ， A C P の概

念が発表さ れ た 年 が 1 9 9 5 年 で 歴 史 が浅い こ と と ， 2 0 1 0 年 前 後 か ら 諸 外 国

が A C P を普及 させる 取 り 組 み や教育を始め ら れ ， A C P の普及 の 歴 史 が浅い

た め で あ る ． こ れ ら の 研 究 で は ，蘇⽣処置と 救 急搬送につい て⾔及 さ れ て

い た ．   

 蘇⽣処置に⾔及 し た 論⽂は A C P の要素と蘇⽣処置と の 関 連 性 をカルテや

M D S のデータセットを⽤い て量的 に 分 析 さ れ て い た ．アウトカムに は ，

A D の⽂書 が公的 なフォーマットがどうか で ，蘇⽣処置の 実 施 が左右し て

い た こ と が ⽰ さ れ て い た ．ほか に は ， 救 急病院 の 看 護 職 が A C P を 理解し て

い な い と ， 医師が積極的 な治療 をする傾向も⽰ さ れ て い た ． こ れ ら の 論⽂

は 救 急病院 や M D S のデータが⽤い ら れ て い た ． ま た ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お

け る ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 の 実 態 につい て 調 査 さ れ て い な い こ と が 分 かった ．  

 救 急搬送に⾔及 し た 論⽂は ， 救 急搬送の要因は A D の 所有状況だ け で な

く，貧困や ⼈種，認知症，家族の希望と いった抗えな い個⼈ 的要因が 関 連

し て い た ． ⽇ 本 の 論⽂で は ， 事 前 に A D が準備さ れ て い ても，訪問 看 護師

や 施 設 の 職 員 が A D の内容を把握し て い な い こ と や ， 施 設 職 員 が慌て た と

いったサービス提供者側の要因も報告さ れ て い た ．  

 こ れ ら の 論⽂か ら ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 か ら の 救 急搬送は ，個⼈ 的要因やサ

ービス提供者側の要因と いった 背 景 的要因が あ る こ と が 分 かった ．海外 の

論⽂は 救 急搬送の 関 連 性 を量的 に 調 査 が⾏わ れ て い た ． ⼀ ⽅ ， ⽇ 本 の 論⽂

は 救 急搬送の要因を質的 に 調 査 が⾏わ れ て い た が ， 関 連 性 につい て は 調 査

さ れ て い な い こ と が 分 かった ．  

 

 ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 現 場 に即し た 看 取 り 体 制 を整備する に は ， 施 設 の 現 状

を 調 査する必要が あ る ． そ こ で 本 研 究 は ， 第 4 章 で蘇⽣処置の 実 態 を質的

に 調 査 し ， 第５章 で 救 急搬送する 施 設側の要因を量的 に 調 査する 研 究 課 題

が明ら か に なった ．  
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第 4 章  介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 の 介 護 職 が⾏う⼼ 肺 停 ⽌ の 対 応  -蘇⽣処置に焦点

を あ て て -  

 

 

 

第 1 節  研 究 の 背 景 と ⽬ 的  

本 研 究 は ，⼊所 者 の ⽣ 命 の尊厳を守る こ と を⼤前提に し て ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時

の 対 応 と 体 制上の 問 題点を明ら か に し ， 看 取 り 体 制上の 課 題解決の ⽅向性

を ⽰すこ と を ⽬ 的 と し て い る ． ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の⼊所 者 の ⽣ 命 を守る た め

に は ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 に適切な蘇⽣処置を 実 施 し な け ればな ら な い ． し か し 第

１章 で述べた ように ， 救 急隊が 施 設 に到着する ま で ， ⼼ 肺 停 ⽌ し た⼊所 者

に 対 し て蘇⽣処置を 実 施 し て い な い 施 設 の存在が報告さ れ て い た ．   

 し か し ， 第 3 章 で⾏ったスコーピングレビューの 結 果 ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設

の蘇⽣処置を 実 態 調 査 し た 研 究 が なく，質的 に 調 査する 研 究 課 題 が明ら か

に なった ． そ こ で 本 調 査 の ⽬ 的 は ， ⼼ 肺 停 ⽌ に 対 し て ， 介 護 職 はどの よう

に 対 応する の か ， ま た そ の 対 応 の 背 景 に は何が あ る の か を ，蘇⽣処置に焦

点を あ て て質的 に明ら か にする こ と と し た ．  

 

第 2 節  調 査 の ⽅ 法 と 分 析 ⽅ 法  

 

第 1 項  データ収集の ⽅ 法  

 ⾸都圏 A 市に あ る機縁法 で承諾の 得 ら れ た ， 2 つの 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 を

選定 し た ． 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 を選定 し た 理由は ， 第１章 の表 1 . 1 で ⽰ し た

ように ， 介 護 保 険 施 設 の中で 施 設数と⼊所 者数が最も多く， 介 護 保 険 施 設

の中で要の 施 設 で あ る こ と ， 2 4 時 間 医 療 職 の 配置が 義務化 さ れ て お らず，

夜間 は 介 護 職 だ け で ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 を 実 施 し て い る た め で あ る ． 調 査 に

先⽴ち施 設管理 者 に 研 究 の主旨を ⼝頭と⽂書 で説明し ， そ し て ， 施 設内で

蘇⽣処置を 実 施 し た 経験をもつ介 護 福 祉⼠の選定 を依頼し た ． 介 護 経験 3

年未満， 役 職 につい て い るもの は ，除外 し た ． な お ， 介 護 福 祉⼠に 限 定 し
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た 理由は ， 介 護 職 の資格の中で唯⼀ の 国家資格で あ り ， 介 護 の知識と 技 術

に 対 し て ⼀ 定 の⽔準が担保 さ れ て い る か ら で あ る ．  

 介 護 福 祉⼠に半構造化⾯接を１回⾏った ． 所要時 間 は約 6 0 分 〜 9 0 分 で

あ る ．⾯接の 前 に ，フェイスシートを⽤い て ，基本属性 を聴取 し た ．基本

属性 は ， 性別， 保有資格， 介 護 職 の 経験年数， ⼼ 肺 停 ⽌ の遭遇時 期 ， ⼀次

救 命講習の受講，講習を受講し た 場 所 ，受講の ⽅ 法 で あ る ．⾯接はインタ

ビューガイドに沿って お こ な い ， 「 ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 」 と 「 そ の ときの周

囲の 状況」 につい て質問 し ，⾃由に語ってもらった ． た だ し ，⾯接中， 介

護 福 祉⼠の 医学⽤語の知識に 合 わせて ， 「 ⼼ 肺 停 ⽌ 」 を 「呼吸と脈が ⽌ ま

って い る 状 態 」 と補⾜説明し た ．  

6 名のうち 5 名は I C レコーダーへ の録⾳の承諾が 得 ら れ ， そ の 後逐語録

を作成 し た ．残り の 1 名は ，録⾳の承諾が 得 ら れ な かった た め ，代わ り に

メモを 取 る こ と の承諾を 得 て ，メモを⾒な が ら⽂章 化 し た ． 調 査 し た 期 間

は 2 0 1 2 年 5 ⽉〜 2 0 1 2 年 6 ⽉で あ る ．  

 

 

第 2 項  分 析 の ⽅ 法  

 インタビューデータを質的帰納的 に 分 析 し た ． 分 析 の⼿順は ， まず，夜

勤中に発⽣ し た 救 急 対 応 の語り部分 を選定 し た ． そ し て ， ⼼ 肺 停 ⽌ を発⾒

し た 時 か ら蘇⽣処置を 実 施 し て い る 場⾯のデータを抽出し た ．つぎに ，抽

出し たデータを ⼀⽂ごと に切⽚化 し ，コーディングを⾏った ． そ の あ と ，

コードの類似性 ，相違性 を明確に し ，サブカテゴリ名をつけ ，最終的 につ

い たカテゴリ名は ，データに基づい た 意味内容を表す名前 をつけ た ． な お ，

分 析 結 果 の真実 性 を確保する た め に ， 分 析過程に お い て 社 会 福 祉領域の 研

究 者 ，質的 研 究 の 経験の あ る 研 究 者 に適宜スーパーバイズを受け た ． ま た ，

⾼ 齢 者 介 護 施 設 に勤務する 医師， 看 護師と 介 護 職 ，コード名，サブカテゴ

リ名とカテゴリ名を検討し た ．  

 た だ し ， 分 析 で扱うエピソードは ， ⼼ 肺 停 ⽌ が発⽣ し た 時点で ，家族が

蘇⽣処置の 意向を ⽰ し たもの ，もしくは そ の 意向が不明なもの に 限 定 し た ．
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な お ，終末期 と診断さ れ て い る⼊所 者 のエピソードは ， 分 析 の 対 象 外 に し

た ．   

 

第 3 項  倫 理 的 配 慮  

 本 調 査 は早稲⽥⼤学， 「 ⼈ を 対 象 とする 研 究等倫 理審査 」 に よ る承認を

受け た ( 2 0 1 2 - 0 0 1 ) ．聞き取 り開始前 に ，筆者 が 介 護 福 祉⼠に 研 究 の主旨・

プライバシーの 保 護 ， 調 査 の中⽌ ，データの 保管⽅ 法 ， 研 究 結 果 の公表に

関する 事 項 を⽂書 と ⼝頭で説明し ，同意 書 を⽤い て承諾を 得 た ．逐語録な

ど⽂章 を起こすときは ，名前 や 場 所 などの固有名詞はイニシャルに 変えた ．  

 

第 3 節  結 果  

 

第 1 項  施 設 の特徴  

 調 査 対 象 施 設 の特徴を表 4 . 1 に ⽰ し た ． 調 査 し た 施 設 の 定 員 規模は ， A 施

設 は 2 1 7 名， B 施 設 は 7 4 名で あ り ， 調 査当時 の 平 均要介 護 度 は そ れぞれ

4 . 8 , 4 . 6 だった ．⼊所 者 の居室形態 に お い て は ， A 施 設 は従来型， B 施 設 は

従来型とユニット型が混合 し て い る 施 設 だった ． A 施 設 ， B 施 設 ともに 看

取 り 介 護加算が算定 さ れ て お り ， 看 取 り 介 護も実践し て い た ．  

 夜勤の 職 員 配置も，両施 設 ともに 医師・ 看 護 職 は不在で ， 看 護 職 の みオ

ンコール体 制 を とって い た ． し た がって夜間 は 1 フロアもしくは１ユニッ

ト介 護 職 1 名の 配置だった ． な お ， 医師は嘱託で あ り ，週数回程度 施 設 に

来所 し て い た ． な お ， A 施 設 は ，インタビューを し た数年 前 ま で夜勤に 看

護 職 が 配置さ れ て い た が ， 看 護 職 の退職 が続きそ れ以降，夜勤帯に 看 護 職

を 配置し て い な かった ．   

夜間 の緊急 時 の 連絡体 制 は ， まず介 護 職 が 看 護 職もしくは 施 設 ⻑ に 連絡

し ， 指 ⽰ を受け る ．次に ， 看 護 職 は ， 介 護 職 の報告内容に基づい て ， そ の

場 で 指 ⽰ を出すか ，もしくは ，必要に 応じて 医師に電話連絡し 指 ⽰ を受け ，

そ の内容を 介 護 職 に電話で伝える と いう内容で あった ．  
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第 2 項  調 査 対 象 者 の基本属性   

 調 査 対 象 者 の基本属性 を表 4 . 2 に ⽰ し た ． 男 性 2 名， ⼥ 性 4 名の 合 計 6

名の 介 護 職 に 調 査協⼒を 得 た ． 6 名のうち 5 名は ，ほか の業種か ら の転職 者

で あった ．転職 者 はホームヘルパー 2 級養 成 研修を終了し た 後 ， 介 護 職 に

就き， 実務経験を積ん だ あ と 介 護 福 祉⼠の 国家資格を 取 得 し た ． 1 名は ，

⾼等学校福 祉科で 介 護 福 祉⼠の資格を 取 得 し ，卒業後 ，すぐに 介 護 職 に就

い た ．  

介 護 職 と し て の 経験年数は 4 年 〜 1 3 年 で あ り ， 経験平 均 年数は 8 . 2 年 だ

った ．インタビューで語ら れ た ⼼ 肺 停 ⽌ に遭遇し た 時 期 は ， 介 護 職 に就い

て か ら 1 年 ⽬ か ら 9 年 ⽬ のエピソードのもの で ， 平 均 4 . 2 年 ⽬ のエピソー

ドだった ． 介 護 福 祉⼠の資格取 得 前 の内容も含ま れ て い た ． 救 急 対 応 の 研

修につい て は ，語ら れ たエピソード以前 に ， 全 員 が受講し て い た ． 研修を

受講し た 場 所 は ， 2 名は当該施 設 ， そ のほか の 4 名は 前 職 の 施 設 ， 職業訓練

校，⾃宅の あ る⾃治会 で⾏わ れ た消防署に よ る講習会 ， ⾼等学校だった ．

な お ，語ら れ たエピソードは ， 対 象 者 が夜勤時 に初め て遭遇し た終末期 の

診断を受け て い な い⼊所 者 の ⼼ 肺 停 ⽌ だった ．  

 

医師 看護職 介護職
A施設 217 4.8 従来型 あり あり なし（嘱託） オンコール １名/フロア

B施設 74 4.6
ユニット型と
従来型の混合 あり あり なし（嘱託） オンコール １名/ユニット

夜勤の職員配置
定員 (名）

平均
要介護度 居室

看取り介護
加算の算定

看取り介護
の実践

N o t e .  筆 者 が 作 成   

表  4 . 1  調 査 対 象 施 設 の 特 徴  
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表 4 . 2  調 査 対 象 者 の 基 本 属 性  

N o t e  筆 者 が 作 成   

 

第 3 項  分 析 の 結 果  

 夜勤時 の蘇⽣処置に 関するデータか ら ， 2 9 のコードが抽出さ れ た ．

2 9 のコードは内容の類似性 と相違性 か ら 1 3 のサブカテゴリに 分 け る こ

と が でき， さ ら に ， 4 つのカテゴリに 分類できた（表 4 . 3 ) ．抽出さ れ た

カテゴリは【施 設 ⻑ と家族の 意向の確認後 に⾏う，蘇⽣処置】，【切望と

義務感に従った ，即座に⾏う蘇⽣処置】，【救 命 を ⽬ 的 と し な い ，蘇⽣処

置の中⽌】，【ほか の業務に よ る ，蘇⽣処置の中断】， の 4 つが抽出できた ．   

 本 項 で は ，抽出さ れ たカテゴリをストーリーラインで説明する ．カテゴ

リは【】，サブカテゴリは《》，コード名は〈〉を使⽤し ， 対 象 者 の語り

は 「 」 で表記し た ． な お ，語り の中の 指 ⽰語や単語の⽋落部分 に は ，語り

の 意味が 分 か る ように ( ) に て補⾜を加えた ．匿名性 を確保する た め に ，固

有名詞や代名詞は ， 意味が 変 わ ら な い ように他の⾔葉に⾔い換えた ． ま た ，

象徴的 なデータを ⼀⾏空け て ⽰ し た ．  

 

 

 

 

 

 

 

 

介護経験
⼼肺停⽌の
遭遇時期

研修の
受講経験

男性 ⼥性 介護職
介護職
以外 学⽣ 介護福祉⼠ (年) (年⽬) 有 当該施設 その他 シミュレーター 動画視聴

A ○ ○ ○ 13 9 ○ 過去の職場 ○
B ○ ○ ○ 8 4 ○ ○ ○
C ○ ○ ○ 6 2 ○ 職業訓練校 ○
D ○ ○ ○ 7 1 ○ ⾃治会 ○
E ○ ○ ○ 11 5 ○ ○ ○
F ○ ○ ○ 4 4 ○ 養成校 ○

合計 2 4 0 3 1 6 6 2 4 5 1
平均 8.2 4.2

  (n=6)

受講⽅法前職性別 資格 研修場所
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表 4 . 3  夜 勤 介 護 福 祉 ⼠ に よ る 蘇 ⽣ 処 置 の カ テ ゴ リ 表  

 

N o t e  筆 者 が 作 成   

 

 【施 設 ⻑ と家族の 意向の確認後 に⾏う，蘇⽣処置】に は ，《マニュアル

どお り に 救 命可否確認》，《意向に よ る蘇⽣処置》の 2 つのサブカテゴリ

が含ま れ た ． こ こ で は ，蘇⽣処置を開始する 前 に ， 施 設 ⻑ や 看 護 職 に電話

連絡する と いう， ⽅ 法 が と ら れ て い た ．  

介 護 福 祉⼠の上司で あ る 施 設 ⻑ は普段か ら ， 救 急搬送する か ，もしくは ，

そ の ま ま 施 設 で 看 取 る の か ，⼊所 者家族の 意向を把握し て い た ． し か し過

去に ， ⼼ 肺 停 ⽌ 状 態 の⼊所 者 を 救 急搬送し た こ と が ，家族の 「延命 させた

カテゴリ サブカテゴリ コード

施設⻑と家族の意向を確

認後に⾏う蘇⽣処置

マニュアルどおりに救命可否確認 救命対応か看取りか,上司に電話で確認する

対応⽅法を看護師に電話で相談する

家族の意向を把握している上司

意向による蘇⽣処置 上司の指⽰のもと,蘇⽣処置を始める

家族の希望に沿った蘇⽣処置をする

切望と義務感に従った,

即座に⾏う蘇⽣処置

⽣存への期待 ⼼肺停⽌してから,間もないと思う

暖かい体から,救命できると期待する

⽣きていて欲しいと願う

家族のような⼊所者を失いたくない思い

死を回避する義務感 ⽇頃からの命を守る義務感

死なせてはならない⼈と思う

マニュアル内容を差し置いた

蘇⽣処置

切迫した状態に,即座に蘇⽣処置する

マニュアル内容を差し置いて蘇⽣処置する

救命を⽬的としない，蘇

⽣処置の中⽌

⽣存への諦め 死亡していると確信する

間に合わなかったと,諦める

⼗分に⽣きたと,労う

苦痛を与える蘇⽣処置の

無意味さ

苦痛を与えている蘇⽣処置を,やめたいと思う

救命できないことによる,蘇⽣処置の無意味さ

マニュアルを実施した

到達感

マニュアル通りに実施した思い

記録するための蘇⽣処置をやり遂げた思い

無意味な蘇⽣処置の中⽌ ⼊所者を気遣い,蘇⽣処置を停⽌する

意味のない蘇⽣処置をやめる

ほかの業務による，蘇⽣

処置の中断

鳴り続けるナースコールや転倒防⽌のセンサー

が気になる

徘徊する認知症⼊所者の転倒事故を懸念する

救急搬送の準備 119番通報と応援者を要請する

救急隊員に渡す記録類の準備をする

ストレッチャーの準備と警備員への連絡

蘇⽣処置の中断と再開 ほかの対応するため,蘇⽣処置の⼿を⽌める

蘇⽣処置を再開する

⽣存を切望

ほかの⼊所者の転倒事故の懸念
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くな い 」 と いった 意向と そぐわず， そ の 後 ，トラブルに な る こ と が あった ．

こ れ以降，家族の 意向に沿った 対 応 をする た め に ，夜勤時 のマニュアルに ，

〈救 急 対 応 か 看 取 り か ，上司に電話で確認する〉と いう内容が追加さ れ た ．  

 介 護 福 祉⼠は ， こ のマニュアルに し た がって ， 「何よ りも先に（施 設 ⻑

に )電話連絡」 し ，〈家族の 意向を把握し て い る上司〉に ， 指 ⽰ を仰い だ ．

介 護 福 祉⼠は ，上司の 指 ⽰ に従い ，蘇⽣処置を開始し て い た ．  

 

「 施 設 ⻑ か ら（蘇⽣処置と 救 急⾞を呼ぶ ) やって と 指 ⽰ が あった の で や り ま

し た 」  

「勝⼿に ， ⼼臓マッサージと か しちゃうの は まずい の で ．家族に よって は ，

勝⼿に やっちゃうと 問 題 に な る こ ともあ る の で ． そういうこ と が な い よう

に ，（⼼ 停 ⽌ を発⾒し た ら ) まず， 施 設 ⻑ に 連絡し て ，どうする の か聞くこ

と に なって い る の です」  

 

 【切望と 義務感に従った ，即座に⾏う蘇⽣処置】に は ，《⽣存へ の 期

待》，《⽣存を切望》，《死 を回避する 義務感》，《マニュアル内容を差

し置い た蘇⽣処置》の 4 つのサブカテゴリが含ま れ た ． こ こ で は ，家族の

意向を確認する 前 に ，蘇⽣処置を開始する 対 応 が と ら れ て い た ．  

 ⼼ 肺 停 ⽌ し た⼊所 者 の な か に は ， 介 護 福 祉⼠が 「何年もみ て い た ⼈（介

護 を し て い た ) 」 が含ま れ て お り ， ⻑ 期 間 の 関 わ り が あった ． こ の ような⼊

所 者 は⾃分 に とって 「家族同然で ，⼤切な ⼈ 」 に なって い た ． そ の⼊所 者

が突発的 に ⼼ 肺 停 ⽌ の 状 態 に陥る と ，⼊所 者 に 対 し て 「 ⽣きて い てほし

い 」 ， 「 ま だ 死 な な い でほし い ． 」 と切望し た ． そ の か た わ ら ，ほか の 介

護 福 祉⼠は ，⼊所 1 か⽉未満の ⼈ が ⼼ 肺 停 ⽌ し た 場 合 ， そ の ⼈ の 体 が ま だ

温か い と ， 救 命 できる と 期待し た ． あ る い は ，⼊所 期 間 に 関 わ らず， 「 こ

の仕事 は ， 命 を守る仕事 」 と ⽇ 頃 か ら ，〈命 を守る 義務感〉をもって 対 応

する別の 介 護 福 祉⼠もい た ．  

いずれ にせよ ，すべて の 介 護 福 祉⼠は ， 看 護 職 か ら 「何も⾔わ れ て い な

い 」 と いうように 体 調 の 急 変 や ⼼ 肺 停 ⽌ の可能性 につい て申し送り を受け

て い な け れば， 「 ま だ 死ぬ⼈じゃな い ． 」 と認識し た ． だ か ら こ そ ， ⼼ 肺
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停 ⽌ の 状 態 に陥った⼊所 者 を発⾒する と ， 介 護 福 祉⼠は そ の ⼈ を 「 死 なせ

て は な ら な い 」 と判断し ，《死 を回避する 義務感》をもった ． さ ら に ， 介

護 福 祉⼠は ， 「 施 設 ⻑ へ の 連絡と か ， そ ん な こ と いって い ら れ な い 」 と ，

上司へ の 連絡を 後回し に し て ，《マニュアル内容を差し置い た蘇⽣処置》

を 実 施 し た ．  

 

「すごくい い ⼈ で ，⼤好きな ⼈ だった の で ， こ の ⼈ に は ま だ 死 ん でほしく

なくって ，（すぐに ) ⼼臓マッサージを し ま し た 」  

「 ま だ ，（体 が温か い か ら )⼤丈夫かもと思って ， 急 い で（蘇⽣処置を ) し

ま し た 」  

「 ま だ 死ぬ⼈じゃな い か ら 」  

「 まず， と に かく夢中で最初に ⼼臓マッサージし ま し た 」  

「家族と か ， 施 設 ⻑ へ の 連絡と か ， そ ん な こ と⾔って い ら れ な い 場 合 は ，

真っ先に（蘇⽣処置 ) を し ますね．  ―中略―  こ の 時もそうし ま し た 」  

 

【救 命 を ⽬ 的 と し な い ，蘇⽣処置の中⽌】に は ，《⽣存へ の諦め》，《苦

痛を与える蘇⽣処置の 無 意味さ》，《マニュアルを 実 施 し た到達感》，

《無 意味な蘇⽣処置の中⽌》， の 4 つのサブカテゴリが含ま れ て い た ． こ

こ で は ， 介 護 福 祉⼠が蘇⽣処置を開始し たもの の ， 救 急隊が到着する 前 に

蘇⽣処置を中⽌ し て い た ．  

蘇⽣処置を し ても， 「（⼼ 肺 の 動きが )元に戻ら な い 」 と ， 「完全 に 死 ん

で し まった 」 ， 「 あ の世に⾏っちゃった 」 と ， 死 を確信し た ． そ れ と同時

に ，蘇⽣する に は ，今のタイミングで は ， 「 間 に 合 わ な かった 」 と諦め た ．

こ の ように⼊所 者 の 死 を確信する と ，蘇⽣処置など「何を やっても無駄」

と 考え，蘇⽣処置を中⽌ し た ． そ のほか に は ，『こ の ⽅ は ， いつも， 「も

うこ れ以上⻑ ⽣きし なくて い い 」 と いって い ま し た』， 「もう⼗分 に ⽣き

た ．今ま ですごくが んばった よね」 と ⻑ ⽣きし た こ と を 労う思い と 本 ⼈ の

意向を普段の 会話か ら聞い て い た こ と か ら ， 「（⼼臓マッサージする こ と

が )すごくか わ い そう． 」 と苦痛を感じ， 本 ⼈ の 意向に沿って蘇⽣処置を中

⽌ し た ． そ の ⼀ ⽅ ， 「 と り あえず⼼臓マッサージを し て い れば， あ と で ，
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記録に か け ますし ，（警察 に蘇⽣処置を 実 施 し た こ と を ) いえる の で 」 と ，

《マニュアルを 実 施 し た到達感》をもつ介 護 福 祉⼠もみ ら れ た ．  

 

「 間 に 合 わ な かった ．もう（あ の世に）逝っちゃった 」  

「もう完全 に 死 ん で い る ．（蘇⽣処置を）やっても意味な い ですし ， だ か

らって ， や ら な い と そ れ は そ れ で ， まずい ですか ら ，少し は（蘇⽣処置を）

や り ま し た 」  

「（⼼臓マッサージする こ と が )すごくか わ い そう．ごめ んね．ごめ んね．

痛い よねって ．（略）少し（⼼臓マッサージを）だ け し て ， か わ い そうに

なって ， や め ま し た ． 」  

「何にもや ら な い（蘇⽣処置を し な い）の は ， 事件と か に なっちゃうの で ．

（略）し て い れば， あ と で ，（警察 に蘇⽣処置を）し た と いえる の

で ・ ・ ・ ，少し（胸⾻圧迫を）やって ， や め ま し た ． 」  

 

【ほか の業務に よ る ，蘇⽣処置の中断】に は ，《他の⼊所 者 の転倒事故の

懸念》，《救 急搬送の準備》，《蘇⽣処置の中断と再開》の 3 つのサブカ

テゴリが含ま れ て い た ． こ こ で は ， 介 護 福 祉⼠⼀ ⼈ で ，蘇⽣処置のほか に ，

別の⼊所 者 の世話， 救 急搬送の準備などを並⾏し て⾏う⽅ 法 が と ら れ て い

た ．  

 蘇⽣処置を し て い る と ， 「廊下 か ら物⾳」 が聞こえた ．⾳の ⽅向に ⽬ を

や る と ，他の認知症⼊所 者 が 「ズボンを膝ま で おろし て ，フラフラと 歩 い

て い る 」姿を発⾒し た ． 介 護 福 祉⼠は 「危な い 」 と転倒事故を懸念し ，蘇

⽣処置の 「⼿を ⽌ め 」 ，ベッドま で 歩⾏介助し た ．くわえて ，ほか の 介 護

福 祉⼠の 場 合 ，蘇⽣処置中に な り続け る 「ナースコールや離床センサー」

が気に な り ， 「（そ の⼊所 者 が )ベッドか ら落ちる かもし れ な い 」 と懸念し

た ． 介 護 福 祉⼠は認知症⼊所 者 の 動きに 合 わせ，蘇⽣処置を中断し ， 対 応

し た ．次に ，蘇⽣処置の⼿を ⼀ 時 的 に ⽌ め て ， 「 応援者 」 や 「 救 急⾞」 を

要請し た ． 「薬や病気の こ と 」 をすぐに 救 急隊に伝えら れ る ように と ， 応

援者 が来る ま で ，《救 急搬送の準備》を し た ．  
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「向こうで（別の部屋か ら）⾳が し て ，ベッドか ら落ちそうに なって い た

り ，（他の認知症の ⼈ ) が ⼀ ⼈ で 歩 い て い た り ， 」  

「認知症の ⼈ は ⽬ が離せなくって ・ ・ ・ 」  

「ナースコールが何回もなって ，（応援者 が来る ま で）⼀ ⼈ で 対 応 し なく

ちゃい け なくって 」  

 

 

第 4 節  考 察  

 本 調 査 の ⽬ 的 は , 介 護 職 が ⼼ 肺 停 ⽌ 時 にどの ように 対 応する の か ， そ の 対

応 の 背 景 に は何が あ る の か を ，蘇⽣処置に焦点を あ て て明ら か にする こ と

で あ る ． こ れ ら の 結 果 か ら ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 体 制 を検討する ．  

 分 析 の 結 果 ， 介 護 福 祉⼠の蘇⽣処置を開始するタイミングに は 2 つあ り ，

⼀つは 施 設 ⻑ や家族に電話連絡し た 後 ，もう⼀つは ， ⼼ 肺 停 ⽌ を発⾒し た

直後 に蘇⽣処置を開始し て い た ． ま た ，蘇⽣処置が中断さ れ るタイミング

も 2 つみ ら れ ， ⼀つは 救 急隊が来所する ま で に蘇⽣処置を ⼀次的 に中断し

再開する か ， 救 急隊が来る ま で に蘇⽣処置を中⽌ し て い た ．  

 こ れ ら の 結 果 か ら ， ⼼ 肺 停 ⽌ の 体 制 を検討する と ，認知症ケアと蘇⽣処

置を同時 に求め る夜勤体 制 ， 看 取 り の 意向と 看 取 り の同意 が混同し て い る

介 護 職 ， 救 命 と 看 取 り が混在し て い るマニュアルが あ る こ と が 考えら れ た ．

ほか に は ， 救 命効果 が 低減する可能性 の あ る 施 設 体 制 が ⽰唆さ れ た ．  

 

第 1 項  認知症ケアと蘇⽣処置を同時 に求め る夜勤の 体 制  

インタビューし た 施 設 の夜勤帯は ， 医師と 看 護師を 配置せず， A 施 設 で は

１フロア⼊所 者 2 3 名， B 施 設 で は１ユニット 9 名に 介 護 職 1 名を 配置し て

い た ． 本 調 査 の 結 果 ， 介 護 職 は ⼼ 肺 停 ⽌ に 対 し て ，蘇⽣処置を中断し ，ほ

か の認知症⾼ 齢 者 の 歩⾏を 介助し た ．認知症⾼ 齢 者 は ，⾃⼰⾝ 体能⼒の認

識や危険 を避け る判断能⼒が 低 下 し て お り ，転倒転落の 事故リスクが ⾼ い ．

万が ⼀ ， ⾼ 齢 者 が転倒する と⾻折だ け で なく，寝たきり や認知症に な る可

能性もあ る ． し た がって 本 調 査 の 介 護 福 祉⼠が蘇⽣処置を中断し た の は ，
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認知症の ⼈ を 事故か ら守る た め に ，不可⽋な⾏動 だった と 考える こ と が で

きる ．  

さ ら にほか の 介 護 福 祉⼠は ，ナースコールや離床センサーの 対 応 に追わ

れ て い た ．離床センサーは ，通常，転倒転落の 事故リスクが あ る ⼈ に使わ

れ る ．転倒事故の多くは ，早朝・深夜と いった 時 間帯で ，周囲か ら注意 が

いきとどきにくい 状況で発⽣する (河野 ,⼭中 ,松⽥ ,⽯束 , 2 0 0 7 ) . こ の こ と か

ら ， 介 護 福 祉⼠が蘇⽣処置を中断し て ，ナースコールや離床センサーの 対

応 し た の は ，認知症⼊所 者 の 歩⾏介助と同様に ，⼊所 者 の安全 を守る た め

だった と いえよう． ま と め る と ，夜勤の 体 制 は ，蘇⽣処置と認知症⼊所 者

のケアを同時 に求め ら れ て い る と いえよう．  

 

第 2 項  看 取 り の 意向と 看 取 り の同意 が混同し て い る 介 護 職   

 本 調 査 の 結 果 ， 介 護 職 は ，蘇⽣処置受け て い る⼊所 者 に 対 し て ， 「ごめ

んね．痛い よね． 」 と ，気遣い ，蘇⽣処置を中⽌ し た ． 介 護 職 が蘇⽣処置

を 中 ⽌ し た の は ， 「 こ れ 以 上 苦 痛 を 与 え た く な い ( G l a s e r ,  

S t r a u s s , 1 9 6 5 , p 1 7 5）」 と いった延命処置に 対する終末期患者家族の類似

し た ， 介 護 福 祉⼠の思い に よ るもの と 考える こ と が できる ．⼊所 者 に向け

る 介 護 職 の家族的 な思い につい て ， ⾼⼭は数年以上の 関 わ り の あ る⼊所 者

に 対 し て ， 「家族の ような愛情 (髙⼭ ,三重野 , 2 0 0 5 , p 6 2 ) 」 が ⽣ ま れ る と い

う．特別養 護 ⽼ ⼈ホームの 平 均在所 ⽇数は ， 2 0 1 6 年 で は 1 2 8 4 ⽇ と ３ . 5 年

以上で あ る ( 厚 ⽣ 労 働 省 , 2 0 1 7 a ) ．蘇⽣処置を 実 施 し た 介 護 福 祉⼠の中に は ，

⼼ 肺 停 ⽌ し た⼊所 者 と ⻑ 期 間 関 わって い た こ と か ら ，⼊所 者 に 対 し て家族

の ような愛情を持って い た と ， 推 察する こ と が できる ．  

 以上の こ と か ら ， 介 護 福 祉⼠が蘇⽣処置を中⽌ し た の は ，⼊所 者 に 対 し

て苦痛を与えたくな い と いう家族の ような愛情が ，起因し て い る と 考える

こ と が できる ．⾔い換えれば， 介 護 福 祉⼠⾃⾝ の⼊所 者 へ の思い が ，蘇⽣

処置に係る判断基準に なって い る と いえよう．  

 蘇⽣処置を中⽌ し たもう⼀つの 理由と し て ，普段の 会話か らきい て い た

看 取 り の 意向が上げら れ る ． 介 護 福 祉⼠は 「もうこ れ以上⻑ ⽣きし なくて

い い 」 と⼊所 者 か ら過去に聞い て い た こ と で ， 救 命 を諦め た こ と にくわえ
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て 「もう⼗分 に ⽣きた ．今ま ですごくが んばった よね」 と蘇⽣処置を中⽌

し て い た ．蘇⽣処置を 施すこ と につい て は ，終末期 の診断がつい た ときに ，

施 設 と 本 ⼈ お よ び家族が 看 取 り の同意 が必要で あ る ． し か し ， こ の 介 護 福

祉⼠は ，⼊所 者 と の 会話か ら 得 た 看 取 り 意向で蘇⽣処置を中⽌ し た ． こ の

対 応 か ら ， 介 護 福 祉⼠は 看 取 り の 意向と 看 取 り の同意 が混同し て い る と 考

える こ と が できる ．  

 

 

第 3 項  救 命 と 看 取 り が混在し て い るマニュアル  

 本 調 査 の 結 果 ，マニュアルに従った 介 護 福 祉⼠は ， 定 時 の⾒回り で⼊所

者 の居室 に訪室 し た 時 ，⼊所 者 の ⼼ 肺 停 ⽌ の 状 態 を発⾒する と ， 施 設 ⻑ や

オンコール当番の 看 護 職 に電話連絡し ，蘇⽣処置をする の か ， そ の ま ま 看

取 り をする の か 指 ⽰ を仰い で い た ． ⼼ 肺 停 ⽌ の 対 応 の判断を こ こ で誤る と ，

⽣ 命 を左右する だ け で なく， 本 ⼈ の尊厳を損ねる こ と は いうま でもな い ．  

 特に 救 命する 場 合 は ⼀刻も早い蘇⽣処置が求め ら れ る ． ⼀ ⽅ ， 看 取 り の

場 合 は ， 医師や 看 護 職 ，家族に 速 や か に報告する必要は あ るもの の ，蘇⽣

処置と は異な りむしろ穏や か な 対 応 が求め ら れ る ．  

 こ の こ と か ら 調 査 し た 施 設 のマニュアルを検討する と ， ⽬ 的 と 対 応 ⽅ 法

が相反する 救 命 対 応 と 看 取 り 対 応 の⼿順を ⼀つのプロトコールに ⽰ し て い

る と 考える こ と が できる ．つま り ，夜間 に使⽤する 施 設 のマニュアルは ，

救 命 と 看 取 り が混在し て い る可能性 が ⽰唆さ れ た ．  

 

 

第 4 項  救 命効果 が 低減する可能性 の 施 設 体 制  

⼼ 肺 蘇 ⽣ の ガ イ ド ラ イ ン を 作 成 し て い る A m e r i c a n  H e a r t  

A s s o c i a t i o n ( 2 0 0 5 ) は ， ⼼ 肺蘇⽣ 法 を⾏わ な い ま ま ⼼ 停 ⽌ 状 態 が 4 〜 6 分続

くこ と は ，多くの 場 合 ，脳に重⼤な損傷を与え，胸⾻圧迫を中断する 場 合

は ， そ の 時 間 を 1 0 秒以内に な る ように ⼼ が け る こ と と ，説明し て い る ． こ

の こ と か ら ， 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 の 職 員 は 救 急隊に引き継ぐま で ，蘇⽣処置

を途切れずに絶え間 なく継続する こ と が重要と な る ． 介 護 福 祉⼠が⾏った
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蘇⽣処置を ， こ のガイドラインに基づい て検討する と ， 救 命 の可能性 を 低

くする⼿順で あ る こ と が ⽰唆さ れ た ．  

 第 ⼀ に ， 介 護 福 祉⼠の中に は ，ほか の⼊所 者 の 歩⾏介助をする た め に ，

蘇⽣処置を中断し た 者 が い た ．蘇⽣処置が中断さ れ て い る 時 間 を検討する

と ，⼊所 者 の 歩⾏介助し て い る こ と か ら ，数分以上要し て い る と 推 察 でき

る ． 第⼆に ，ほか の 介 護 福 祉⼠の 場 合 は ，蘇⽣処置を始め る ま で ，マニュ

アルに従って ， 施 設 ⻑ やオンコール当番の 看 護 職 に電話を か け助⾔を受け

て い た ．次に ，ほか のフロアか ら 応援者 を呼び ， 救 急⾞の要請を し た ． さ

ら に ， 救 急隊が来る ま で の 間 ， 救 急隊に渡す記録物を準備し て い た ．搬送

の準備が整うと ， ⼼ 肺 停 ⽌ し た⼊所 者 のもと に戻り ，蘇⽣処置を開始し て

い た ． こ れ ら の ⼀ 連 の⾏動 か ら ， ⼼ 肺 停 ⽌ を発⾒し て か ら蘇⽣処置を開始

する ま で要し た 時 間 を検討する と ， こ れも同様に数分以上で あろう．つま

り ，マニュアルに し た がって 介 護 職 が蘇⽣処置をする と ，開始するタイミ

ングが数分以上遅延する ．   

 第三に ，先述し た ように 介 護 福 祉⼠の な か に ， 救 急隊が来る ま で の 間 に ，

蘇⽣処置を中⽌するものもい た ． こ の 対 応 につい て は ， 救 命効果 が 低減す

る こ と は⾔うま でもな い ．  

 

 

第 5 節  結 論  

 本 調 査 の 結 果 ， 介 護 福 祉⼠が蘇⽣処置を開始するタイミングに は 2 つ⽰

さ れ ， ⼀つは ， 施 設 ⻑ と家族の 意向を確認し た 後 ，もう⼀つは ， ⼼ 肺 停 ⽌

を発⾒し た直後 だった ． そ のほか に は蘇⽣処置を中断・中⽌ をする 介 護 福

祉⼠もみ ら れ た ． こ れ ら の蘇⽣処置は ， 救 命 法 と し て は不確実 な⼿順で あ

った ． ま た ，終末期以外 の⼊所 者 に 実 施 さ れ る ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 に は ， 救

命 対 応 と 看 取 り 対 応 の相反する⼆つの 対 応 が含ま れ て い た ．  
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第 6 節  本 調 査 の 限 界 と 課 題  

 本 調 査 は 2 つの 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 で⾏わ れ ， 調 査 対 象 者も介 護 福 祉⼠ 6

名と少数で あった ． し か し ，⼊所 者 は加齢 に よ る ⾝ 体機能の 低 下 だ け で な

く，基礎疾患を複数もつ者も少なくな い ． こうし た ⾼ 齢 者 は 予 期せずに 急

変 や ⼼ 肺 停 ⽌ 状 態 に な る可能性 が あ る ．  

 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 に従事する 介 護 職 は ， 介 護 福 祉⼠の 国家資格取 得 者 の

ほか にも， 無資格の 者 や 介 護初任者 研修を修了し た 者もい る ．ゆえに 介 護

職 は ，資格の違い に よって 介 護 の知識や 技 術 に個⼈差が あ る と いえる ．  

 今後 ，エビデンスに基づい た ⼼ 肺 停 ⽌ に お け る 対 応 体 制上の 課 題 を把握

し て いくに は ， 調 査する 施 設 を 介 護 保 険 施 設 の 4 施 設 や ⾼ 齢 者向け住ま い

にひろげる と ともに ， 調 査 対 象 者も介 護 福 祉⼠と資格を 限 定せず， 介 護 職

全 体 で 調 査する こ と が今後 の 課 題 で あ る ．  

 ま た ， 本 調 査 は ⾼ 齢 者虐待防⽌ 研 究 に掲載さ れ た筆者 の 論⽂を ⼀部修正

し たもの で あ る (古川 , 2 0 1 9 ) ．  
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第 5 章  介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 に お け る 死 亡診断を ⽬ 的 に し た病院 へ の 救 急搬送

の 関 連要因−  

 

 

 

第 1 節  研 究 の 背 景 と ⽬ 的  

第 1 項  研 究 の 背 景 と ⽬ 的  

 ⽇ 本 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 は 看 取 り 意向書 や同意 書 が あ る にもか か わ らず，

⼼ 肺 停 ⽌ し た⼊所 者 を 救 急搬送し て い る 施 設 が報告さ れ て い た ． 第 3 章 の

スコーピングレビューの 結 果 か ら ， 事 前 に A D が あっても施 設 の 取 り決め

や 現 場 の 介 護 職 が慌て て し まうこ と ，更に は ， 看 護 職 が 本 ⼈ の A D に気が

つか な い と いう， 施 設側の いくつか の要因で 救 急搬送し て い る こ と が質的

調 査 か ら報告さ れ て い た ． こ こ で 問 題 な の は ， 本 ⼈ の 意思と は 関係なく施

設 の都合 で 救 急搬送が⾏わ れ て い る こ と で あ る ． し か し な が ら ， 救 急搬送

する要因と 関 連 性 を明ら か に し た量的 な 調 査 が 国内で は お こ な わ れ て い な

かった ．  

 さ ら に ， 第 4 章 の 結 果 か らも介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 の 介 護 職 は ⼼ 肺 停 ⽌ を し

た⼊所 者 を 死 亡 し た と判断し ， 救 命 を諦め ，蘇⽣処置を中⽌ し て 救 急搬送

し て い た こ と が ⽰ さ れ た ．エム・アール・アイ・リサーチアソシエイツ

( 2 0 1 7 ) に よ れば， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 か ら 救 急搬送さ れ ，病院 で 死 亡 し た⼊所

者約の 5 0 % が ， 施 設 が 死 亡 を 予測し た ま た は 死 亡診断を ⽬ 的 に し て 医 療機

関 へ搬送し て い る ．   

 こ れ ら こ と か ら ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 が 死 亡診断を病院 で⾏う要因に は ， 本

⼈ や家族の 意向と は別に ， 施 設側の都合 が あ る と 推 察 できる ． こ こ で 問 題

な の は ， 救 急搬送先の病院 で ⼈ ⽣ の最後 を迎える こ と に な り ， 本 ⼈ の尊厳

が損な わ れ る こ と で あ る ．  

 ⼊所 者 の 意思を最後 の瞬間 ま で守って 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 が 看 取 り をする

に は ， 施 設内で 医師が 死 亡診断をする こ と で あ る ． 救 急隊は消防法 で明ら

か に 死 亡 し て い る傷病者以外 は蘇⽣処置を⾏うと 規 定 さ れ て い る ．つま り ，

医師が 施 設 に不在と いう施 設 の都合 で ， 死 亡診断をする た め に ，終末期 の
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⼊所 者 を 救 急搬送し て は な ら な い ． そ こ で ， 本 調 査 は ， 死 亡診断を ⽬ 的 に

し た 救 急搬送の 関 連要因を あきら か に し ， 看 取 り 体 制上の 課 題 を把握する

こ と を ⽬ 的 と し た ．  

 

 

第 2 節  研 究 の ⽅ 法  

第 1 項  調 査 の ⽅ 法  

 本 調 査 に先⽴ち 2 0 1 4 年 3 ⽉に 全 国 の 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 4 , 5 7 6 施 設

（2 0 1 3 年 1 1 ⽉時点で ，独⽴⾏政 法 ⼈ 福 祉 医 療機構 が運営する情報サイト

W A M N E T に登録の あった 全 施 設 ) を 対 象 と し た ⾼ 齢 者 の 健康管理 の 状況に

つい て のアンケート調 査 を 実 施 し た ． こ の 調 査 に回答協⼒が 得 ら れ た 施 設

のうち，⾸都圏の 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 2 3 6 施 設 の 本 調 査 に お け る 対 象 施 設 と

し ，郵送法 に よ り 調 査 を 実 施 し た ．回答は 施 設勤務の 看 護 職 に依頼し た ．

調 査 し た 期 間 は ， 2 0 1 6 年 2 ⽉ 1 0 ⽇ か ら 2 0 1 6 年 2 ⽉ 2 8 ⽇ で あ る ．  

 

 

第 2 項  調 査表の質問 項 ⽬  

質問 項 ⽬ は ，以下 の通り で あ る ．  

1  回答施 設 の基本属性 ・回答者 の基本属性  

回答施 設 の基本属性 (運営⺟体 ・⼊所 定 員数・ 職 員数・雇⽤形態 ) ，

看 取 り 介 護 体 制 ( 看 取 り 介 護 の 実践の有無 ， 看 取 り 介 護加算算定 の有無 ) ，

回答者 の基本属性 ( 性別・ 年 齢 ・資格・雇⽤形態 ・ 実務経験年数 ) .  

 

2  蘇⽣処置の 意向の把握状況につい て の 項 ⽬  

蘇⽣処置の 意向の把握状況につい て の 項 ⽬ は ，蘇⽣処置の 意向を

聴取 し て い る⼊所 者 ，蘇⽣処置の 意向を把握し て い る 職種，蘇⽣処

置の 意向を聴取する 時 期 ， 3 つの 項 ⽬ を 設 定 し た ．蘇⽣処置の 意向の

聴取 は ， 「すべて の⼊所 者 」 ， 「 ⼀部の⼊所 者 」 ， 「聴取 し て い る

⼊所 者 は い な い 」 の 3 項 ⽬ で尋ねた ．蘇⽣処置の 意向を把握し て い る

職種は ， 「 看 護 職 員 」 ， 「担当⽣ 活相談員 」 ， 「ケアマネジャー」 ，
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「 施 設 ⻑ 」 ， 「 全 職 員 」 の 7 項 ⽬ と し複数回答可で尋ねた ．聴取する

時 期 は ， 「⼊所 時 」 ， 「終末期 の診断がつい た 時 」 ， 「終末期 の診

断はつい て い な い が ， 急 変 の可能性 が あ る とき」 ， 「 定 期 的 に聴

取 」 ， 「 そ の他の 時 期 」 の５項 ⽬ で尋ねた ．  

 

3  救 急搬送の有無 と そ の判断基準   

救 急搬送の 項 ⽬ は ， 「終末期以外 の ⼼ 肺 停 ⽌ に 対する 救 急搬送」 ，

「夜勤介 護 職 が⾏う救 急搬送」 ， 「 死 亡診断を ⽬ 的 に し た 救 急搬送」

の 3 つの 項 ⽬ を 設 定 し た ．  

 

1 ) 「終末期以外 の ⼼ 肺 停 ⽌ に 対する 救 急搬送」 につい て の 項 ⽬  

 終末期以外 の⼊所 者 に 対する 救 急搬送の有無 と 救 急搬送する 理由

の ２つの 変数を 設 定 し た ． 救 急搬送につい て は ， 「すべて の 事例で

救 急搬送する 」 ， 「 救 急搬送する 場 合 と し な い 場 合 が あ る 」 ， 「 救

急搬送は ⼀切し な い 」 の 3 項 ⽬ で尋ねた ． 救 急搬送の 理由につい て

は ， 「家族の希望」 ， 「 救 急蘇⽣ 法 の必要性 」 ， 「 介 護 職 が訴訟や

過失責任が 問 わ れ る懸念をもつ時 」 ， 「過去に聴取 し た ，蘇⽣処置

の 意向が有効な の か ，不明な とき」 ， 「 そ の他」 ， 「不明」 の 6 項

⽬ と し複数回答可で尋ねた ． 「 そ の他」 の回答者 に は⾃由に 意⾒を

記述し てもらった ．  

 な お ， 第 4 章 の 結 果 で ， 「 救 急搬送する 場 合 と し な い 場 合 が あ

る 」 ， 「 救 急搬送は ⼀切し な い 」 の 項 ⽬ を作成 し た 理由は ， 第 4 章

のインタビューの 結 果 か ら終末期以外 の ⼼ 肺 停 ⽌ し た⼊所 者 に ，蘇

⽣処置を 実 施する か否か を ，家族の希望に 応じて 対 応 し て い た こ と

が ⽰ さ れ た か ら で あ る ． ま た ， 「 介 護 職 が訴訟や過失責任が 問 わ れ

る懸念をもつ時 」 の 項 ⽬ は ， 第 4 章 で お こ なったインタビュー調 査

の な か で ，訴訟や過失責任につい て の語り が複数の 調 査 対 象 者 か ら

聴か れ た か ら で あ る ．  

 

2 ) 「夜勤介 護 職 の 救 急搬送」 につい て の 項 ⽬  
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 夜勤介 護 職 の 項 ⽬ を 取 り上げた の は ， 第 4 章 の 結 果 で ，夜勤の 介

護 職 が そ の 場 の 状況に 応じて蘇⽣処置の中⽌ や中断する こ と を判断

し て い た こ と が ⽰唆さ れ た か ら で あ る ． 救 急搬送も同様に ， そ の 場

の 状況に よって判断が 変 わ る可能性 を 推 察 し た た め ， 項 ⽬ を作成 し

た ．  

そ こ で 本 調 査 で は以下 の 項 ⽬ を 設 定 し た ．  

「夜勤の 介 護 職 員 が⾏う救 急搬送の 理由」 の 1 項 ⽬ を 設 定 し た ． こ

こ で は 「オンコール当番の 看 護 職 の判断」 ， 「家族の希望」 ， 「蘇

⽣処置の 意向が 書 か れ て い る 書類」 ， 「 医師の判断」 ， 「リーダー

や 施 設 ⻑ など役 職 者 の判断」 ， 「 時 間 的猶予 が な い 時 は ，⾃⼰判断

に任せる 」 「 そ の他」 の８項 ⽬ を尋ねた ．くわえて ， 「 そ の他」 の

回答者 に は⾃由に 意⾒を記述し てもらった ．  

 

3 ) 「 死 亡診断を ⽬ 的 に し た 救 急搬送」 につい て の 項 ⽬  

 死 亡診断を ⽬ 的 に し た 救 急搬送と し て ， 死 亡診断を ⽬ 的 に し た 救

急搬送の有無 と ， そ の 理由の ２つの 項 ⽬ を 設 定 し た ．判断の 項 ⽬ に

は ， 「蘇⽣処置以外 の 医 療処置を家族が希望」 ， 「蘇⽣処置の 意向

が不明」 ， 「 施 設 の 医師に よ る 対 応 が不可能」 ， 「 看 取 る た め に必

要な 職 員数の不⾜」 ， 「 介 護 職 員 の 技 術 だ け で は⼗分 に 対 応 できな

い 」 ， 「 そ の他」 の 6 項 ⽬ を複数回答可で尋ねた ． 「 そ の他」 の回

答者 に は⾃由に 意⾒を記述し てもらった ．  

 な お ， 「 介 護 職 員 の 技 術 だ け で は⼗分 に 対 応 できな い 」 の 項 ⽬ を

い れ た の は ， 介 護 職 が 応 急処置の教育を受け な い ま ま就業し て お り

(中村聡 ,⼾来 ,北林 , 2 0 1 5 ) ， 施 設 に よって は ⼼ 肺 停 ⽌ の 対 応 が できな

い 介 護 職 ⼀ ⼈ を ，夜勤に 配置し て い る 施 設 が あ る こ と を 推 察 し た た

め で あ る ．  

 

第 3 項  分 析 の ⽅ 法  

 最初に ，回答者 の基本属性 と ，蘇⽣処置の 意向の把握状況につい て の 項

⽬ と 救 急搬送の判断基準につい て記述統 計 を算出し た ．次に ， 死 亡診断を
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⽬ 的 に し た 救 急搬送と ⼼ 肺 停 ⽌ 時 対 応 に係る 施 設 体 制別⽐較を⾏なった ．

具体 的 に は 「 死 亡診断を ⽬ 的 と し た 救 急搬送の有無 」 と 「基本属性 」 ，

「蘇⽣処置の 意向の把握状況」 ， 「 看 取 り 介 護 体 制 」 ， 「 救 急搬送の判断

基準」 ， と の 関 連 を 調べる た め に χ 2 検定 ま た は F i s h e r の直接確率 法 を適

⽤し た ．   

 次に ， 死 亡診断を ⽬ 的 と し た 救 急搬送に 対 し て ， 死 亡診断を ⽬ 的 と し た

救 急搬送の有無 を従属変数に ， 「蘇⽣処置の 意向の把握状況」 ， 「 看 取 り

介 護 体 制 」 ， 「 救 急搬送の判断基準」 を独⽴変数と し たロジスティック回

帰分 析 を 実 施 し た ． 変数の選択は尤度⽐に よ る 変数減少法 を⽤い た ． 統 計

解析 に は S P S S  s t a t i s t i c s  v e r . 2 5 を⽤い ，有意⽔準は 5 ％ と し た ．  

   

 

第 4 項  倫 理 的 配 慮  

 郵送し た 調 査表は同封の 書⾯に て 研 究 の趣旨， 調 査 結 果 は 研 究 ⽬ 的以外

で は使⽤し な い こ と ，回答者 の匿名性 を確保 し て扱うこ と を説明し ， 対 象

者 の回答をもって同意 とする旨を記載し た ． ま た ，早稲⽥⼤学倫 理 員 会 の

承諾を 得 たうえで 実 施 し た（2 0 1 4 - 2 6 2 ) .  

 

 

第 3 節  結 果  

 アンケート⽤紙の回収率 は ， 対 象 の 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 2 6 3 施 設 のうち，

有効回答数は 9 8 (回収率：4 1 . 9 ％ ) で あった ．  

 

第 1 項  記述統 計 の 結 果  

 回答施 設 の基本属性 を表 5 . 1 に ⽰ し た ． 施 設 の運営⺟体 は ， 9 8 ％ が 社 会

福 祉 法 ⼈ ， 2 ％ が 医 療 法 ⼈ で あ り ， 施 設 の 平 均⼊所 者 定 員数は 8 3 . 0 ⼈ で あ

った ． 看 取 り 介 護 の 実践を し て い る 施 設 は 7 3 . 7 % ， 看 取 り 介 護加算の算定

要件を満た し て い る 施 設 は 5 6 . 6 % で あった ． 職 員数は ， 職 員 総数の 平 均 が

常勤 4 9 . 9 名，⾮常勤 2 7 . 5 名， 看 護師の常勤 2 . 2 名，⾮常勤 2 . 2 名，准看 護

師の常勤 1 . 7 名，⾮常勤が 1 . 5 名， 介 護 職 の常勤 3 3 . 2 名，⾮常勤が 1 5 . 5
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名， 事務職常勤 3 . 6 名，⾮常勤 1 . 9 名で あった ． 看 護 職 の 総数と 介 護 職 の 総

数は 施 設 に よって差が⼤きかった ．  

  

表 5 . 1  回 答 施 設 の 基 本 属 性  

 

N o t e  筆 者 が 作 成  

 

 次に ，依頼し た 調 査回答者 の基本属性 を表 5 . 2 に ⽰ し た ． 男 性 の 看 護 職

は 5 . 1 ％ ， ⼥ 性 は 9 4 . 9 ％ ， 平 均 年 齢 は 5 1 . 9 ± 8 . 7 3 歳 で あった ．雇⽤形態 は

常勤 9 7 . 9 ％ ，⾮常勤 2 . 1 ％ ， 看 護 職 と し て の 実務経験は 1 年未満 3 . 1 ％ ， 1

〜 5 年未満が 4 . 2 ％ ， 6 〜 1 0 年 1 4 . 6 ％ ， 1 1 年以上が 7 8 . 1 ％ で あった ．特に

実務経験年数が 1 1 年以上のベテランの 看 護 職 が多くを占め て い た ．  

 

n %

社会福祉法⼈ 96 98
医療法⼈ 2 2

mean ±SD 83.0±28.2
73 73.7
56 56.6

総数 常勤 49.9±16.7
⾮常勤 27.5±25.7

看護師 常勤 2.2±1.3
⾮常勤 2.2±1.4

准看護師 常勤 1.7±1.6
⾮常勤 1.5±1.3

介護職 常勤 33.2±12.5
⾮常勤 15.5±17.0

事務職 常勤 3.6±2.6
⾮常勤 1.9±4.0

n=98

看取り加算の算定

運営⺟体

⼊所定員数

職員数 mean ±SD

看取りの実践



 78 

表 5 . 2  調 査 回 答 者 の 基 本 属 性  

 
N o t e  筆 者 が 作 成   

 

 蘇⽣処置の 意向の把握状況を表 5 . 3 に ⽰ し た ． まず，蘇⽣処置の 意向の

聴取 につい て は ， 施 設 の 6 0 . 6 ％ が⼊所 者 全 員 に確認し て い た ． 施 設 の

2 8 . 3 ％ が ⼀部の⼊所 者 の み ， 施 設 の 9 . 1 ％ が聴取 し て い る⼊所 者 は い な か

った ．次に 看 護 職 員 の 8 7 . 5 ％ が蘇⽣処置の 意向につい て把握し て お り ，次

い で ，担当⽣ 活相談員 で は 7 3 . 9 ％ ， 介 護 職 員 で は 6 3 . 6 ％ ，ケアマネジャー

で は 5 5 . 7 ％ ，リーダーや主任などのフロア，ユニットの責任者 で は 4 8 . 9 ％ ，

施 設 ⻑ で は 3 6 . 4 ％ ，不明 1 . 1 ％ で あった ． な お ， ⽣ 活相談員 はケアマネジ

ャーを兼務し て い る 施 設も含ま れ て い る可能性 が あ る ．蘇⽣処置の 意向を

聴取する 時 期 につい て は ，⼊所 時 で は 7 1 . 6 ％ ，終末期 の診断がつい た 時 が

5 3 . 4 ％ ，終末期 の診断はつい て い な い が 急 変 の可能性 が あ る ときが 5 3 . 4 ％ ，

定 期 的 に聴取 が 2 0 . 5 ％ ， そ のほか の 時 期 が 6 . 8 ％ で あった ．  

n ％
性別

男性 5 5.1
⼥性 93 94.9

年齢
mean±SD 51.9±8.73歳

資格
看護師 55 56.1
准看護師 21 21.4
不明 23 23.4

雇⽤形態
常勤 93 97.9
⾮常勤 2 2.1

看護職の実務経験年数
1年未満 3 3.1
1〜5年 4 4.2
6〜10年 14 14.6
11年以上 75 78.1

n=98
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表 5 . 3  蘇 ⽣ 処 置 の 意 向 の 把 握 状 況  

 
N o t e  筆 者 が 作 成                              

 

 終末期以外 の ⼼ 肺 停 ⽌ に 対する 救 急搬送の有無 と 救 急搬送の判断基準を

表 5 . 4 に ⽰ し た ． 救 急搬送の有無 につい て は ， 施 設 の 2 2 . 2 % がすべて の 事

例で 救 急搬送し ， 7 4 . 4 % の 施 設 が 救 急搬送する 場 合 と し な い 場 合 が あ り ，

ｎ %
蘇⽣処置の意向を聴取している⼊所者

60 60.6
28 28.3
9 9.1

97 100
蘇⽣処置の意向を把握している職種(複数回答)

77 87.5
65 73.9
56 63.6
49 55.7

43 48.9
32 36.4
19 21.6
1 1.1

⾮該当 11 12.5
n 88 100.0

⼊所時 63 71.6
47 53.4

47 53.4

定期的に聴取 18 20.5
6 6.8

⾮該当 11 1.1
                     n 88 100.0

リーダーや主任などの
フロア・ユニットの責任者

蘇⽣処置の意向を聴取する時期(複数回答)

施設⻑

担当⽣活相談員
看護職員

ケアマネジャー
介護職員

全職員

終末期の診断がついた時
終末期の診断はないが，急変の
可能性があるとき

そのほかの時期

全員
⼀部の⾼齢者
聴取している⾼齢者はいない

n

不明
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2 % の 施 設 が 救 急搬送を ⼀切し な かった . 救 急搬送の判断基準は ，家族の希

望が最も多く 8 0 . 2 ％ で あ り ，次い で ，蘇⽣処置の必要性 が 5 6 . 3 ％ ，訴訟や

過失責任が 問 わ れ る懸念をもつ時 が 5 3 . 1 ％ ，過去に聴取 し た蘇⽣処置の 意

向が有効な の か不明が 2 8 . 1 ％ ， そ の他が 1 3 . 5 ％ で あった ．  

 

表 5 . 4  終末期以外 の⼼肺停⽌に 対 す る 救 急搬送の有無と 救 急搬送の判断基 準  

 
N o t e  筆 者 が 作 成   

 

 夜勤介 護 職 が⾏う救 急搬送の判断基準を表 5 . 5 に ⽰ し た ．オンコール当

番の 看 護 職 の 指 ⽰ が 7 4 . 4 ％ ，家族の希望が 4 4 . 4 ％ ，蘇⽣処置の 意向が 書 か

れ て い る 書類が 3 3 . 3 ％ ， 医師の 指 ⽰ が 2 3 . 2 ％ ，リーダーや 施 設 ⻑ など役 職

者 の 指 ⽰ が 2 1 . 1 ％ で あった ．夜勤の 介 護 職 の多くが ，家族や他の 職種に 救

急搬送の 指 ⽰ を仰い で い た ． し か し ， 2 5 . 3 % の 施 設 が 時 間 的 な猶予 が な い

時 は 介 護 職 の判断に任せて い た ．  

 

ｎ %
終末期以外の⼼肺停⽌に対する救急搬送の有無

すべての事例で救急搬送する 22 22.2
救急搬送する場合としない場合がある 74 74.7
救急要請は⼀切しない 2 2

n 99 100

家族の希望 77 80.2
蘇⽣処置の必要性 54 56.3
訴訟や過失責任を問われる懸念をもつ 51 53.1
過去に聴取したDNARの意思が、有効なのか不明 27 28.1
その他 13 13.5
不明 2 2.1

n 96 100.0

救急搬送の理由
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表 5 . 5  夜 勤 介 護 職 が ⾏う救 急搬送の判断基 準  

 

N o t e  筆 者 が 作 成   

 

 表 5 . 6 に 死 亡診断を ⽬ 的 に し た 救 急搬送の有無 と 救 急搬送の判断基準を

⽰ し た ． 施 設 の 2 1 . 4 ％ が 死 亡診断の ⽬ 的 で 救 急搬送し て い た ． そ の判断基

準は ，蘇⽣処置以外 の 医 療処置を家族が希望する が 7 7 . 1 ％ と⼤部分 を占め

て い た ．⼊所 者 の蘇⽣処置の 意向が不明な ときが 2 5 . 3 ％ ， 施 設 の 医師に よ

る 対 応 が不可能が 2 7 . 7 ％ ，夜勤時 の 介 護 職 員 の 技 術 で は⼗分 に 対 応 できな

い が 9 . 6 ％ ， 看 取 る た め に必要な 職 員数の不⾜が 4 . 8 ％ ， そ の他が 1 5 . 7 ％ で

あった ．⾃由記述に は ， 「訴訟や過失責任を 問う家族が多い た め 」 ， 「家

族の 考えが ， か わった た め 」 ， 「 死 亡確認が できる 医師が い な い 」 ， 「苦

痛が あ る とき」 ， と いう意⾒もあった ．  

 

ｎ ％

オンコール当番の看護職の指⽰ 74 74.7

44 44.4

33 33.3

23 23.2

21 21.1

25 25.3

7 7.1

n 99 100

家族の希望

蘇⽣処置の意向が書かれている書類

医師の指⽰

リーダーや施設⻑など役職者の指⽰

時間的な猶予がない時は介護職の⾃⼰判断

その他
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表 5 . 6  死 亡診断を⽬的に し た 救 急搬送の有無と 救 急搬送の判断基 準  

 

N o t e  筆 者 が 作 成   

 

 

第 2 項  死 亡診断を ⽬ 的 に し た 救 急搬送と ⼼ 肺 停 ⽌ 時 対 応 に係る 施 設 体

制別⽐較  

 死 亡診断を ⽬ 的 に し た 救 急搬送の有無 と蘇⽣処置の 意向の把握状況， 看

取 り 介 護 体 制 ，蘇⽣処置の 意向を聴取する 時 期 ， 救 急搬送の判断基準と の

関 連 を χ 2 検定 し ， 統 計 的 に有意 な相関 の あったすべて の 項 ⽬ を表 5 . 7 に ⽰

し た (ｐ＜ 0 . 1 ) ．検定 の 結 果 ，蘇⽣処置の 意向の把握状況で は ， 全 員 に蘇⽣

処置の 意向を聴取 (オッズ⽐  1 . 9 4 4 ・ 9 0 % C I  1 . 0 4 8 - 3 . 6 0 7 ) ，⼊所 者 全 員 の

蘇⽣処置の 意向を 看 護 職 が把握 (オッズ⽐ 2 . 0 9 2  9 0 % C I 0 . 9 4 8 - 4 . 6 2 7 ) ，⼊所

者 の蘇⽣処置の 意向をケアマネジャーが把握 (オッズ⽐  2 . 6 7 6 ・ 9 0 % C I  

1 . 0 2 1 - 7 . 0 1 3 ) ， 看 取 り 介 護 体 制 で は ， 看 取 り 介 護 の 実践 (オッズ⽐  0 . 0 5 1 ・

9 0 % C I  0 . 0 1 5 - 0 . 1 7 6 ) ， 看 取 り 介 護加算 (オッズ⽐  0 . 1 8 4 ・ 9 0 % C I  0 . 0 6 0 -

0 . 5 6 5 ) の 5 項 ⽬ に 関 連 が あった ．  

 救 急搬送判断の基準で は ，夜勤時 ， 時 間 的 な猶予 が な い 場 合 ， 介 護 職 員

の判断 (オッズ⽐  0 . 4 4 4 ・ 9 0 % C I  0 . 2 2 7 - 0 . 8 7 2 ) ，過去に聴取 し た蘇⽣処置

の 意向の有効性 が不明 (オッズ⽐  2 . 9 5 5 ・ 9 0 % C I  1 . 0 8 6 - 8 . 2 5 4 ) ，蘇⽣処置

ｎ %

救急要請する 21 21.4
n 98 100

蘇⽣処置以外の医療処置を家族が希望 64 77.1
蘇⽣処置の意向が不明 21 25.3
施設の医師による対応が不可能 23 27.7

夜勤時、介護職員の技術だけでは⼗分に対応できない 8 9.6

看取るために必要な職員数の不⾜ 4 4.8
その他 13 15.7

n 83

救急搬送する理由

救急搬送の有無
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の必要性 (オッズ⽐  0 . 5 3 ・ 9 0 % C I  0 . 4 0 2 - 0 . 6 9 9 ) ， 介 護 職 が終末期以外 の ⼼

肺 停 ⽌ に 対 し て訴訟や過失責任を 問 わ れ る懸念をもつ時 (オッズ⽐  2 . 5 6 9 ・

9 0 % C I  0 . 8 9 7 - 7 . 3 5 8 ) の 4 項 ⽬ に 関 連 が あった ．  

 

表 5 . 7  死 亡診断を⽬的に し た 救 急搬送と⼼肺停⽌時対 応 に係る 施 設 体 制 別⽐較  

 

N o t e  筆 者 が 作 成   

 

 

はい % いいえ % 合計
はい 7 36.8 13 36.1 20
いいえ 12 63.2 23 63.9 35
合計 19 36 55
はい 8 40.0 45 63.4 20
いいえ 12 60.0 26 36.6 71
合計 20 71 91
はい 5 31.3 40 60.6 45
いいえ 11 68.8 26 39.4 37
合計 16 66 82
はい 5 26.3 63 87.5 68
いいえ 14 73.7 9 12.5 23
合計 19 72 91
はい 5 25.0 47 64.4 52
いいえ 15 75.0 26 35.6 41
合計 20 73 93
はい 11 18.6 5 21.7 16
いいえ 48 81.4 18 78.3 66
合計 59 23 82
はい 8 18.6 8 25.8 16
いいえ 35 81.4 31 79.5 66
合計 43 39 82
はい 9 20.0 7 18.9 16
いいえ 36 80.0 30 81.1 66

合計 45 37 82
はい 4 25.0 13 24.5 17
いいえ 12 75.0 53 80.3 65
合計 16 66 82
はい 0 0.0 16 21.1 16
いいえ 6 100.0 60 78.9 66
合計 6 85.7 76 82

蘇⽣処置の
意向の把握
状況

施設が⼊所者全員の蘇⽣処置の意向
を聴取 1.944 1.048-

3.607 0.1

⼊所者全員の蘇⽣処置の意向を
看護職が把握 2.092 0.948-

4.617 0.075

⼊所者の蘇⽣処置の意向を
ケアマネージャーが把握 2.676 1.021-

7.013 0.05

死亡診断⽬的の救急搬送
オッズ⽐ 90%Cl P値

看取り介護
体制

看取り介護の実践 0.051 0.015-
0.176 0

看取り介護の加算 0.184 0.060.-
0.565 0.002

蘇⽣処置の
意向を聴取
する時期

⼊所時に聴取 0.825 0.252-
2.706 0.486

医学的知⾒に基づき
回復の⾒込みがないと
診断が下された時

0.886 0.297-
2.62 0.523

医学的知⾒に基づき回復の⾒込みが
ないと診断はされていないが、急変
の可能性があるとき

1.071 0.372-
3.219 0.564

定期的に聴取 1.359 0.376-
4.907 0.434

その他の時期 0.909 0.842-
0.981 0.259
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表 5 . 7 の つ づ き  

 

N o t e  筆 者 が 作 成   

 

 

第 3 項  死 亡診断を ⽬ 的 に し た 救 急搬送と蘇⽣処置の 意向の把握状況，

看 取 り 介 護 体 制 ， 救 急搬送の判断基準のロジスティック回帰分 析  

 単変量解析 で有意 が認め ら れ た 9 項 ⽬ を独⽴変数に ， 死 亡診断を ⽬ 的 と

し た 救 急搬送請の有無 を従属変数と し たロジスティック回帰分 析 を⾏った .

死 亡診断を ⽬ 的 に し た 救 急搬送の 関 連要因と し て表 5 . 8 に ⽰ し た ．   

 蘇⽣処置の 意向につい て の把握の 項 ⽬ は ， 施 設 が⼊所 者 全 員 の蘇⽣処置

の 意向を聴取 (オッズ⽐  0 . 1 2 9 ・ 9 5 ％ C I  0 . 0 1 9 - 0 . 9 0 9 ) の 項 ⽬ が有意 に 関 連

し て い た ．偏回帰係数が負で あ る こ と か ら ， 全 員 に蘇⽣処置の 意向を聴取

し て い る 施 設 は ， 死 亡診断の ⽬ 的 で 救 急搬送する傾向は少な い こ と が認め

ら れ た ．蘇⽣処置の 意向をケアマネジャーが把握 (オッズ⽐ 0 . 0 8 1 ・ 9 5 % C I  

0 . 0 0 9 - 0 . 7 2 5 ) の 項 ⽬ が有意 に 関 連 し て い た が ，偏回帰係数が負で あ る こ と

か ら⼊所 者 の蘇⽣処置の 意向につい てケアマネジャーが把握し て い る と ，

死 亡診断を ⽬ 的 と し た 救 急搬送は少な い傾向が認め ら れ た ．  

看 取 り 介 護 体 制 の 項 ⽬ につい て は ， 看 取 り 介 護 の 実践 (オッズ⽐ 0 . 0 7 5 ・

9 5 % C I  0 . 0 0 8 - 0 . 6 8 8 ) し て い る 施 設 は有意 に 関 連 し て い た ．偏回帰係数の符

号が負で あ る こ と か ら ， 死 亡診断の ⽬ 的 で 救 急搬送する傾向は少な い こ と

が認め ら れ た ． 看 取 り 介 護加算の算定要件の あ る 施 設 (オッズ⽐ 0 . 1 5 ・

はい % いいえ % 合計
はい 9 56.3 23 34.8 32
いいえ 7 43.8 43 65.2 50
合計 16 66 82
はい 10 47.6 17 23.3 27
いいえ 11 52.4 56 76.7 67
合計 21 73 94
はい 19 90.5 35 47.9 54
いいえ 2 9.5 38 52.1 40
合計 21 73 94
はい 15 71.4 36 49.3 51
いいえ 6 28.6 37 50.7 43
合計 21 73 94

0.062

夜勤の介護職が訴訟や過失責任を問
われる懸念をもつ 2.569

0.897－
7.358

0.086

死亡診断⽬的の救急搬送
オッズ⽐ 90%Cl P値

救急搬送の
判断基準

夜勤時、時間的な猶予がない場合，
介護職員の⾃⼰判断に任せる 0.444 0.227-

0.872 0.027

過去に聴取した蘇⽣処置の意向の有
効性が不明 2.995 1.086-

8.254 0.053

蘇⽣処置の必要性 0.53 0.402-
0.699
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9 5 % C I  0 . 0 1 9 - 1 . 2 1 3 )も，有意 に 関 連 し て い た ．偏回帰係数の符号が負で あ

る こ と か ら ， 死 亡診断をする ⽬ 的 で 救 急搬送する傾向は少な い こ と が認め

ら れ た ．  

 救 急搬送の判断基準つい て の 項 ⽬ は ， 介 護 職 が終末期以外 の ⼼ 肺 停 ⽌ に

お い て訴訟や過失責任を 問 わ れ る懸念をもつ (オッズ⽐ 7 . 3 2 5 ・ 9 5 % C I  

0 . 6 8 7 - 7 8 . 1 5 8 ) に有意 に 関 連 し て い た ．偏回帰係数の符号が正で あ る こ と

か ら ， 死 亡診断の ⽬ 的 で 救 急搬送する傾向は多い こ と が認め ら れ た ．蘇⽣

処置の必要性 (オッズ⽐ 1 1 . 2 4 7 ・ 9 5 % C I  0 . 7 2 1 - 1 7 5 . 4 3 ) と回答し た 施 設 は

有意 に 関 連 し て い た ．偏回帰係数の符号が正で あ る こ と か ら ， 死 亡診断の

⽬ 的 で 救 急搬送する傾向が多い こ と が認め ら れ た ．  

 

表 5 . 8  死 亡診断を⽬的に し た 救 急搬搬送の 関 連要因  

N o t e  . 筆 者 が 作 成  

 

 

第 4 節  考 察  

 本 調 査 の ⽬ 的 は ， 死 亡診断を ⽬ 的 に し た 救 急搬送の 関 連要因を明ら か に

する こ と で あ る ．ロジスティック回帰分 析 の 結 果 ， 死 亡診断を ⽬ 的 と し た

偏回帰係数
B

オッズ⽐ 95% CI P値

全員にDNARの意思を聴取 -2.044 0.129
0.019-
0.901

0.039

⼊所者の蘇⽣処置の意向を
ケアマネージャーが把握

-2.516 0.081
0.009-
0.725

0.039

看取り介護の実践 -2.585 0.075 0.008-
0.688

0.022

看取り介護の加算 -1.896 0.15 0.019-
1.213

0.075

訴訟や過失責任を問われる
懸念をもつ

1.992 7.325 0.687-
78.158

0.099

蘇⽣処置の必要性 2.42 11.247 0.721-
175.432

0.084

定数 0.173 1.189 0.921
NagelkerkeR2乗 0.634

蘇⽣処置の意向の把握状況

看取り介護体制

救急搬送の判断基準
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救 急搬送と 関 連 の あった 項 ⽬ は ， 施 設 が⼊所 者 全 員 に蘇⽣処置の 意向を聴

取 ， 施 設 で とった蘇⽣処置の 意向をケアマネジャーが把握， 看 取 り 介 護 の

実践， 看 取 り 介 護加算算定 ， 介 護 職 が終末期以外 の ⼼ 肺 停 ⽌ に 対 し て訴訟

や過失責任を 問 わ れ る懸念をもつ時 ，蘇⽣処置の必要性 の 6 項 ⽬ が 統 計 的

に有意 で あった ．  

 本 項 で は ，独⽴変数で選択さ れ た１ .蘇⽣処置の 意向をケアマネジャーが

把握， 2 . 介 護 職 が終末期以外 の ⼼ 肺 停 ⽌ に 対する訴訟や過失責任を 問 わ れ

る懸念をもつ時 ， の 2 つの 体 制 につい て検討する ． な お ， 施 設 が 全 員 に蘇

⽣処置の 意向を聴取 ， 看 取 り 介 護 の 実践， 看 取 り 介 護加算算定 の 3 項 ⽬ に

つい て は検討か ら除外 し た ． 理由は 看 取 り の 体 制 がすで に整備さ れ て い る

こ と が 推 察 できる か ら で あ る ．  

 分 析 の 結 果 ， 「ケアマネジャーが蘇⽣処置の 意向を把握」 の 項 ⽬ は説明

因⼦と し て選択さ れ ， 死 亡診断を ⽬ 的 と し た 救 急搬送が少な い傾向が ⽰ さ

れ た ． こ れ は ，ケアマネジャーが蘇⽣処置の 意向を把握し て い る の は ， 施

設ケアマネジャーが 本 ⼈ や家族， 介 護 職 か ら蘇⽣処置の 意向を収集し ，⼊

所 者 の 意思決定能⼒が喪失する終末期 の 意思決定 の⽀援する (菅沼 ,新⽥ ,東

福寺 ,⾕⼝ , 2 0 1 9 ) ， と いったケアマネジャーの 役 割 に よ るもの と 考える こ と

が できる ．  

 と は いえ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の重度 化 に伴って 意思疎通が困難な⼊所 者 が増

加し て お り (真砂 , 2 0 0 7 ) ，当然， 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 にもコミュニケーション

上の障害を持つ⼊所 者も少なくな い ． さ ら に ，鶴若 ,仙波（ 2 0 1 0 ) は ，⼊居

時 に⼊所 者 や家族の な か に は 死 につい て 実感を持た な いものもお り ， 施 設

は 看 取 り 介 護 の 意向を彼ら に確認する難し さもあ る と いう． こ の こ と か ら ，

施 設ケアマネジャーが蘇⽣処置の 意向を把握し ようと し ても，思うように

本 ⼈ や家族か ら聴取 できな い こ とも少なくな い と 考える こ と が できる ．  

 意思疎通が困難な⼊所 者 の 意向をケアマネジャーが汲むた め に は ， 本

⼈ ・家族の ⽣ 活習慣や趣味を捉える こ と が有⽤で あ る (⾓能 , ⾼橋幸

裕 , 2 0 1 9 ) ． 本 ⼈ の ⽣ 活習慣につい て は ，⼊所 者 の ⽇常⽣ 活 の⽀援を し て い

る 介 護 職 が詳し い ． そ れ な らば，ケアマネジャーは 介 護 職 と情報共有する
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こ と で ， 意思疎通が困難な⼊所 者 の蘇⽣処置の 意向や ，最後 に受け た い 医

療 やケアについ て把握する こ と は可能で あろう．  

 た とえこ の ように 本 ⼈ の 意向をケアマネジャーは 介 護 職 を通じて把握す

る こ と が可能で あっても， 実際の ⼼ 肺 停 ⽌ の 現 場 に居合 わせる機会 が多く

対 応する の は 介 護 職 で あ る ． 現 場 に居合 わせる 介 護 職 が ⼼ 肺 停 ⽌ 時 に蘇⽣

処置を 実 施する の か ，否か の 指 ⽰ を受け て い な け れば， 介 護 職 は適切に 対

応する こ と は できな い ．  

 で は なぜ今回，ケアマネジャーが蘇⽣処置の 意向を把握し て い るほど，

死 亡診断を ⽬ 的 に し た 救 急搬送する 施 設 が少な い傾向と いう結 果 が で た の

だろうか ． ⾼橋幸裕 ( 2 0 1 6 ) に よ る と ，終末期 介 護 に お い て ， 施 設ケアマネ

ジャーの 役 割 に は 介 護 職 と の 調整が含ま れ て い る ．つま り ， 本 調 査 の 結 果

は ，終末期 介 護 に お け る 施 設ケアマネジャーの 役 割 が ⼀因で あ る と 考える

こ と が できる ．  

 さ ら につけくわえる な らば， 看 取 り の同意 は ，通常，家族と 施 設 が同意

を交わす前 に ， 施 設 の 配置医師と 施 設 職 員 と の 間 で ，⼊所 者 の 状 態 につい

て情報共有する ． そ の 後 に ， 本 ⼈ や家族も含め て ，今後 の 医 療 の ⽅向性 に

つい て話し 合 い が⾏わ れ る ． こうし た ，情報共有や話し 合 い をする際， 施

設ケアマネジャーは 事 前 に他職種，家族と の 間 に⼊り ，話し 合 い が滞り な

くできる ようにコーディネートする ． こ の ような話し 合 い をコーディネー

トする⾏動 は ， A C P のプロセスの ， 「話し 合 い の促進 をする 」 2 段階⽬ に

該当する と 考える こ と が できる ．つま り 施 設ケアマネジャーに は A C P のチ

ームに お い て ，コーディネートする 役 割 をもって い る と いえよう．以上の

こ と か ら ， 本 ⼈ の 意志決定 の話し 合 い に 関 し てコーディネートするケアマ

ネジャーの存在は ， 施 設内の 看 取 り に影響を与えて い る と 考える こ と が で

きる ．   

 記述統 計 の 結 果 ， 施 設 の 5 1 % の 介 護 職 が終末期以外 の ⼼ 肺 停 ⽌ に 対 し て

訴訟や過失責任を 問 わ れ る懸念をもつを回答し て い た ．ロジスティック回

帰分 析 の 結 果 ， 介 護 職 が終末期以外 の ⼼ 肺 停 ⽌ に 対 し て訴訟や過失責任を

問 わ れ る懸念をもつ時 の 項 ⽬ は説明因⼦と し て選択さ れ ， 死 亡診断を ⽬ 的

に し た 救 急搬送する 施 設 が多い傾向だった ．  
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 こ の 背 景 に は様々な 理由が 考えら れ る が ， ⼀つは 本 調 査 の⾃由記述で回

答の な か に ， 「訴訟や過失責任を 問う家族が多い為」 と夜勤時 に 救 急搬送

する 理由が み ら れ た ． こ れ は 施 設 が家族か ら抗議を受け た過去の 経験か ら

救 急搬送する と いった ， 総務庁の 結 果 と同様で あった ( 総務庁消防庁 , 2 0 1 8 ) ．

こ の こ と か ら ， 介 護 職 が訴訟や過失責任を 問 わ れ る懸念責任をもつ施 設 が

救 急搬送する傾向が あった の は ，家族か ら抗議さ れ た過去の 経験が起因し

て い る と 考える こ と が できる ．  

  

 

第 5 節  結 論  

 本 調 査 の ⽬ 的 は ， 死 亡診断を ⽬ 的 に し た 救 急搬送の 関 連要因をロジステ

ィック回帰分 析 で あきら か にする こ と で あ る ．   

分 析 の 結 果 ， 死 亡診断を ⽬ 的 に し た 救 急搬送は ， 施 設 が⼊所 者 全 員 の蘇

⽣処置の 意向を聴取 ，蘇⽣処置の 意向をケアマネジャーが把握， 看 取 り 介

護加算の 実践， 看 取 り 介 護 の加算， 介 護 職 が終末期以外 の ⼼ 肺 停 ⽌ に 対 し

て訴訟や過失責任を 問 わ れ る懸念をもつ， の 項 ⽬ が 関 連 し て い た ．  

 こ の 結 果 か ら ， 死 亡診断を ⽬ 的 と し た 救 急搬送の 課 題 を解決する に は ，

以下 の 3 つが ⽰唆さ れ た ． 第 ⼀ に ， 施 設ケアマネジャーが⼊所 者 の蘇⽣処

置の 意向を把握し ，他職種に情報提供できる 体 制 を 構築する こ と ． 第⼆に

⼼ 肺 停 ⽌ に直⾯し た 介 護 職 が訴訟や過失責任に 対 し て懸念し な い ように ，

各⼊所 者 の ⼼ 肺 停 ⽌ 時 に然るべき対 応 につい て の⾏動 指針を ⽰すこ と ． 第

三に ， ⼼ 肺 停 ⽌ に 関 わ る 介 護 職 の責任範囲を明確にする こ と で あ る ．  

 

第 6 節  本 調 査 の 限 界 と 課 題  

 本 調 査 は ， 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 の 9 9 施 設 を 対 象 に 分 析 し た ．今後 の 調 査 で

は ， よ り信頼度 を上げる た め に ， 調 査 対 象 施 設数を増や し て 調 査する必要

が あ る ． ま た ， 本 調 査 は ， 2 0 1 8 年 介 護報酬改 定 の 配置医師緊急 時 対 応加算

が新設 さ れ る 前 に 調 査 を⾏った ．今後 は 医師に 関する質問内容を精査 し て

調 査する必要が あ る ．  
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 ⼼ 肺 停 ⽌ の 対 応する 介 護 職 に⾏動 指針を ⽰す必要性 と責任範囲を明確に

する必要性 が ⽰唆さ れ た ． し か し ， 本 調 査 で は具体 的 な⾏動 指針と責任範

囲につい て明ら か にする こ と が出来な かった ． そ こ で ， 介 護 職 の ⼼ 肺 停 ⽌

時 の⾏動 と責任範囲につい て ⽰唆を 得 る た め ， ⽇ 本 よ り先⾏し て 看 取 り を

実践し て い る海外 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 を訪問 調 査する必要性 が あ る ．  
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第 6 章  アメリカハワイ州のナーシングホームに お け る ⼼ 肺 停 ⽌ の 施 設 体 制  

 

 

 

第 1 節  研 究 の 背 景 と ⽬ 的  

 第 5 章 の 調 査 の 結 果 か ら ， 介 護 福 祉 施 設 は 介 護 職 に ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の⾏動 指

針と責任範囲を明確にする必要性 が ⽰唆さ れ た ． し か し ， こ れ ら の具体 的

な ⽅向性 を明ら か にする こ と が出来な かった ． ⽇ 本 よ り先⾏し て 看 取 り を

実践し て い る海外 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 か ら ⽰唆を 得 る こ と を着想 し た ．  

 本 調 査 は ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 に お け る 介 護 職 の⾏動 指針と責任範囲を検討する

た め に ， A D と A C P を最初に 法 制 化 し ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 で 看 取 り を⾏なっ

て い るアメリカ合衆国 のナーシングホームに訪問 し て 参与観察 を⾏った ．

本 調 査 の ⽬ 的 は公認看 護助⼿ C e r t i f i e d  N u r s i n g  A s s i s t a n t ( C N A ) の ⼼ 肺 停

⽌ に 関 連する 役 割 と そ の 役 割 が 果 たせる ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 体 制 を明ら か に

する こ と で あ る ．  

 

 

第 2 節  研 究 の ⽅ 法 と 倫 理 的 配 慮  

 

第 1 項  研 究 の ⽅ 法  

 2 0 1 4 年 3 ⽉ 1 0 ⽇ 〜 3 ⽉ 1 8 ⽇ の 9 ⽇ 間 ，アメリカ合衆国ハワイ州ホノル

ル市に あ る ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の P a l o l o  C h i n e s e  H o m e と ， ⾼ 齢 者専⽤の居住

施 設 の 1 5 C R A I G S I D E で 調 査 し た ． 調 査 の ⽅ 法 は ， 施 設 の業務マニュアル

と未記⼊のカルテの閲覧， ⽇勤 C N A１名の業務を 参与観察 し た ． こ れ にく

わえて ， 施 設 のナーシングマネジャーに 施 設 の 体 制 と⼊所 者 の特徴を ，

C N A に業務内容のヒアリングを⾏なった ．  
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第 2 項  倫 理 的 配 慮  

 調 査 し た 施 設 は ，機縁法 に て 調 査 の依頼を し た ． 施 設 のナーシングマネ

ジャーと C N A に 調 査 の ⽬ 的 ， ⽅ 法 ，匿名性 ， 論⽂等で公表する こ と を ⼝頭

に て ，説明し承諾を 得 た ．  

 

第 3 節  結 果  

第 1 項  P a l o l o  C h i n e s e  H o m e の特徴   

 P a l o l o  C h i n e s e  H o m e は ， ⺠ 間企業が運営し て い るナーシングホームで

あ る ． S k i l l e d  N u r s i n g ( 看 護 の 技能をもつケア ) と I n t e r m e d i a t e  c a r e (中間

的 なケア ) と いう⼆つのケアサービスが提供さ れ ， そ れぞれ のサービスはフ

ロアを 分 け て⾏わ れ て い た ．  

 S k i l l e d  N u r s i n g 専⽤フロアに は ， 医 療ニーズの ⾼ い 者 が⼊所 し て お り ，

看 護 職 で あ る  R e g i s t e r e d  N u r s e ( R N : 看 護 師 ) ， L i c e n s e d  P r a c t i c a l  

N u r s e ( L P N :准看 護師 ) と ， C e r t i f i e d  N u r s i n g  A s s i s t a n t ( C N A : 看 護助⼿ ) が

2 4 時 間常駐しケアを提供し て い た ．くわえて ⽇勤帯に は 理学療 法⼠と作業

療 法⼠が 配置さ れ て い た ．  

 I n t e r m e d i a t e  c a r e 専⽤フロアに は ， 医 療ニーズが 低く，⾞椅⼦を使⽤し

て 移 動 できる 者 や杖歩⾏できる 者 が⼊所 し て い た ． 配置さ れ て い る 職種は

C N A に 限 ら れ て お り ，ほか の 職種は 配置さ れ て い な かった ．  

 今回の 調 査 は ， S k i l l e d  N u r s i n g 専⽤フロアで⾏った ．ベッド総数は 4 3

床 ( 2 床室 か個室 ) で ， 調 査 し た当⽇ ， 3 8 名の 6 5 歳以上の 者 が⼊所 し て い た ．

⼊所 者 の疾患は認知症，脳⾎管障害，末期 が ん ， ⼼不全 ， 肺炎が多く，⼤

部分 の⼊所 者 は慢性 期 か ら終末期 の段階の 者 だった ．ほか に は約 2 週間 前

に胃や 肺 の切除術 を受け たばか り の亜急 性 期 の 者 が数名⼊所 し て い た ．⼊

所 者 に提供さ れ て い た 医 療 は ，中⼼静脈栄 養 や 経管栄 養 ，インシュリン注

射，喀痰吸引， ⼈⼯呼吸器，尿管カテーテルのほか ，リハビリが⾏わ れ て

い た ． ⼀⾒する と ， ⽇ 本 の 急 性 期病棟か ら慢性病棟に類し て い た ．  

 終末期 の⼊所 者 は ，ナーシングホームの通常のケアにくわえて ， 外部の

ホスピスケアのサービスを受け て い た ． か か りつけ 医 が⼊所 者 に終末期 の

診断を 下 し ， 本 ⼈ がホスピスケアを望めば， か か りつけ 医もしくはナーシ
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ングホームか らホスピスサービスに依頼が出さ れ る ． な お ， こ の 施 設 で は

ホスピスケア受け る と いうこ と は ，ナーシングホームで最後 を迎える こ と

を 意味し て い た ．  

 こ のホスピスサービスは ， ⽇ 本 の緩和ケア病棟の ような 施 設サービスで

は なく，在宅患者向け の訪問ホスピスプログラムで あ る ．ホスピス医 ，ホ

スピスナース，ホスピスのソーシャルワーカー等がナーシングホームに訪

問 し て ， か か りつけ 医 や 施 設 の 看 護 職 と 連携し てサービスを提供する ．つ

ま りホスピスサービスを受け て い る⼊所 者 は ， か か りつけ 医 とホスピス医

の 2 つの訪問診療 を受け る こ と に な る ． な お主治医 と し て の機能は ， か か

りつけ 医 に なって い た ．  

 

 

第 2 項  1 5 C R A I G S I D E の特徴  

 1 5 C R A I G S I D E は ， A r c a d i a  a n d  i t s  f a m i l y  o f  c o m p a n i e s  と いう⺠ 間企

業が運営し て い る ， C o n t i n u i n g  C a r e  R e t i r e m e n t  C o m m u n i t y  ( C C R C ) で

あ る ． C C R C は 「 施 設 でもなく⼀般的 な住宅でもな い (遠藤 , 2 0 1 6 , p 5 5 ) 」 ⾼

齢 者向け の居住施 設 で あ る ．特徴的 な の は ， ⾼ 齢 者 の 変 わ りゆくニーズに

対 応 し ，異なったレベルのケア ( ⽣ 活⽀援・ 介 護 ・ 医 療 ) を ， 「 ⼀つのエリ

アで ⼀ ⽣涯に渡って提供できる こ と で あ る (澤⽥ , 2 0 1 2 , p 1 5 ) 」 ． そ の証拠に ，

⼊所 者 は⾃⽴し て い る 健康な 者 か ら 医 療 が必要な 者 ま で と幅広かった ．  

 1 5 C R A I G S I D E は ， 2 5 0 ⼾の住居をもつ 1 3 階建て の建物で ，デイケア，

室内プール，フィットネスジム，ダイニング，美容室 ， 図 書 室 のほか に ，

在宅診療 所 が併設 さ れ て い た ．住居エリアは ，⾃⽴度 や 健康状 態 に 合 わせ

て ３つに 分 か れ て い た ．⾃⽴度 の ⾼ い 者 は I n d e p e n d e n t  L i v i n g (⾃⽴者⽤

の住ま い ) と いう専⽤フロアに ，洗濯や掃除，服薬管理 などの I A D L  

( I n s t r u m e n t a l  A c t i v i t i e s  o f  D a i l y  L i v i n g :⼿段的 ⽇常⽣ 活 動作 ) の⽀援が

必要な 者 は A s s i s t e d  L i v i n g (要⽀援者⽤の住ま い ) に⼊居し て い た ． 2 4 時

間 の 医 療 や 介 護 を必要とする 者 は ， S k i l l e d お よ び I n t e r m e d i a t e  N u r s i n g

と いう看 護専⽤フロアに⼊居し て い た ．  
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 本 調 査 は ， S k i l l e d お よ び I n t e r m e d i a t e  N u r s i n g フロアで お こ なった ．

⼊所 者 の特徴と提供さ れ て い たケアは P a l o l o  C h i n e s e  H o m e の S k i l l e d  

N u r s i n g と類し て い た ． た だ し ， 調 査 し た ⽇ は ， P a l o l o  C h i n e s e  H o m e に

⼊所 し て い た⼿術 後 や ⼈⼯呼吸器のケアを受け て い る ⼈ は い な かった ． ま

た 職 員 の 配置は ， 看 護 職 ，リハビリ職 にくわえて ，アクティビティを専⾨

に企画運営するアクティビティワーカーが 配置さ れ て い た ．  

 

第 3 項  看 護ケアの 体 制  

 調 査 し たナーシングホームに 配置さ れ て い た 看 護 職 に は 3 種類の資格が

あった ． ⼀つは ⽇ 本 の (正 ) 看 護師に相当する R N ，もう⼀つは准看 護師に相

当する L P N ， 介 護初任者 研修修了者 に相当する C N A で あ る ． C N A の資格

を 取 得する に は ，ナーシングホームに⼊職する 前 に 1 0 0 時 間 の 研修を受講

し ， そ の 後資格試験に 合格する必要が あ る ． な お ，アメリカのハワイ州に

は ， ⽇ 本 の ように 福 祉 職 と し て の 介 護 職 の資格は な い ．  

 今回調 査 し た 施 設 の 看 護ケアはチーム制 で提供さ れ て お り ， 看 護 職 の資

格の種類に 応じて ， 看 護ケアが 分業さ れ て い た ． 看 護 職 は１⽇ 3 シフトで ，

シフトごと に各職種が１名以上配置さ れ て い た ．  

 R N は ，チームリーダと し てケア全 体 の責任を担い ，ベッドサイドで 看 護

の 実践を⾏わ な い ．つま り ， ⽇ 本 の (正 ) 看 護師の ように ， ⽇常⽣ 活⾏動 の

介助や 医 療処置，バイタルサイン測定 や 体 調 の観察 は⾏わ な い と いうこ と

で あ る ． そ こ で R N の主な業務は ， 看 護 計画の⽴案， L P N と C N A の 指 ⽰監

督， 医 療機器のモニタリング，ほか の専⾨職 や家族と の 連絡調整を⾏うこ

と で あ る ．⼊所 者 の 健康に 関する情報は ， L P N と C N A の記録や ⼝頭か ら

の報告で収集し て い た ． L P N は R N の 指 ⽰監督に基づい て ， 経管栄 養 や褥

瘡処置， 配薬，点滴，喀痰吸引と いった 医 療処置を⾏って い た ． C N A は

R N と L P N の 指 ⽰監督のもと ，⾷事 や排泄介助，清潔介助， 移 動 介助と い

った ⽇常⽣ 活上の世話と ，バイタルサイン測定 と 体 調 の確認を お こ なって

い た ．  
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第 4 項  ⼼ 肺 停 ⽌ の 対 応 に 関係する⽂書 と C N A の 役 割  

 調 査 し た 施 設 で は ， ⼼ 肺 停 ⽌ の 対 応 に 関係する⽂書 と し て ， 「延命治療

に 関する 医師の 指 ⽰ 書 ( P h y s i c i a n  O r d e r s  f o r  L i f e  S u s t a i n i n g  T r e a t m e n t :  

P O L S T ) ， ( K o k u a  M a u , 2 0 1 6 a ) 」 と 「ハワイ州医 療 につい て の 事 前 指 ⽰ 書

( H a w a i ‘ i  A d v a n c e  H e a l t h  C a r e  D i r e c t i v e :  A D )  ( K ō k u a  M a u  ( 2 0 1 6 b ) 」 の

２つの 書類が使⽤さ れ て い た ． P O L S T と A D は使⽤⽬ 的 と 対 象 者 が異な る ．

表 6 . 1 に P O L S T と A D の違い を ⽰ し た ．  

 

表 6 . 1  P O L S T と A D の 違 い  

 

N o t e .「P O L S T  I n f o r m a t i o n ( K ō k u a  M a u  2 0 1 6 c )」と「N a t i o n a l  P O L S T ( 2 0 2 1 )」を 参

考 に し て 筆 者 が 作 成  

 

 P O L S T は主に ，余命半年 と終末期 の診断さ れ た患者 に発⾏さ れ る 医師の

指 ⽰ 書 で あ る ． P O L S T の作成 に お い て は ， 医師が患者 本 ⼈ の A D を 参 考 に

し てほか の 医 療 職 や家族と話し 合 い ， 合 意形成 のもと ， 医師が最終決定す

る ( K o k u a  M a u , 2 0 1 6 a ) ． P O L S T の 指 ⽰内容は⼤きく 4 つに 分 か れ て お り ，

⼀つ⽬ は ， D N A R ( D o  n o t  a t t e m p t  R e s u s c i t a t i o n ) につい て ，⼆つ⽬ は ，症

状 を和らげる緩和的 な処置だ け を⾏うの か ，もしくは集中的 な治療 を⾏う

の か ， 3 つ⽬ は抗⽣物質を使⽤する の か ， 4 つ⽬ は ⼈⼯栄 養 をする の か ， ⻑

POLST AD
指⽰する⼈ 医師 本⼈・代理⼈

使⽤の⽬的 医師が関係者に⽣命維持の治療⽅針をオーダーする 本⼈が医療職に⾃分の希望を伝える

対象者 ・余命半年と終末期の診断がされた⼈
・重病な病気の⼈
・虚弱で⼈⽣の終わりに近づいている⼈

疾患や病状に関係なく全ての⼈

保管場所 ・ハワイホスピス・緩和ケア組織のWEB上で共有
 WEBにアクセスすればどの医療機関でも閲覧可能
・カルテ
・本⼈

・カルテ
・本⼈
・専⽤の⽂書
 など

内容 ・蘇⽣法のオーダー
・緩和ケアか集中治療かのオーダー
・抗⽣物質の使⽤のオーダー
・⼈⼯栄養の使⽤及び期間のオーダー

・延命の希望
・⼈⼯栄養の奇病
・痛みの軽減の希望
・宗教的な希望
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期 的 に使⽤する の か ， を ⽰ し て い る ． A D は ， 本 ⼈ が 医 療 に 関する希望を

表明し た⽂書 で あ り ， 医師が P O L S T の内容を検討する ときに ， 参 考 にする

⽂書 で あ る ( K o k u a  M a u , 2 0 1 6 a ) ．  

 調 査 し た 2 つの 施 設 が使⽤し て い た P O L S T と A D のフォーマットは ，ハ

ワイホスピス緩和ケア組織の K A K U A  M A U が作成 し たもの だった ．  

 ⼼ 肺 停 ⽌ に 関 連 し た C N A の 役 割 は ， 1 ) 平常時 と 2 ) ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 2 段階

に 分 か れ て い た ． こ れ を⽶国ハワイ州の ⻑ 期ケア施 設 に お け る ⼼ 肺 停 ⽌ に

対する C N A の⾏動 と判断基準と し て 図 6 . 1 に ま と め た ．  

 

 
図 6 . 1  ⽶国ハワイ州の⻑期ケア 施 設 に お け る⼼肺停⽌に 対 す る C N A の ⾏ 動 と判断基 準  

N o t e .  筆 者 が 作 成  

   

 平常時 ， C N A は当⽇ に担当する⼊所 者 の 「 D N A R 」 と 「 体 調 」 を確認し

て い た ．具体 的 な確認⽅ 法 は ，勤務開始時 にカルテにファイリングさ れ て

い る P O L S T を み る か ，ナースステーション内に あ るナースコール盤のネー

ムプレートに掲⽰ さ て い る 「 D N A R 」 の表⽰ が さ れ て い る か ，確認する ．

「 体 調 」 につい て は ， ⽇勤帯で はバイタルサインを測定 し ， 体 調 を確認す

る ． さ ら に ，シャワーや⾷事 介助と いったケアを提供し て い る 時 に 体 調 を

確認する ． R N が 事 前 に C N A ⽤に⼊所 者ごと に具体 的 な観察 項 ⽬ をメモに

DNARの確認

体調の確認

脈と呼吸
の停⽌ POLST

DNAR 蘇⽣処置の開始

RNかLPNに報告

はCNAの⾏動
はCNAの判断基準

あり

ありなし

なし

なし

あり
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リストアップし て い る ． C N A は そ のメモを⽤い て常に観察する こ と に なっ

て い た ． R N へ の 「報告」 ⽅ 法 は ，観察 し た 結 果 を 所 定 の記録⽤紙に記載す

る ． た だ し ，緊急 時 は ⼝頭で報告する ．  

 次に ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 場 合 ， C N A は 「蘇⽣処置」 を 実 施する か ， ま た は ，

R N か L P N に 「報告」 をする こ と に なって い た ． いずれ か の⾏動 は ，

「 D N A R 」 に よって判断さ れ て い た ． D N A R が あ る⼊所 者 の 場 合 は ，蘇⽣

処置は試さず，すぐに R N か L P N に 「報告」する ． ⼀ ⽅ ， D N A R の な い⼊

所 者 の 場 合 は ， そ の 場 で 「蘇⽣処置」 を 実 施 し ，ナースコールや声を出し

て 応援を要請する こ と に なって い た ．  

 

 

第 4 節  考 察  

 本 調 査 の ⽬ 的 は ， C N A の ⼼ 肺 停 ⽌ に 関 連する 役 割 と そ の 役 割 が 果 たせる

⼼ 肺 停 ⽌ の 体 制 を明ら か にする こ と で あ る ． 調 査 の 結 果 ， C N A の ⼼ 肺 停 ⽌

に 関 連する 役 割 に は ， 平常時 で は 体 調 の確認と報告する こ と ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時

で は蘇⽣処置をする こ と ，もしくは蘇⽣処置を 実 施せずに そ の ま ま R N や

L P N に報告する こ と だった ．  

 ナーシングホームに は 2 4 時 間 R N ， L P N が 配置さ れ て お り ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時

の 対 応 の 役 割 を C N A は 果 たすこ と が できて い た ． さ ら に ，ハワイ州法 で

A D と D N A R の 取 り扱い につい て 規 定 さ れ て お り ， C N A は いつでも迷うこ

と なく， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 をする こ と が できて い た ． こ れ ら の 結 果 か ら 本

項 で は ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 に お け る ⽇ 本 の 介 護 職 の 役 割 と 施 設 体 制 に ⽰唆を 得 る

た め に ， C N A の ⼼ 肺 停 ⽌ に 関する 役 割 とナーシングホームの 体 制 を検討す

る ．  

 

第 1 項  看 護師の 指 ⽰ に基づい た 体 調 の確認  

 平常時 ， C N A の 役 割 に は ，⼊所 者 の 「 体 調 」 を確認し ， R N もしくは

L P N に 「報告」する こ と が求め ら れ て い た ． な お ，個々の⼊所 者 の具体 的

な観察 項 ⽬ につい て は ， R N に よって C N A にメモで伝えて い た ．  
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 C N A が R N か ら 指 ⽰ さ れ た観察 項 ⽬ を確認し R N に報告し て い た ． R N は

そ の 「 体 調 」 の情報を⽤い て ， 看 護アセスメントと 看 護 計画の⽴案を し て

い た ．  

 松尾は 看 護アセスメントについ て ，情報を 分 析 し ， 査 定する こ と で ，情

報の 意味を あきら か にする こ と と ，説明し て い る (川村 ,志⾃岐 ,松尾 , 2 0 0 5 ) ．

今回，明ら か に なった 「 体 調 」 の確認と 「報告」する C N A の 役 割 は ，松尾

が いう， 「情報」 の部分 に該当する だろう． C N A が⾏う体 調確認は ， R N

が⾏う看 護アセスメントの機能の ⼀部を補って い る ともいえる ．  

 M o s b y ' s  T e x t b o o k  f o r  N u r s i n g  A s s i s t a n t s に よ る と ， C N A の 役 割 と責

任につい て 「 看 護師の補佐 ( S h e i l a ,  L e i g h a n n , 2 0 1 2 , p . 2 5 ) 」 と説明し て い

る ． C N A の 「 体 調 」 の確認と R N A や L P N に 「報告」する こ と は ， R N の

補佐と し て の 役 割 で あ る と 考えら れ る ． な お ， こ の 役 割 は⼊所 者 の ⼈権を

保障し ，ケアの⽔準を確保する た め に ， 1 9 8 7 年 にアメリカ連邦政府が 制 定

し た 1 9 8 7 年ナーシングホーム改⾰法 ( T h e 1 9 8 7  N u r s i n g  H o m e  R e f o r m  

A c t ) に 規 定 さ れ て い る ．   

 ⽇ 本 の 介 護 職 は 介 護アセスメントをする が ， 看 護アセスメントの補佐は

⾏わ な い ． こ れ は ， ⽇ 本 の 介 護 職 は 看 護 職 で あ る C N A と異な り ， 福 祉 職 だ

か ら で あ る ．もちろん ⽇ 本 の 介 護 職も， C N A と同じように⼊所 者 の 健康チ

ェ ッ ク を し ， 体 調 に 変 調 が あ っ た 場 合 ， 医 療 職 と 連 携 を と る ( ⻑

嶋 , 2 0 1 5 , p p . 1 7 - 1 9 ) ． た だ し ， 看 護師が⼊所 者 全 員 の観察 項 ⽬ を 介 護 職 に毎

⽇伝える と いう点で は異な る ．  

 

第 2 項  ⽣ 命 を 医 療 職 につなげる 役 割  

 ⼼ 肺 停 ⽌ 時 に居合 わせた C N A は , D N A R で〈蘇⽣処置〉の 実 施 の判断を

し て い た ． そ の ⼀ ⽅ ，蘇⽣処置の判断に A D を⽤い な い ． そ の 理由は ， 第

⼀ に ， 医師以外 の 医 療従事 者 は ， A D に従わ な い こ と と ，ハワイ州の T h e  

U n i f o r m  H e a l t h - C a r e  D e c i s i o n s  A c t  M o d i f i e d ( H a w a i i  C o d e , 2 0 1 1 で 法 的

に 規 定 さ れ て い る か ら で あ る ． 医師以外 の 医 療従事 者 が従うべき指 ⽰ は ，

医師が作成 し た P O L S T や D N A R と 定 め ら れ て い る ． 第⼆に ， N a t i o n a l  

P o l s t は ⼼ 肺蘇⽣ 法 を試み る 義務につい て ， 本 ⼈ や家族が蘇⽣処置の 実 施 を



 98 

希望せず⾃然死 を望ん でも P O L S T が な い 場 合 は ， 救 急 医 療チー， そ の他の

医 療提供者 は 医師が診察する ま で ， ⼼ 肺蘇⽣ 法 を試み る 義務が あ る ， と述

べて い る ( N a t i o n a l  P o l s t , 2 0 2 1 ) ．   

 こ の ように C N A は D N A R の 指 ⽰以外 はすべて の ⼼ 肺 停 ⽌ の 事例で蘇⽣

処置を⾏うこ と に なって い る ． し た がって蘇⽣処置を通し て ， C N A は⼊所

者 の ⽣ 命 を他の 医 療 職 につなげる 役 割 をもつこ と が ⽰ さ れ た ．  

 

第 3 項  本 ⼈ の 意思を尊重する 役 割  

 D N A R の 指 ⽰ が あ る⼊所 者 の ⼼ 肺 停 ⽌ に 対 し て ， C N A はハワイ州の 規 定

に則って蘇⽣処置を試さ な い ． こ の ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 か ら ， C N A は⼊所 者

の 意思を尊重する 役 割 を担って い る と いえる ．  

 ⽇ 本 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に ⽬ を向け る と ，池上 ( 2 0 1 0 ) は ，約 1 5 % の 介 護 ⽼

⼈ 福 祉 施 設 が 施 設内看 取 り の希望につい て確認し て い な い と報告し て い る ．

こ の 結 果 か ら ， 看 取 り の希望を確認し て い な い 施 設 は ， 本 ⼈ の 意思と異な

った ⼼ 肺 停 ⽌ の 対 応 し て い る可能性 が 推 察 できる ． 本 ⼈ の尊厳を守る た め

に ， D N A R が記さ れ た P O L S T の導⼊する こ と につい て ，議論 さ れ て い る

( ⽇ 本臨床倫 理学会 , 2 0 1 5 ) ．  

 し か し ， ⽇ 本 に お い て A D につい て は ，欧⽶の⾃⼰決定権が基盤に なっ

て い る こ と か ら ， ⽇ 本 の 国 ⺠ が A D を 理解する困難さ が あ る と いう指摘も

あ る ( ⽇ 本集中治療 医学会 倫 理委員 会 , 2 0 1 7 a ) ． さ ら に ， D N A R につい て は ，

集中治療 室 と いった 救 急 医 療 の 現 場 で さえも， D N A R の 指 ⽰ が あ る と ⼼ 肺

蘇⽣以外 の多くの治療 が終了， ま た は差し控えさ れ て い る 実 態 が報告さ れ

て い る ( ⽇ 本集中治療 医学会 倫 理委員 会 ,  2 0 1 7 b ) ．  

 こ れ ら の議論 か ら 分 か る ように ， ⽇ 本 に お い て は A D を 法 制 化する こ と

や P O L S T の導⼊につい て は ，引き続き慎重な議論 が必要で あろう． ⾼ 齢 者

介 護 施 設 を 取 り まく社 会 状況や 医 療 保 険 制 度 はアメリカと ⽇ 本 の ⾼ 齢 者 介

護 施 設 で異な る ． そ れ に伴って⼊居の 対 象 者 ，サービスの内容， 職 員 の 配

置基準と いった 体 制も変 わ る ． し た がって ，アメリカと ⽇ 本 の ⾼ 齢 者 介 護

施 設 を単純に⽐較し て検討する こ と は できな い ．   

 



 99 

 

第 5 節  結 論   

 本 調 査 の ⽬ 的 は ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 に お け る 介 護 職 の⾏動 指針と そ の 施 設 体 制

を明確にする た め ， 看 取 り を先駆的 に お こ なって い るアメリカ・ナーシン

グホームを 調 査する こ と で あ る ．  

 調 査 の 結 果 ， ⼼ 肺 停 ⽌ に 関 連する C N A の 役 割 は ， R N が提⽰ し た観察 項

⽬ に従って ，⼊所 者 の 体 調 を確認する こ と だった ． ⼼ 肺 停 ⽌ 時 で の 役 割 は ，

医師が決定 し た D N A R の 指 ⽰通り に ，蘇⽣処置を試さず， 本 ⼈ の 意思を尊

重する こ と だった ． そ れ以外 の ⼼ 肺 停 ⽌ に 対 し て は ，蘇⽣処置を 施 し ⽣ 命

をつなげてく役 割 を担って い た ．  

 こ れ ら の 結 果 か ら ， ⽇ 本 の 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 の 看 取 り 体 制 に ⽰唆を 得 ら

れ た こ と は ，次の 2 つで あ る ．  

1 .  看 護師は⼊所 者 の 体 調 につい て観察するべき内容を ，毎⽇ 介 護 職 に具

体 的 に明⽰する こ と ．  

2 .  介 護 職 が ⼼ 肺 停 ⽌ 時 に 対 し て適切に 対 応 し て いくに は ，判断基準を

D N A R に 限 定する こ と と ， D N A R 以外 は蘇⽣処置を⾏うと いった明確

な⾏動 指針を 介 護 職 に明⽰する こ と ．  

 

 

第 6 節  本 調 査 の 限 界 と 課 題  

 本 調 査 はアメリカ合衆国ハワイ州のナーシングホームで 調 査 を⾏った ．

そ の 結 果 ， 看 護 職 が 介 護 職 に観察すべき内容を伝える こ と や ， 介 護 職 の判

断基準や⾏動 指針を D N A R に 限 定する こ と が ⽰唆さ れ た ．今後 は D N A R を

基準に し た ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 介 護 職 の 対 応 につい て ， 介⼊調 査 を し ， 施 設内で

の 看 取 り に有⽤かどうか 実証調 査する必要が あ る ．  

 な お ， 本 調 査 は 介 護 福 祉学に掲載さ れ た筆者 の 論⽂を ⼀部修正し たもの

で あ る (古川 , 2 0 1 7 ) ．  
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終章  総 括  

 

 

 

 ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 看 取 り 体 制上の 課 題 を把握する た め ， 本 研 究 の ⽬ 的 は ，  

⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 と 体 制上の 問 題点を明ら か にする た め ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設

が ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 をどの ように 実 施 し て い る の か ， ま た そ の 背 景 に は

何が あ る の か を探索的 に明ら か にする こ と で あ る ． そ の 結 果 か ら ， 看 取 り

体 制上の 課 題解決の ⽅向性 を ⽰すこ と で あ る ．  

 第 1 章 で は ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 が 看 取 り 場 所 と し て 役 割 をもつように なっ

た 経 緯 を ， 医 療 福 祉 政 策 の 歴 史 的 変 遷 か ら説明し た ． 第 2 章 で は ，  A C P の

概観と 諸 外 国 の 取 り 組 み を整理 し た ． ⽇ 本 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 で⽤い ら れ て

い る ， 看 取 り 意向書 と 看 取 り同意 書 の違いも整理 し ， 課 題 を述べた ． 第 3

章 で は ， A C P に 関 連 し た緊急 対 応 に 関する 国内外 の先⾏研 究 をスコーピン

グレビューし ， こ れ ま で明ら か に なって い る 研 究 成 果 か ら ，今後 の 研 究 課

題 を検討し た ． 第 4 章 で は ， 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 の 介 護 職 が⾏う蘇⽣処置を

質的 に検討し た ． 第 5 章 で は ， 死 亡診断を ⽬ 的 と し た 救 急搬送と そ の 関 連

要因を量的 に明ら か に し た ． 第 6 章 で は ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お け る ⼼ 肺 停

⽌ 時 の 介 護 職 の具体 的 な⾏動 指針と責任範囲につい て ⽰唆を 得 る た め ，ア

メリカ合衆国ハワイ州のナーシングホームで 調 査 を⾏った ．  

 本 章 に お い て は ，最初に 本 研 究 の 結 果 を ま と め ，次に 総 合 考 察する ．最

後 に ， 結 論 と し て 看 取 り 体 制 の整備に必要と な る 課 題 を提⽰する ．  

 

 

第 1 節  本 研 究 の ま と め  

第 1 項  看 取 り 政 策 の 推 進 と ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 看 取 り 実践と のギャップ  

 第 1 章 で は ， 医 療 福 祉 政 策 や そ れ に伴う⾼ 齢 者 の 看 取 り 場 所 の 変 遷 を概

観し た ． 看 取 り 場 所 と し て 役 割 が 期待さ れ て い る ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 課 題 を ，

⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 に視点を あ て て整理 し た ． ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の中でも介 護

⽼ ⼈ 福 祉 施 設 は ， 医 療 職 が 2 4 時 間 配置さ れ て お らず，夜間 は 介 護 職 の み の
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配置で あ る ． 介 護 職 は夜間 に発⽣する ⼼ 肺 停 ⽌ へ の 対 応 に 対 し て ，不安を

感じて い る ．  

 ⼼ 肺 停 ⽌ し た⼊所 者 の中に は ， 救 急隊が到着する ま で蘇⽣処置が 施 さ れ

て い な い 者もい る と報告さ れ て い る ． ⼀ ⽅ ，⼊所 者 ，家族と 施 設 と の 間 で ，

施 設内で 看 取 り をする こ と を同意 し て い ても， いざそ の 時 が来た ときに ，

医師と 連絡が 取 れ な い こ と や ， 医師が 施 設 に来所 できな い と いう理由で ，

本 ⼈ の 意思に反し て 救 急搬送さ れ る 者も報告さ れ て い る ． こ の ような 背 景

か ら ⾼ 齢 者 介 護 施 設内で⼊所 者 が ⼼ 肺 停 ⽌する と ， 施 設 の都合 で⼊所 者 の

⽣ 命 や 意思が損な わ れ て い る可能性 が 推 察 さ れ た ．  

 こ れ ら の 状況か ら筆者 は ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お け る ⼼ 肺 停 ⽌ の 対 応 に疑

問 を持ち， さ ら に 看 取 り 政 策 と ⼼ 肺 停 ⽌ の 対 応 現 場 と の 間 に乖離を感じた ．

なぜな らば， 看 取 り 政 策 で は ，⾃分 ら し い暮ら し を ⼈ ⽣ の最後 ま で続け る

こ と が できる こ と を ⽬ 指 し て い る ． そ の ⼀ ⽅ ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の ⼼ 肺 停 ⽌

の 現 場 に ⽬ を や る と ， ⽣ 命 と 本 ⼈ の 意思が守ら れ て い な い報告が散⾒さ れ

て い た か ら で あ る ．  

 そ こ で筆者 は ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 が 本 ⼈ の 意思を守る 看 取 り を 実 現 し て い

くに は ， まず， 施 設内の ⼼ 肺 停 ⽌ の 現 場 で何が起きて い る の か 課 題 を明ら

か にする 調 査 が必要と 考えた ．具体 的 に は ， 介 護 保 険 施 設 の要と なって い

る 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 で は ，終末期 の診断を受け て い な い⼊所 者 が ⼼ 肺 停 ⽌

し た とき， 施 設 は 本 ⼈ の ⽣ 命 を守る 対 応 をどの ように 実 施 し て い る の か ．

反対 に ，終末期 の⼊所 者 の ⼼ 肺 停 ⽌ に 対 し て ， 本 ⼈ の 意思を守る た めどの

ような 対 応 し て い る の か ， そ れぞれ の 対 応 の 背 景 に何が あ る の か ，リサー

チクエスチョンを た て た ．  

  

  

第 2 項  形骸化 し て い る ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の A D  

 厚 ⽣ 労 働 省 が 推 進 し て い る 医 療 に お け る 意思決定⽀援で あ るアドバン

ス・ケア・プランニング ( A d v a n c e d  C a r e  P l a n n i n g : A C P ) を概観し た ． 諸

外 国 で の 取 り 組 み等を整理 し て ，終末期ケアに お け る A C P の有⽤性 につい
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て確認し た ． A C P を 構 成する要素で あ る 事 前 指 ⽰ 書 の種類を提⽰ し ， ⾼ 齢

者 介 護 施 設 で⽤い ら れ て い る 事 前 指 ⽰ 書 と同意 書 の違い につい て整理 し た ．  

 ま た ， ⽇ 本 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 で⽤い ら れ て い る 看 取 り 意向書 と同意 書 に

は ，代理 ⼈決定 指 ⽰ が なく，⾃⼰決定 と いう観点で は海外 の A D と⽐べ形

骸化 し て い る と 考えら れ た ．ゆえに ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の⼊所 者家族が ， 本 ⼈

の⾃⼰決定 の責任を負わせら れ て い た ．  

 そ こ で ， まずこ れ ま で明ら か に なって い る緊急 対 応 に 関 連する ⾼ 齢 者 介

護 施 設 の A C P に 関 連する先⾏研 究 をスコーピングレビューし ，具体 的 な 研

究 課 題 を明ら か にする必要性 が あ る と 考えた ．  

 

第 3 項  介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 に お け る蘇⽣処置の質的 調 査 と 救 急搬送の量

的 調 査 の必要性  

 第 4 章 で は ，具体 的 な 研 究 課 題 を明ら か にする た め ，緊急 対 応 に焦点を

お い て ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の A C P に 関 連 し た 国内外 の 論⽂をスコーピングレビ

ューし た ．スコーピングレビューの 結 果 ，蘇⽣処置と 救 急搬送の 2 つの緊

急 対 応 につい て⾔及 さ れ て い た ．蘇⽣処置に 関 し て は ， A D が あっても看

護 職 が A C P の概念を知ら な い と 救 急 医 が患者 の A D に従わ な い こ と など，

A D と蘇⽣処置の 関 連 性 を量的 に明ら か に さ れ て い た ．データは ⾼ 齢 者 介

護 施 設 か ら病院 に搬送さ れ た⼊所 者 のカルテを⽤い て い た が ， ⾼ 齢 者 介 護

施 設 のデータを⽤い て検討し た 研 究 が お こ な わ れ て い な かった ． 救 急搬送

に⾔及 し た ⽇ 本 の 研 究 で は ， 死 亡診断と いった明確な ⽬ 的 で 救 急搬送する

施 設 の存在が報告さ れ て い た ． し か し ， そ の要因を量的 に 調 査 が さ れ て い

な い こ と が 分 かった ．  

 以上の こ と か ら ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 看 取 り 体 制 の 課 題 を把握する に は ， 1 .

⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 を質的 調 査 し て明ら か にする こ と と ， 2 . 死 亡診断を ⽬ 的

に し た 救 急搬送する要因を量的 に 調 査する 研 究 課 題 が あ る こ と が 分 かった ．  

 

第 4 項  救 命 と 看 取 り が混在し て い るマニュアルと ⼼ 肺 停 ⽌ の 対 応  

 第 4 章 で は ， 看 取 り を 実践し て い る 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 の 介 護 福 祉⼠を 対

象 に質的 調 査 を⾏い ， ⼼ 肺 停 ⽌ の発⾒か ら 救 急隊が到着する ま で の ， 介 護
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福 祉⼠の蘇⽣処置を明ら か に し た ． な お ， ⼼ 肺 停 ⽌ し た⼊所 者 の 事例は ，

いずれも終末期 の診断を受け て い な い 事例に 限 定 し た ．  

 分 析 の 結 果 ， 介 護 福 祉⼠が⾏う蘇⽣処置は ，蘇⽣処置を開始する ま で に

数分 か か る こ と や ，蘇⽣処置を開始し ても中断する こ と や中⽌する こ と が

み ら れ た ．蘇⽣処置を開始する ま で に数分 か か る 介 護 福 祉⼠は ， 施 設 のマ

ニュアルに従って ， 施 設 ⻑ と家族に電話連絡し ， 救 命する か ， 看 取 る か の

指 ⽰ を仰い で い た ． こ の ような電話連絡が含ま れ るマニュアルに は ， 救 命

対 応 と 看 取 り 対 応 と相反する 対 応 が含ま れ て い る こ と が ⽰唆さ れ た ．  

 次に蘇⽣処置を中⽌する 介 護 福 祉⼠は ， 救 急隊が来る ま で の 間 ， 死 亡 と

予測し 救 命 を諦め た ．同時 に ，普段の 会話か ら聞い て い た ， 「もうこ れ以

上⻑ ⽣きし なくて い い 」 と いった 本 ⼈ の 意向に沿って ，蘇⽣処置を中⽌ し

た ． こ の 介 護 福 祉⼠は ，蘇⽣処置の ⽬ 的 を 救 命 で は なく延命 と解釈を かえ

て い た と 推 察する こ と が できた ．⾔い換える と 介 護 職 が⾏う⼼ 肺 停 ⽌ の 対

応 に は ，マニュアルと同様に ， 救 命 対 応 と 看 取 り 対 応 が混在し て い る こ と

が ⽰唆さ れ た ．  

 

第 5 項  ⼼ 肺 停 ⽌ に 対する⾏動 指針を明確化する必要性  

 第 5 章 で は ， 第 4 章 の質的 調 査 で 得 ら れ た 結 果 をもと に質問 項 ⽬ を作成

し て ，量的 調 査 を⾏った ． 死 亡診断をする ⽬ 的 で病院 へ 救 急搬送する要因

を明ら か にする た め に ， 「 死 亡診断を ⽬ 的 に し た 救 急搬送」 を従属変数に

し ， 「蘇⽣処置の 意向の把握⽅ 法 」 ， 「 看 取 り 介 護 の 体 制 」 ， 「 救 急搬送

の判断基準」 を独⽴変数に し て ，ロジスティック回帰分 析 し た ．  

 そ の 結 果 ， 死 亡診断を ⽬ 的 と し た 救 急搬送し て い る 施 設 は ， 「蘇⽣処置

の 意向を⼊所 者 全 員 に聴取 」 し て い な い ， 「蘇⽣処置の 意向をケアマネジ

ャーが把握」 し て な い傾向が ⽰ さ れ た ． こ の 結 果 か ら 施 設内の 看 取 り に は

ケアマネジャーが影響を与えて い る と 考える こ と が できた ．  

 ほか に は 「終末期以外 の ⼼ 肺 停 ⽌ に 介 護 職 が訴訟や過失責任を 問 わ れ る

懸念をもつ」 施 設も死 亡診断の ⽬ 的 で 救 急搬送し て い る傾向が ⽰ さ れ た ．

こ れ は ， ⼼ 肺 停 ⽌ に 対 し て ，過去に家族か ら抗議さ れ た苦い 経験や不安が

背 景 に あ る と 考えら れ た ．   
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 こ れ ら の 結 果 か ら ， 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設内で ⼼ 肺 停 ⽌ し た⼊所 者 の 意向に

沿って 看 取 り を 実 現 し て いくに は ， 1 . 施 設ケアマネジャーが⼊所 者 の蘇⽣

処置の 意向を把握する こ と ， 2 . ⼼ 肺 停 ⽌ に 関する 介 護 職 の⾏動 指針と責任

範囲を明確にする こ と が ⽰唆さ れ た ．  

 

第 6 項  D N A R に 限 定 し た蘇⽣処置の不実 施  

 第５章 の 結 果 か ら ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 に は ， まず介 護 職 の⾏動 指針と責

任範囲を明確に し た 体 制づくり の必要性 が ⽰唆さ れ た ． し か し ， 第 ３ 章 か

ら 第５章 ま で の 調 査 か ら は ， 介 護 職 の⾏動 指針や責任範囲を具体 的 に明確

化する こ と が できな かった ． そ こ で 第 6 章 で は ， 看 取 り を先駆的 に お こ な

って い るアメリカ合衆国 のナーシングホームに訪問 し 調 査 し た ．ナーシン

グホームで は ， C N A の 参与観察 とヒアリングか ら ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 に 関

連する C N A の 役 割 を明ら か に し ， そ の 結 果 か ら ⼼ 肺 停 ⽌ に 関 連する 施 設 体

制 を検討し た ． C N A に は ， 看 護 職 の補佐，⼊所 者 の 意思を尊重する ， 救 命

につなげる と いう， 3 つの 役 割 が あった ． こ の 役 割 を 果 たすた め に ， 施 設

は明確な⾏動基準を C N A に提⽰ し て い た ．⾏動基準は D N A R の 指 ⽰ に 限

ら れ て お り ， D N A R が あ れば蘇⽣処置は 実 施せず， な け れば，蘇⽣処置は

⾏うと 定 め ら れ て い た ． し た がって A D の内容で C N A は⾏動 を 変える こ と

は な かった ．  

 こ れ ら の 結 果 か ら ， ⽇ 本 の 介 護 職 が ⼼ 肺 停 ⽌ 時 に 対 し て適切に 対 応 し て

いくに は ，判断基準を D N A R に 限 定する こ と と ， D N A R 以外 は蘇⽣処置を

⾏うと いった明確な⾏動 指針を 介 護 職 に明⽰する こ と が 分 かった ．  

 

第 2 節  本 研 究 の 総 合 考 察  

 本 節 で は ， 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 の 看 取 り 体 制 の 課 題 を検討し て いく． 第 ２

章 か ら 第 ６ 章 ま で の 結 果 か ら ， 看 取 り 体 制 を整備する に は ， 第 1 に ⼼ 肺 停

⽌ 時 に蘇⽣処置を 実 施する か否か の基準は ，終末期 の診断を条件に発⾏さ

れ た 看 取 り同意 書 に 限 定する こ と ． 第 ２ に 施 設ケアマネジャーの 役 割 を

A C P のコーディネーターにする こ と ． 第 3 に 施 設 の 配置医 が A C P チームに
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参加する必要性 が あ る と 考えた ． な お ， こ れ ら の 前提に は ， 厚 ⽣ 労 働 省 の

⽅針に則って 施 設 に A C P の概念を 取 り⼊る こ と で あ る ．  

 

第１項  看 取 り同意 書 に 限 定 し た蘇⽣処置の⾏動基準  

 第４章 の質的 調 査 の 結 果 か ら ， 介 護 福 祉⼠は ⼼ 肺 停 ⽌ し た⼊所 者 に 対 し

て ，蘇⽣ を諦め る と 本 ⼈ の 意向に沿って蘇⽣処置を中⽌ し て い た こ と が 分

かった ． こ れ は ， ⼼ 肺 停 ⽌ の 現 場 に居合 わせた 介 護 福 祉⼠が ， そ の⼊所 者

の 看 取 り の 意向と ，終末期 の⼊所 者 に発⾏さ れ る 看 取 り同意 書 の機能につ

い て ，混同し て い た ．  

 そ の ⼀ ⽅ ， 第 ６ 章 のナーシングホームの 調 査 で は ， C N A は ， D N A R に よ

って蘇⽣処置を 実 施する か判断し て い た ． こ れ は ，ナーシングホームで は

普段か ら ，突然の ⼼ 肺 停 ⽌ と 看 取 り の ⼼ 肺 停 ⽌ に備え， C N A の 役 割 と⾏動

基準を明確に ⽰ し て い る 施 設 体 制 が 背 景 に あった ．  

 

第 ２ 項  施 設ケアマネジャーをコーディネーターと し た A C P のチーム体

制 構築の必要性  

 第 5 章 の 結 果 か ら ， 「 施 設ケアマネジャーが蘇⽣処置の 意向を把握」 の

項 ⽬ が 死 亡診断を ⽬ 的 に し た 救 急搬送と 関 連 し て い た こ と が ⽰ さ れ た ． こ

れ は⼊所 者 の終末期 の 時 期 ま で 意志決定 を⽀援するケアマネジャーの 役 割

や ，⼊所 者 と家族の希望を把握し て い る 介 護 職 と 連携するケアマネジャー

の機能に由来する と 考えら れ た ． そ れ だ け で なく， 施 設ケアマネジャーは ，

主に 施 設 の 介 護 職 ， 看 護 職 ，リハビリ職 ， 医師と 連携する こ と が多い ． な

か でも医 療 職 と の 連携調整が強く求め ら れ て お り ，他職種連携のコーディ

ネーターと し て の 役 割 をもつ．  

 ケアマネジャーの 役 割 か ら 救 急搬送と の 関 連 性 につい て検討する と ，最

終的 に蘇⽣処置の 指 ⽰ を検討する 医師に ， A C P の話し 合 い 時 やケアマネジ

ャーを通じて 事 前 に 本 ⼈ の 意向が伝えら れ て い る可能性 を 考える こ と が で

きる ． そ れ だ け で なく， ⼼ 肺 停 ⽌ の 現 場 に居合 わせる 介 護 職 にも， 事 前 に

⼼ 肺 停 ⽌ 時 の し か るべき⾏動（つま り 医師の 指 ⽰ ) が伝えら れ て い る と 考え

る こ と が できる ．  
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 以上の こ と か ら ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お け る 看 取 り 体 制 の整備に は ， 施 設

ケアマネジャーがコーディネーターと し た A C P チームを 構築する こ と が有

⽤で あ る と ⽰唆さ れ た ．  

 

 

第 ３ 項  A C P へ の 医師の 参加と ， そ の 役 割 に⾒合った 保障  

 第 6 章 のアメリカのナーシングホームの 調 査 か ら ， 医師の 役 割 が 分 かっ

た ．ナーシングホームの 医師は ，⼤抵，⼊所 前 か ら 本 ⼈ の家庭医 と し て 関

係が あった ， か か りつけ 医 で あ る ． か か りつけ 医 は必要に 応じて継続的 に

訪問診療 を⾏う． そ し て ， か か りつけ 医 は⼊所 者 が終末期 の段階に⼊る と ，

当然終末期 の診断をつけ る ．同時 に ，ハワイ州法 の 下 ， A D を 参 考 に し て ，

本 ⼈ ，家族， 看 護師，ホスピス医等と話し 合 い な が ら P O L S T の内容を検討

し ，作成する ． そ の中で D N A R の 指 ⽰も検討する ．  

 第 5 章 の 結 果 ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設内で 看 取 り をする た め に は ， A C P のチー

ムを 構築する必要が あ る こ と が ⽰唆さ れ た ． A C P に お け る ⽇ 本 の 医師の 役

割 につい て⻄川 ( 2 0 2 1 ) は ， 本 ⼈ 意思の 実 現 の た め に は 医 療上の判断を しっ

か り⾏うこ と と ，述べて い る ．つま り ， 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 の 配置医師は

A C P のチームの ⼀ 員 と し て重要な 役 割 を担って い る こ と は⾔うま でもな い ．  

し か し ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お い て 意志決定⽀援の話し 合 い に ， 医師が 参加

し て い る 施 設 は 4 割 と少な い ( ⼈ ⽣ の最終段階に お け る 医 療 の普及 ・啓発の

在り ⽅ に 関する検討会 , 2 0 1 8 ) ． こ れ は ， 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 の 配置医 の 役 割

は⼊所 者 全 員 の 健康管理 ， 定 期 健康診断， 予防注射， 介 護⽀援などの単発

的 に⾏える 医学的業務に とどまって い る こ と に起因し て い る と 考えら れ る ．

つま り ， 介 護 保 険 法 で は ，アメリカのナーシングホームの か か りつけ 医 の

ように ，継続的 に各⼊所 者 の 医学的管理 を求め ら れ て は い な い ．  

 配置医 が 課せら れ て い る 医学的業務に か か る 介 護報酬は ，業務量に 関係

なく⼀ 定額で算定 さ れ て い る ． 医師の中に は ，契約料 に 関 し て ， 割 り に 合

わ な い と いって 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 の嘱託医 を受け な い 医師もい る ．反対 に ，

個々のボランティア精神で契約し て い る 配置医も存在する (永井 , 2 0 1 7 ) ．つ

ま り ， 現⾏の 法 制 度 で ， 配置医 を A C P チームの ⼀ 員 と し て 役 割 をもと め る
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こ と は ， 医師個⼈ に負担を 課すこ と に な り かねな い ． 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 で

看 取 り 体 制 を整備し て いくに は ， A C P のチームの ⼀ 員 と し て 医師が 参加で

きる よう， そ の 役 割 に⾒合った 保障を 制 度 化する必要が あ る と 考える ．  

 

第 3 節  本 研 究 の 結 論  

 本 研 究 の ⽬ 的 は ， ⽣ 命 の尊厳を守る こ と を⼤前提に し て ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の

対 応 と 体 制上の 問 題点を明ら か にする こ と で あ る ． そ の 結 果 か ら終末期 の

⼊所 者 の最後 の瞬間 ま で 本 ⼈ の 意思を尊重する 看 取 り 体 制上の 課 題解決の

⽅向性 を ⽰すこ と で あ る ．  

 そ こ で 第 2 章 で A C P の 歴 史 的 経 緯 と 諸 外 国 の 取 り 組 み を整理 し た ． そ の

結 果 ， ⽇ 本 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 看 取 り 意向書 と同意 書 は形骸化 さ れ て い る

可能性 が 考えら れ た ． 第 3 章 で はスコーピングレビューを⾏い ， ⾼ 齢 者 介

護 施 設 に お け る A C P に か か る緊急 対 応 につい て整理 し ， 研 究 課 題 を明ら か

に し た ． そ の 結 果 ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お け る蘇⽣処置の 実 態 を質的 に 調 査

する こ と と ， 死 亡診断の ⽬ 的 で 救 急搬送する ⾼ 齢 者 介 護 施 設側の 関 連要因

を量的 調 査する必要性 が 分 かった ．  

 第 4 章 で は ， 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 の ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 を 調 査 し た ． そ の 結

果 ，マニュアルの内容は ， 救 命 対 応 と 看 取 り 対 応 が混在し て い た こ と が明

ら か に なった ． さ ら に ， 介 護 職 が ， ⼼ 肺 停 ⽌ し た⼊所 者 に 対 し て蘇⽣ を諦

め る と ，蘇⽣処置の ⽬ 的 を 救 命 か ら延命 に解釈を 変え，蘇⽣処置を中⽌ し

た ま ま ， 救 急搬送を し て い た こ と が明ら か に なった ．  

 第 5 章 で は 死 亡診断を ⽬ 的 と し た 救 急搬送の 関 連要因を 調 査 し た ． そ の

結 果 ， 死 亡診断の ⽬ 的 で 救 急搬送し な い 施 設 は ，蘇⽣処置の 意向を 施 設マ

ネージャーが把握し て い る傾向が あ る こ と が ⽰ さ れ た ． こ れ は終末期 介 護

に お け る他職種と家族をコーディネートし て情報共有し ようとする 施 設ケ

アマネジャーの 役 割 に起因し て い る と 考えら れ た ．  

 第 3 章 か ら 第 5 章 の 調 査 結 果 か ら ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お け る ⼼ 肺 停 ⽌ 時

対 応 の 実 態 が 分 かった ． ま た 施 設内で 看 取 り をする に は ⼼ 肺 停 ⽌ の 現 場 に

居合 わせる 介 護 職 の判断が決め⼿に なって お り ， 介 護 職 の⾏動 指針や責任

範囲を明確にする必要性 が 分 かった ． し か し ， こ こ ま で の 調 査 か ら は ， 現
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場 に即し た具体 的 な 看 取 り 体 制 の 課 題 を明ら か にする に は ，不⼗分 で あっ

た ．  

 第 6 章 で ， ⽇ 本 よ りも先⾏し て ⾼ 齢 者 介 護 施 設 で 看 取 り を 実 施 し て い る

アメリカ合衆国 か ら ⽰唆を 得 る こ と を ⽬ 的 に し て ，ハワイ州に あ るナーシ

ングホームの 調 査 を し た ． 調 査 の 結 果 ，ナーシングホームで は各⼊所 者 に

か か りつけ 医 が お り ，診療上の責任をもって い た ．終末期 に な る とホスピ

ス医も加わ り ， か か りつけ 医 はホスピス医 と ともに ， 本 ⼈ の A D に基づい

て D N A R の 指 ⽰ を だ し て い た ． ⽇ 本 の 介 護 職 に相当するナーシングアシス

タントは ， D N A R の 指 ⽰ が あ る ときに 限って蘇⽣処置を試さず， そ れ以外

は蘇⽣処置を 実 施する と ， 法 的 に 義務づけ さ れ て い た ．  

 第 1 章 か ら 第 6 章 ま で の内容か ら 総 合 考 察する と ，⼊所 者 の 意思を尊重

し た 看 取 り 体 制 を整備する に は ，次の 5 つの 課 題 が ⽰ さ れ た ．  

1 . ⼼ 肺 停 ⽌ 時 対 応 の判断基準を 看 取 り同意 書 に 限 定する こ と  

2 . 看 取 り 意向書 に は ，代理 ⼈決定 指 ⽰も包含する こ と  

3 . 介 護 職 が 看 取 り 意向書 と混同し な い ように ， 看 護 職 は毎⽇ ， 介 護 職 に⼊

所 者 全 員 の 看 取 り同意 書 の存在につい て情報提供する こ と ．  

4 . 本 ⼈ の 意向と 看 取 り同意 書 の発⾏に 関 し て正確な情報を共有できる よう

に ， 施 設ケアマネジャーをコーディネーターと し た A C P チームを 構築する

こ と  

5 . A C P のチームの ⼀ 員 と し て 医師が 参加できる よう， そ の 役 割 に⾒合った

保障を 制 度 化する こ と  

 とくに ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 に 関する判断基準を明確にする 体 制 を 施 設 に

構築すれば，少なくても現 状 の 施 設 体 制 と⽐べて ， 職 員 が ⼼ 肺 停 ⽌ に適切

に 対 応する こ と が でき， そ の 結 果 ，⼊所 者 の ⽣ 命 と尊厳を守る こ と が でき

る と 考える ． さ ら に ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 を 実 施する 介 護 職 が ，訴訟や過失

責任を 問 わ れ る こ と に 対 し て の不安は 低減さ れ る に違い な い だろう．  

 

 

第 4 節  本 研 究 の 意 義  
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第 1 項  学術 的 意 義  

 先述し た と お り ， こ れ ま で ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お け る ⼼ 肺 停 ⽌ 時 対 応 に 関

連 し た様々な 研 究 や 取 り 組 み は⾏わ れ て い る ． し か し ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の

職 員 が 実 施する蘇⽣処置の 実 態 を質的 に 調 査 し た 研 究 や 死 亡診断を ⽬ 的 と

し た 救 急搬送の要因と 関 連 性 を量的 に 調 査 し た 研 究 は みうけ ら れ な い ． さ

ら に ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 看 取 り 体 制 を整備する た め に ， ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応

の 課 題 に⾔及 し た 研 究 は さ れ て い な かった ．  

 本 研 究 の 結 果 か ら ， 看 取 り に不可⽋な ⼼ 肺 停 ⽌ 時 対 応上の 課 題 を解決し

て いくに は ， 1 ) ⼼ 肺 停 ⽌ 時 対 応 の判断基準を 看 取 り同意 書 に 限 定する こ と ，

2 )代理 ⼈決定 指 ⽰ の導⼊する こ と ， 3 )毎⽇ の 看 護 職 か ら 介 護 職 へ ， 看 取 り

同意 に 関する情報提供する こ と ， 4 ) 施 設ケアマネジャーをコーディネータ

ーと し た A C P チーム体 制 をつくる こ と ， 5 ) A C P のチームの ⼀ 員 と し て 医師

が 参加できる よう， そ の 役 割 に⾒合った 保障を 制 度 化する必要が あ る こ と  

の５点が ⽰唆さ れ た .  

 ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 に焦点を あ て ，蘇⽣処置と 看 取 り の⼆側⾯か ら 看 取 り

体 制 の 課 題 を検討し た 研 究 は希少で あ る ． そ こ に 本 研 究 の学術 的価値が あ

る と 考える ．  

 

第 2 項  社 会 的 意 義  

 ⾼ 齢 者 医 療費の財政 に占め る 社 会 保障費の 割 合 は ， 問 題 と 指摘さ れ る こ

と が多い ． ま た 2 0 2 0 年以降，新型コロナウイルス感染症の蔓延で ， 救 急 医

療 はひっ迫し た ． こうし た中， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 が適切に 救 急 医 療 を利⽤す

る こ と は ， 社 会 保障財政 的 にも国 ⺠ の ⽣ 命 と 健康を守る た め にも⽋かせな

い こ と で あ る ．  

 死 亡診断を ⽬ 的 と し た 救 急搬送の要因を明ら か に し た 本 論⽂は ，延命治

療 を希望し な い終末期 ⾼ 齢 者 の 救 急搬送や ⾼ 度 救 命 救 急センターで の⼊院

治療 を回避させる ⼀助に な る だろう． ま た何よ りも，病院以外 で最後 を迎

えた い と いう⼈々の希望に 寄与する で あろう．  
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第 3 項  ⼈ 間科学的 意 義  

 ⾼ 齢 者 の 看 取 り 場 所 は ， 戦 後 よ り⾃宅か ら病院 ，病院 か ら⾃宅・ ⾼ 齢 者

介 護 施 設 へ 移⾏する よう政 策誘導さ れ て い る ． 2 0 0 6 年以降か ら診療報酬や

介 護 保 険 法 の 度重な る 改正に よって ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 は 看 取 り 場 所 と し て

の 役 割 を ⼀層期待さ れ て い る ．  

 し か し ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お け る ⼼ 肺 停 ⽌ の 現 場 で は ， 看 取 り の 政 策 と ⽣

命 の安全確保 義務の 間 に 介 護 職 が挟ま れ ， ⾝ 動きが 取 れ な い 状況が あ る ．

こうし た 状況下 で⼊所 者 が ⼼ 肺 停 ⽌する と ， 本 ⼈ の ⽣ 命 や 意思を損なう場

合もあ る ． ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お け る ⼈ 間 の ⽣ 命 と尊厳に 対する 問 題 は ，延

命 を可能に し た 医学の発達だ け で なく， 1 9 7 0 年代以降の新⾃由主義 政 策 を

背 景 に し て ，顕在化 し た と 考える ．  

 し か し ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お け る ⼼ 肺 停 ⽌ 時 対 応 の 調 査 研 究 は ，主に 医

学や 看 護学領域で⾏わ れ ，病院搬送さ れ た傷病者 の特徴や ，蘇⽣処置の教

育研修の 課 題検討に とどまって い る ． ⼼ 肺 停 ⽌ の 対 応 現 場 に か か る 課 題解

決につい て未だ知⾒が 得 ら れ て い な かった ．  

 本 研 究 は従来の 研 究 調 査 と異な り ，次の ３点の特徴が あげら れ る ． 第 ⼀

に 施 設 の 職 員 を 対 象 に 調 査 し ， 第４章 で は 医学的概念枠組 み で ， 第５章 で

は 社 会 政 策 的視点で 分 析 し た ． 第⼆に ， 第 ６ 章 で海外 の 施 設 体 制 を 社 会 調

査 法 の 参与観察 法 で 調 査 し た ． 第三に ，学際的 なアプローチで ， ⼈ 間 の尊

厳に 関 わ る 課 題解決に挑戦 し ようと試み た ．  

 ⼈ 間 の ⽣ 活 を めぐる 課 題解決に は ，⾃然科学と 社 会科学が融合 し た ⼈ 間

科学的⼿法 の 研 究 が有⽤で あ る ．つま り ， ⼈ 間科学は学際的 なアプローチ

で ⼈ 間 の W e l l  B e i n g を ⽬ 指 し て い る ． 本 研 究 は ， ⼈ 間 の尊厳に 関する 課 題

解決に向け て ， ⼈ 間科学的⼿法 で 調 査 を⾏い ， 看 取 り の 意向と 看 取 り の同

意 が混同し て い る ⼼ 肺 停 ⽌ 対 応 の 現 場 の 課 題 を明ら か に し た ． こ の 課 題 は ，

看 取 り 体 制整備に必要と な る具体 的 な ⽅ 策 に 関する知⾒を 得 た と いえる ．

ゆえに ， 本 研 究 は ⼈ 間科学が ⽬ 指す⼈ 間 ⽣ 活 に お け る 課 題 の解明に 寄与し

た と 考える ．  
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第 5 節  本 研 究 の 限 界 と 課 題  

 本 研 究 の 結 果 か ら ， ⾼ 齢 者 介 護 施 設 の 看 取 り 体 制 に お け る ⼼ 肺 停 ⽌ 時 対

応 の 課 題 を解決し て いくに は ， 看 取 り同意 書 を判断基準と し た ⼼ 肺 停 ⽌ 時

の⾏動 を明確化する こ と と ， 看 取 り 意向書 に代理 ⼈決定 指 ⽰ を 取 り⼊れ る

必要性 が ⽰ さ れ た ． こ の 体 制 は ，すで にアメリカのハワイ州のナーシング

ホームで 実践さ れ て い る た め ， 本 ⼈ の 意思を尊重し た 看 取 り 対 応 に は ，効

果 的 で あ る と 考えら れ る ． し か し ， 現地の 医 療 保 険 制 度 や A D の 関 連 法案

は ⽇ 本 と異な り ，当然， 施 設 に 配置さ れ る ⼈ 的資源やコストも異な る ． そ

ればか り で なく， そもそも⾃⼰決定 に 関する ⽇ 本 ⼈ の 意識はアメリカ⼈ と

当然異なって い る ． し た がって ， ⽇ 本 の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 に お い て ， こ の 施

設 体 制 が ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 対 応 に有効だ と断⾔する こ と は できな い ． そ こ で ，

今後 看 取 り同意 書 を⾏動基準に し た ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の 体 制 を 実証する必要が あ

る と 考える ．具体 的 に は ，蘇⽣処置の不実 施 の判断を 看 取 り同意 書 に 限 定

し た 調 査 や ⼼ 肺 停 ⽌ 時 の緊急 対 応マニュアルを 看 取 り⽤と 救 命⽤に区別し

て作成 し ， 救 急搬送の効果 を 実証する 介⼊調 査 をする必要が あ る と 考える ．  

 ま た ， 本 研 究 の 調 査 対 象 場 所 は ， 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 に 限 定 さ れ て い た ．

ほか の ⾼ 齢 者 介 護 施 設 で の 救 急 対 応 や A C P を導⼊し て い る ⾼ 齢 者 介 護 施 設

で の 実 態 調 査 をする必要が あ る ．  

 そ のほか に ，蘇⽣処置や延命処置に 関する 問 題 は ， 医学， 看 護学と いっ

た ⽣ 命科学的 な観点か ら明ら か にする 研 究もあ れば， ⼈⽂・ 社 会科学的 な

観点か ら な さ れ る 研 究も存在し て い る ． 法学や 倫 理学に お い て は ，尊厳死

や安楽死 につい て 研 究 な さ れ て い る ． 社 会学に お い て は ， そ の代表格と し

て ， 死 を 主 題 と し て 社 会 学 的 研 究 を ⾏ っ た ， G l a s e r と

S t r a u s s ( G l a s e r , S t r a u s s , 1 9 6 5 ) や S u d n o w ( S u d n o w , 1 9 6 7 ) の 研 究 が あげら れ

る ． ⼈類学に お い て は ，アメリカのホスピスケアの 実践をエスノグラフィ

ーで 分 析 し た服部の 研 究 を あげる こ と が できる (服部洋⼀ , 2 0 1 8 ) ． ⼈々の 命

を めぐる 研 究 は ，学際的 に⾏わ れ て お り今後 調 査 を 進 め て いく上で は ， こ

れ ら の 分野の 研 究 成 果も含め て ， 考 察 し て いく必要が あ る だろう．  
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河野禎之 ,  ⼭中克夫 ,  松⽥修 ,  ⽯束嘉和 . ( 2 0 0 7 ) .短期 前向き調 査 に よ る⼊所

者 介 護 施 設 に お け る転倒・転落事故の 状況及 び 背 景要因に 関する 事例研

究 ， ⽇ 本認知症ケア学会誌， 6（1 ) ， 5 9 - 6 8 ．  

⽊澤義之 .  ( 2 0 1 6 ) .  レジデントに とって必須の緩和ケアの知識  今後 の こ と

を話し あ おう .  レジデント ,  ( 7 ) ,  9 6 .  

熊本県無 ら い県運動検証委員 会 .  ( 2 0 1 4 ) .  熊本県「 無 ら い県運動 」検証委員

会報告書  .  ( p p . 2 7 8 - 2 8 6 ) .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . p r e f . k u m a m o t o . j p / u p l o a d e d / a t t a c h m e n t / 4 9 2 9 9 . p d f  

厚 ⽣委員 . ( 1 9 9 2 ) .  医 療 法 の ⼀部を 改正する 法律案 .  第 1 2 3 回国 会 参議院 厚

⽣委員 会 第 1 4 号  平 成 4 年 6 ⽉ 1 8 ⽇議事録 .  

厚 ⽣ 省 .  ( 1 9 8 0 ) .  昭和 5 5 年 度版厚 ⽣ 労 働⽩書 .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / t o u k e i _ h a k u s h o / h a k u s h o / k o u s e i / 1 9 8 0 / d l / 0

5 . p d f  

厚 ⽣ 労 働 省 .  ( 1 9 9 6 ) .  厚 ⽣⽩書 平 成 8 年版 .  R e t r i e v e d  f r o m  R e t r i e v e d  

f r o m  

h t t p s : / / w w w . . m h l w . g o . j p / t o u k e i _ h a k u s h o / h a k u s h o / k o u s e i / 1 9 9 6 / d l /

0 3 . p d f  

厚 ⽣ 労 働 省 . ( 1 9 9 7 ) . 医 療 法 の ⼀部改正につい て  平 成 9 年 1 2 ⽉ 2 6 ⽇発健 政

第  2 3 2  号 ,  ( 1 9 9 7 ) .   R e t r i e v e d  f r o m  
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h t t p s : / / w w w . . m h l w . g o . j p / t o p i c s / b u k y o k u / i s e i / i g y o u / i g y o u k e i e i / t u c

h i / 0 9 1 2 2 6 . p d f  

厚 ⽣ 労 働 省 .  ( 2 0 0 0 ) .  厚 ⽣⽩書 平 成 1 2 年版 .  R e t r i e v e d  f r o m  R e t r i e v e d  

f r o m  

h t t p s : / / w w w . . m h l w . g o . j p / t o u k e i _ h a k u s h o / h a k u s h o / k o u s e i / 2 0 0 0 / d l /

0 5 . p d f  

厚 ⽣ 労 働 省 .  ( 2 0 0 4 ) .   終末期 医 療 に 関する 調 査等検討会報告書  −今後 の終

末期 医 療 の在り ⽅ につい て .  ( 第 4 章 ) .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / s h i n g i / 2 0 0 4 / 0 7 / s 0 7 2 3 - 8 . h t m l  

厚 ⽣ 労 働 省 .  ( 2 0 0 7 ) .  平 成 1 9 年 度版厚 ⽣ 労 働⽩書 . ( p p . 4 - 1 3 ) .  R e t r i e v e d  

f r o m  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . . m h l w . g o . j p / w p / h a k u s y o / k o u s e i / 0 7 / d l / 0 1 0 1 . p d f  

厚 ⽣ 労 働 省 .  ( 2 0 1 3 ) .  介 護 福 祉⼠養 成 施 設 に お け る｢医 療 的ケア｣の追加に

つい て (概要 ) .  

h t t p s : / / W w w . m h l w . g o . j p / s e i s a k u n i t s u i t e / b u n y a / h u k u s h i _ k a i g o / s e i k

a t s u h o g o / t a n n o k y u u i n / d l / 4 - 3 . p d f  .  

厚 ⽣ 労 働 省 .  ( 2 0 1 6 ) .  平 成 2 8 年 厚 ⽣ 労 働⽩書  死 亡数及 び 死 亡 率 の 推 移 と

将来推 計 .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / w p / h a k u s y o / k o u s e i / 1 6 / b a c k d a t a / 0 1 -

0 1 - 0 1 - 1 1 . h t m l  

厚 ⽣ 労 働 省 .  ( 2 0 1 7 a ) .  平 成 2 8 年 介 護サービス施 設 ・ 事業所 調 査 の概況  介

護 保 険 施 設 の利⽤者 の 状況  退所 者 の 経路 .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / t o u k e i / s a i k i n / h w / k a i g o / s e r v i c e 1 6 / d l /

k e k k a - g a i y o u _ 0 5 . p d f  
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厚 ⽣ 労 働 省 .  ( 2 0 1 7 b ) .  ⾼ 齢 者虐待の 定 義 .  R e t r i e v e d  

h t t p s : / / w w w . c i t y . d a t e . h o k k a i d o . j p / h o t n e w s / f i l e s / 0 0 0 0 4 1 0 0 / 0 0 0 0 4 1

7 5 / 2 0 1 7 0 8 3 0 0 9 1 9 2 8 . p d f  

厚 ⽣ 労 働 省 .  ( 2 0 1 8 ) .  ⼈ ⽣ の最終段階に お け る 医 療 ・ケアの  決定プロセス

に 関するガイドライン改訂 .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / f i l e / 0 4 - H o u d o u h a p p y o u - 1 0 8 0 2 0 0 0 -

I s e i k y o k u - S h i d o u k a / 0 0 0 0 1 9 7 7 0 1 . p d f  

厚 ⽣ 労 働 省 . ( 2 0 1 9 a ) .  国 ⺠ ⽣ 活基礎調 査 の概況 .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / t o u k e i / s a i k i n / h w / k - t y o s a / k -

t y o s a 1 9 / i n d e x . h t m l  

厚 ⽣ 労 働 省 . ( 2 0 1 9 b ) .  令和元年 介 護サービス施 設 ・ 事業所 調 査 の概況  施 設

事業者 の 状況 .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / t o u k e i / s a i k i n / h w / k a i g o / s e r v i c e 1 9 / i n d e x . h t

m l  

厚 ⽣ 労 働 省 .  ( 2 0 2 1 ) .  ⼈ ⼝ 動 態 調 査  ⼈ ⼝ 動 態 統 計  確定数  死 亡  死 亡 の 場 所

別に み た 年次別死 亡数・百分 率 .  R e t r i e v e d  f r o m  h t t p s : / / w w w . e -

s t a t . g o . j p / d b v i e w ? s i d = 0 0 0 3 4 1 1 6 5 2  

厚 ⽣ 労 働 省 医 政局地域医 療 計画課 .  ( 2 0 1 8 ) .  A C P（アドバンス・ケア・プラ

ンニング ) の愛称を ⼈ ⽣ 会議に決定 し ま し た .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / s t f / n e w p a g e _ 0 2 6 1 5 . h t m l  

厚 ⽣ 労 働 省近畿厚 ⽣局 .  ( 2 0 1 6 ) .  地域包括ケアをご存知ですか . R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / k o u s e i k y o k u . m h l w . g o . j p / k i n k i / t i i k i h o u k a t s u / d o c u m e n t

s / m i n i p a m p h . p d f  

厚 ⽣ 労 働 省 政 策 統 括 官 付 参 事 官 付 ⼈ ⼝ 動 態 ・ 保 健 社 会 統 計 室 . ( 2 0 2 0 ) .令和

元年簡易⽣ 命表の況 .  R e t r i e v e d  f r o m  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . . m h l w . g o . j p / t o u k e i / s a i k i n / h w / l i f e / l i f e 1 9 / i n d e x . h t m l /  
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厚 ⽣ 労 働 省 社 会 保障審議会 .  ( 2 0 1 4 ) .  特別養 護 ⽼ ⼈ホームに お け る 看 護提供

体 制 につい て .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  介 護給付費分科会 第 1 1 2 回 ,  参

考資料１ .  R e t r i e v e d  f r o m  h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / f i l e / 0 5 -

S h i n g i k a i - 1 2 6 0 1 0 0 0 - S e i s a k u t o u k a t s u k a n -

S a n j i k a n s h i t s u _ S h a k a i h o s h o u t a n t o u / 0 0 0 0 0 6 3 1 5 2 _ 2 . p d f  

厚 ⽣ 労 働⼤⾂ .  ( 1 9 9 9 ) .  厚 ⽣ 労 働 省令第三⼗九号指 定 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 の ⼈

員 ， 設備及 び運営に 関する基準 .  

厚 ⽣ 労 働⼤⾂ .  ( 1 9 9 9 ) .  厚 ⽣ 労 働 省令第四⼗号介 護 ⽼ ⼈ 保 健 施 設 の ⼈ 員 ， 設

備及 び運営に 関する基準 .  

厚 ⽣ 労 働⼤⾂ .  ( 1 9 9 9 ) . 厚 ⽣ 労 働 省令第四⼗⼀号指 定 介 護 療 養型医 療 施 設 の

⼈ 員 ， 設備及 び運営に 関する基準 .  

厚 ⽣ 労 働⼤⾂ .  ( 2 0 1 8 ) .  厚 ⽣ 労 働 省令第五号介 護 医 療 院 の ⼈ 員 ， 施 設 及 び 設

備並び に運営に 関する基準 .  

厚 ⽣ 労 働 省中央社 会 保 険 医 療協議会 .  ( 2 0 0 7 ) .  有床診療 所 の評価につい て .  

P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e   中医協診 - 3  1 9 . 1 1 . 7   R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / s h i n g i / 2 0 0 7 / 1 1 / d l / s 1 1 0 7 - 2 e . p d f  

厚 ⽣ 労 働 省 保 険局医 療 課 ⻑ .  ( 2 0 1 2 ) .  平 成 2 4 年 度診療報酬改 定 につい

て . R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / b u n y a / i r y o u h o k e n / i r y o u h o k e n 1 5 / d l / h 2 4 _ 0

1 - 0 2 . p d f  

神⼾市消防局 .  ( 2 0 2 0 ) .  ⾼ 齢 者 福 祉 施 設 に お け る  救 急要請ガイドライン .  

R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . c i t y . k o b e . l g . j p / d o c u m e n t s / 4 1 4 9 0 / k o u r e i s y a g a i d o

r a i n . p d f  
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神⼾⼤学医学部 .  ( 2 0 2 0 ) .  ⼈ ⽣ の最終段階に お け る 医 療 体 制整備事業相談員

研修会 .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / s q u a r e . u m i n . a c . j p / e n d o f l i f e / 2 0 2 0 / g e n e r a l . h t m l  

国⽴社 会 保障・ ⼈ ⼝ 問 題 研 究 所 ( 1 9 9 9 ) ⽇ 本 社 会 保障資料 Ⅳ 1 9 8 0 - 2 0 0 0 . 1 6 .

⽼ ⼈ 福 祉 .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . i p s s . g o . j p / p u b l i c a t i o n / j / s h i r y o u / n o . 1 3 / d a t a / k a i d a i / 1 6 .

h t m l  

国⽴社 会 保障･⼈ ⼝ 問 題 研 究 所  ⼈ ⼝ 構造研 究部 .  ( 2 0 1 9 ) . ⽇ 本 の世帯数の将

来推 計（都道府県別推 計 )  2 0 1 9（平 成 3 1 ) 年 推 計  ―  2 0 1 5（平 成 2 7 ) 年

〜 2 0 4 0（平 成 5 2 ) 年  ― .  R e t r i e v e d  f r o m  h t t p s : / / w w w . i p s s . g o . j p / p p -

p j s e t a i / j / h p j p 2 0 1 9 / g a i y o / g a i y o . p d f  

⼩島原典⼦ ,中⼭健夫 ,森實敏夫 ,⼭⼝直⼈ ,吉⽥雅博 .  ( 2 0 1 6 ) . M i n d s  診療ガ

イドライン作成マニュアル  .  V e r .  2 . 0 .  ( p p . 1 5 ) ⽇ 本 医 療機能評価機構 .  

⼩松恵 ,  島⾕智彦 .  ( 2 0 1 7 ) .  が ん患者緩和ケアに お け るアドバンス・ケア・

プランニングに 関する ⼀般病棟看 護師の認識 .  P a l l i a t i v e  C a r e  

R e s e a r c h ,  1 2 ( 3 ) ,  7 0 1 - 7 0 7 .  d o i : 1 0 . 2 5 1 2 / j s p m . 1 2 . 7 0 1  

埼⽟県地域包括ケア課 .  ( 2 0 1 9 ) .  介 護 施 設 に お け る 看 取 り 介 護 の⼿引き〜 現

場⼒を ⾼ め る 〜 .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . p r e f . s a i t a m a . l g . j p / a 0 6 0 9 / m i t o r i / m a n u a l . h t m l  

齋藤⽴滋 .  ( 2 0 1 9 ) .  診療報酬制 度 に お け る在宅医 療 の形成 と 展開 .  ⼤阪産業

⼤学経 済 論集 ,  2 1 ( 1 ) ,  5 3 - 6 9 .   

相模原市 ( 2 0 1 8 ) . ⾼ 齢 者 福 祉 施 設等救 急講習会 の開催〜⽯井救 命⼠〜（1 4 ) .  

R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . c i t y . s a g a m i h a r a . k a n a g a w a . j p / k u r a s h i / s h o b o / 1 0 1 3

0 4 8 / 1 0 0 9 0 6 7 / 1 0 0 8 9 8 4 / 1 0 0 8 9 8 6 / 1 0 0 8 9 8 9 . h t m l  
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佐々⽊和雄 ,堀⽊美鶴 ,藤本和⼦ ,岡本裕之 . ( 2 0 1 1 ) .ターミナルケア対 象 者 に

対する夜間 介 護 職 の ⼼ 理 的負担の軽減 .⼭⼝県介 護 福 祉 会 第 5 回介 護 研

究セミナー研 究発表会 .  R e t r i e v e d  f r o m  h t t p : / / w w w . y a m a g u c h i -

k a i g o . j p / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / _ a b o u t / h 2 3 - 2 . p d f  

佐野⽂男 .  ( 1 9 9 7 ) . 医 療 法 改正の 経過 .  北海道医報 8 8 0 ,  2 - 4 .   

澤⽥如 . ( 2 0 1 2 ) .アメリカ⾼ 齢 者ケアの光と陰 .  ケアの質向上の た め のマネジ

メントシステム .  ( p . p 1 5 ) .岡⼭ :⼤学教育出版 .  

社 会 福 祉 法 ⼈  全 国 社 会 福 祉協議会  全 国 社 会 福 祉 施 設 経営者協議会 .  

( 2 0 0 6 ) . 改正介 護 保 険 法 対 応  指 定 介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 に お け る 看 取 り に 関

する 指針  の 策 定 に あ たって（全 国 経営協版） . R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . k e i e i k y o . g r . j p / m y p a g e / d a t a / m i t o r i _ 0 6 0 6 . p d f  

消防庁救 急企画室 ⻑ .  ( 2 0 1 8 ) .  救 急 活 動 時 に お け る適正な観察 の 実 施 につい

て .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . f d m a . g o . j p / l a w s / t u t a t s u / a s s e t s / 3 0 0 6 0 4 _ k y u 1 0 9 . p d f  

⼈ ⽣ の最終段階に お け る 医 療 の普及 ・啓発の在り ⽅ に 関する検討会 .  

( 2 0 1 8 ) .  ⼈ ⽣ の最終段階に お け る 医 療 に 関する 意識調 査報告

書 .  ( p p . 7 3 , 7 5 ) .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / t o u k e i / l i s t / d l / s a i s y u i r y o _ a _ h 2 9 . p d f  

菅沼真由美 ,  新⽥静江 ,  東福寺愛実 ,   ⾕⼝珠実 .  ( 2 0 1 9 ) .  要介 護 ⾼ 齢 者 の終

末期 へ の 意思表⽰ に 関 わ るケアマネジャーの⽀援⽅ 法 と ⼼情 .  ⽼ 年 看 護

学 ,  2 3 ( 2 ) ,  5 9 - 6 7 .  d o i : 1 0 . 2 0 6 9 6 / j a g n . 2 3 . 2 _ 5 9  

政 策 統 括 官 付 参 事 官 付 ⼈ ⼝ 動 態 ・ 保 健 社 会 統 計 室 .  ( 2 0 2 0 ) .  令和元年簡易⽣

命表の概況 .   R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . . m h l w . g o . j p / t o u k e i / s a i k i n / h w / l i f e / l i f e 1 9 / i n d e x . h t m l  

全 国 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設協議会 .  ( 2 0 1 5 ) .  特別養 護 ⽼ ⼈ホームに お け る 看 取 り の 推

進 と 医 療 連携の あ り ⽅ 調 査 研 究 事業報告書 .  R e t r i e v e d  f r o m  
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h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / f i l e / 0 6 - S e i s a k u j o u h o u - 1 2 3 0 0 0 0 0 -

R o u k e n k y o k u / 0 0 0 0 1 4 0 2 7 7 . p d f  

全 国 ⽼ ⼈ 保 健 施 設協会  ( 2 0 1 2 ) .  介 護 ⽼ ⼈ 保 健 施 設 が持つ多機能の ⼀ 環 と し

て の  看 取 り の あ り ⽅ に 関する 調 査 研 究 事業  報告書 .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . r o k e n . o r . j p / w p / w p -

c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 2 / 0 7 / 3 e 7 f 9 8 e 5 e c 0 c 7 6 3 a c 5 3 e 0 1 1 c b 8 a 8 e a 7 6 . p d f  

全 ⽇ 本病院協会 .  ( 2 0 1 6 ) .  終末期 医 療 に 関するガイドライン  

〜 よ り よ い終末期 を迎える た め に 〜 .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . a j h a . o r . j p / v o i c e / p d f / 1 6 1 1 2 2 _ 1 . p d f  

全 ⽇ 本病院協会  病院 の あ り ⽅委員 会 .  ( 2 0 0 8 ) .  ⽇ 本 の 医 療 ・ 介 護 を 考える  

―  全 ⽇ 本病院協会 の 取 り 組 み  全 ⽇ 本病院協会 .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . a j h a . o r . j p / v o i c e / p d f / a r i k a t a / 0 8 0 3 2 9 _ i r y o u . p d f  

総務省消防庁 .  ( 2 0 1 8 ) .  蘇⽣ を望ま な い傷病者 へ の 救 急隊の 対 応 に 関する 実

態 調 査 結 果 .   R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . . f d m a . g o . j p / s i n g i _ k e n t o / k e n t o / i t e m s / k y u k y u _ a r i k a t a 1

5 _ s h i r y o 1 - 4 . p d f  

総務省消防庁 .  ( 2 0 1 9 ) .  平 成 ３０年 度 救 急業務の あ り ⽅ に 関する検討会報告

書 .    R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . . . f d m a . g o . j p / s i n g i _ k e n t o / k e n t o / 2 0 1 9 / 0 3 / 2 6 / i t e m s / % E 5

% B 9 % B 3 % E 6 % 8 8 % 9 0 3  

⾼橋幸裕 .  ( 2 0 1 6 ) .  特別養 護 ⽼ ⼈ホームに お け る円滑な終末期ケア実 施 に 関

する 調 査 研 究  :  京都・⼤分 の 調 査 結 果 か ら の 考 察 .  尚美学園⼤学総 合 政

策 論集 ,  ( 2 3 ) ,  2 5 - 4 4 .    

⾼⼭直⼦ ,  三重野英⼦ .  ( 2 0 0 5 ) .  介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 の 看 護師が⾏う E n d - o f -

l i f e  c a r e の 実際 .  ⽼ 年 看 護学 ,  1 0 ( 1 ) ,  6 2 - 6 8 .  

d o i : 1 0 . 2 0 6 9 6 / j a g n . 1 0 . 1 _ 6 2  
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⽵本正明 ,  浅賀知也 ,  ⾦崇豪 ,  宮崎真 ,  中野貴明 ,  広海亮 ,  .  .  .  伊藤敏孝 .  

( 2 0 1 7 ) .  ⾼ 齢 者 施 設 か ら 救 急搬送さ れ た患者 の検討 .  ⽇ 本臨床救 急 医学

会雑誌 ,  2 0 ( 3 ) ,  5 1 6 - 5 2 0 .  d o i : 1 0 . 1 1 2 4 0 / j s e m . 2 0 . 5 1 6  

⽥城孝雄 .  ( 2 0 2 1 ) .  G e r i a t r i c  M e d i c i n e  ⾼ 齢 者 の在宅医 療 実践ガイ

ド .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p : / / w w w . z a i t a k u i r y o . o r . j p / z a i t a k u / k a i s e t u . h t m l  

⾕本光男 .  ( 1 9 9 4 )  医 療 に お け るパターナリズム . ⾼島学司 (編 ) , 医 療 とバイ

オエシックスの 展開  ( p p . 1 5 4 - 1 8 5 )京都 :  法律⽂化 社 .  

鶴若⿇理 ,  仙波由⾹⾥ .  ( 2 0 1 0 ) .  特別養 護 ⽼ ⼈ホームの 看 取 り 介 護 につい て

の⼊居時 の 意向確認に 関する 研 究 .  ⽣ 命 倫 理 ,  2 0 ( 1 ) ,  1 5 8 - 1 6 4 .  

d o i : 1 0 . 2 0 5 9 3 / j a b e d i t . 2 0 . 1 _ 1 5 8  

東京消防庁 .  ( 2 0 0 9 ) .   ⾼ 齢 者 福 祉 施 設 に お け る 救 急 活 動 の 現 状 につい て .  

R e t r i e v e d  f r o m  h t t p : / / r o - s e n . j p / s y m p o / 3 1 - 3 . p d f  

東京都福 祉 保 健局 .  ( 2 0 1 8 ) .  ⾼ 齢 者 施 設 に お け る 救 急 対 応マニュアル作成 の

た め のガイドライン .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . f u k u s h i h o k e n . m e t r o . t o k y o . l g . j p / i r y o / k y u u k y u u / k

o u r e i _ k y u u k y u u . h t m l  

中村聡 ,  ⼾来睦雄 ,  北林司 .  ( 2 0 1 5 ) .  介 護 福 祉 施 設利⽤者 の ⼼ 肺 停 ⽌ 急 変 事

例に 対する 対処に 関する 実 態 調 査  :  ⻘森県内で 働く介 護 福 祉⼠を 対 象

と し て .  弘前 医 療 福 祉⼤学短期⼤学部紀要  ,  3 ( 1 ) ,  5 1 - 5 7 .   

服部俊⼦ .  ( 2 0 0 4 ) .  アドバンス・ディレクティヴの 倫 理 問 題 .  医学哲学  医学

倫 理 ,  2 2 ,  2 7 - 3 5 .  d o i : 1 0 . 2 4 5 0 4 / i t e t s u . 2 2 . 0 _ 2 7  

服部洋⼀ .  ( 2 0 1 8 ) .  服部洋⼀遺稿刊⾏委員 会 .  ⽣きら れ る 死  ⽶国ホスピスの

実践と そ こ に埋め込ま れ た 死 ⽣観の ⺠族誌 .東京 :  三元社 .  
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⾺場園明 .  ( 2 0 1 9 ) .  ⾼ 齢 者 医 療 社 会 的⼊院 か ら の脱却  ⾃⼰負担を増やす政

策誘導を .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . . j c e r . o r . j p / b l o g / b a b a z o n o a k i r a 2 0 1 9 0 9 1 8 . h t m l  

早崎幸⼦ ,  ⼩野幸⼦ ,  坂⽥直美 ,  原敦⼦ ,  奥村美奈⼦ ,  兼松  惠⼦ ,  .  .  .  平⼭朝

⼦ . ( 2 0 0 3 ) .特別養 護 ⽼ ⼈ホームに お け る 死 の 看 取 り の 実 態（そ の１）─  

G 県下 H と S 地区の 看 護 職 を 対 象 に  ─ .  岐⾩県  ⽴看 護⼤学紀要 ,  3 ( 1 ) .  

2 9 - 3 5 ,  2 0 0 3 .   

⽇嘉肖江 .  ( 2 0 1 8 ) .  ⽇ 本 ⼈ の 死 の捉え⽅ の 背 景 に あ るもの .  ⼩笠原知枝 (編 ) .

エンドオブライフケア看 護学基礎と 実践 ( p p 3 2 − 3 3 ) .  東京 :  ヌーヴェル

ヒロカワ .  

平川仁尚 . ( 2 0 1 8 ) .⼊所 者 の緩和医 療 . ⽇ 本 ⽼ 年 医学雑誌 , 4 8 , 2 1 6 - 2 2 0 ．  
 
深澤圭⼦ ,  ⾼岡哲⼦ ,  ( 2 0 1 1 ) .  福 祉 施 設 に お け る終末期 ⾼ 齢 者 の 看 取 り に 関

する 職 員 の思い .  北海道⽂教⼤学研 究紀要 ,  ( 3 5 ) ,  4 9 - 5 6 .    

福⽥裕⼦ .  ( 2 0 0 9 ) .  オーストラリアの ⾼ 齢 者緩和ケアの 現 状 と 課 題  (特集  諸

外 国 に お け る ⾼ 齢 者 へ の終末期ケアの 現 状 と 課 題 ) .  海外 社 会 保障研

究 ,  ( 1 6 8 ) ,  5 9 - 7 2 .   

福 間誠之 .  ( 2 0 1 9 ) .  ⾼ 齢 者 施 設 に お け る 看 取 り .  洛和会病院 医学雑誌 ,  ( 3 0 ) ,  

9 8 - 1 0 2 .  

古川美和 ,加瀬裕⼦ .  ( 2 0 1 7 ) .  ⾼ 齢 者 の ⼼ 停 ⽌ に 関 連する 介 護 職 の 役 割 と 施

設 の 体 制  :  ⽶国 の 介 護 施 設 で の 現地調 査 か ら .  介 護 福 祉学 ,  2 4 ( 2 ) ,  9 6 -

1 0 2 .   

古川美和 .  ( 2 0 1 9 ) .  特別養 護 ⽼ ⼈ホーム⼊所 者 の尊厳を守る夜勤時 救 急 対 応

の 課 題 .  ⾼ 齢 者虐待防⽌ 研 究 .  1 5 ( 1 ) ,  7 9 - 8 9 .  

星野⼀正 .  ( 1 9 9 4 ) .  ⺠主化 の 法 理 = 医 療 の 場 合 - -患者 の⾃⼰決定権 .  時 の 法

令 ,  ( 1 4 7 6 ) ,  6 1 .   
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星野  ⼀正 .  ( 1 9 9 8 ) .  ⺠主化 の 法 理 = 医 療 の 場 合 ( 5 0 )カリフォルニア州持続的

委任権法 1 9 8 3 年 .  時 の 法令 ,  ( 1 5 8 4 ) ,  5 3 - 6 4 .   

内閣府 .  ( 2 0 1 8 ) .  ⾼ 齢 者 社 会 対 策⼤綱 .  1 2 - 1 7 .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w 8 . c a o . g o . j p / k o u r e i / m e a s u r e / t a i k o u / p d f / p _ h o n b u n _

h 2 9 . p d f  

永井学 .  ( 2 0 1 7 ) .  特養 の嘱託医 ,頑張るほど持ち出し の 現 実 .  ⽇ 経メディカル

オンライン  R e t r i e v e d  f r o m  h t t p s : / / m e d i c a l - n i k k e i b p - c o -

j p . e z . w u l . w a s e d a . a c . j p / l e a f / m e m / p u b / e y e / 2 0 1 7 0 6 / 5 5 1 7 8 8 _ 2 . h t m l  

⻑崎県県南保 健 所 . ( 2 0 2 1 ) . ⾼ 齢 者 施 設 に お け る 看 取 り 実 態 調 査報告書 .  

R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . p r e f . n a g a s a k i . j p / s h a r e d / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 3 / 1 6 1 6 7 2

6 8 1 8 . p d f  

⻑嶋昌樹 . ( 2 0 1 5 ) .  健康チェックとバイタルサイン .  2 0 1 5 年版介 護 職 員初任

者 研修テキスト :  第 4 分冊技 術 と 実践  ( p p 1 7 - 1 9 ) .  東京 : 介 護 労 働安定セ

ンター .  

新潟市 .  ( 2 0 2 0 ) .  ⾼ 齢 者 福 祉 施 設 職 員 の 応 急⼿当講習会 を開催 h t m l  .  

R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . c i t y . n i i g a t a . l g . j p / k u r a s h i / b o h a n / s h o b o / s y o k a i / s

h i n a i _ s y o b o / s h o b o _ m i n a m i / o s h i r a s e / 1 .  

⻄川満則 .  ( 2 0 2 1 ) .  いざと いう時どん な 医 療 ・ケアを望むの か ,  

尊厳あ る 意思決定 の 実 現 を⽀援する の が A C P .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . r e c r u i t - d c . c o . j p / c o n t e n t s _ f e a t u r e / n o 1 9 0 8 b /  

⽇ 本 医 療 労 働 組 合 連 合 会 .  ( 2 0 2 0 ) .  2 0 1 9 年 介 護 施 設夜勤実 態 調 査 結 果報

告  .  医 療 労 働 , 6 3 1 , 1 0 - 3 7 .  
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⽇ 本 看 護 倫 理学会  臨床倫 理ガイドライン検討委員 会 .  ( 2 0 1 5 ) .  医 療 や 看 護

を受け る ⾼ 齢 者 の尊厳を守る た め のガイドライン .   R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p : / / j n e a . n e t / p d f / g u i d e l i n e _ s o n g e n _ 2 0 1 5 . p d f  

⽇ 本 救 急 医学会 .  ( 2 0 2 1 ) .  医学⽤語解説集  .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . j a a m . j p / d i c t i o n a r y / d i c t i o n a r y / w o r d / 0 8 2 3 . h t m l  

⽇ 本集中治療 医学会 ,  ⽇ 本 救 急 医学会 ,  ⽇ 本循環器学会 .  ( 2 0 1 4 ) .   救 急 ・集

中治療 に お け る終末期 医 療 に 関するガイドライン  - 3  学会 か ら の提⾔ .  

R e t r i e v e d  f r o m  h t t p s : / / w w w . j s i c m . o r g / p d f / 1 g u i d e l i n e s 1 4 1 0 . p d f   

⽇ 本集中治療 医学会 倫 理委員 会 .  ( 2 0 1 7 a ) .  ⽇ 本集中治療 医学会 会 員 看 護師

の蘇⽣不要指 ⽰ に 関する 現 状 ・ 意識調 査 .  ⽇ 本集中治療 医学会雑

誌 ,  ( 2 ) ,  2 4 4 - 2 5 3 .  

⽇ 本集中治療 医学会 倫 理委員 会 .  ( 2 0 1 7 b ) .  ⽣ 命維持治療 に 関する 医師に よ

る 指 ⽰ 書（P h y s i c i a n  o r d e r s  f o r  l i f e - s u s t a i n i n g  t r e a t m e n t ,  P O L S T )

と D o  n o t  a t t e m p t  R e s u s c i t a t i o n（D N A R ) 指 ⽰ .  ⽇ 本集中治療 医学会

雑誌 ,  2 4 ( 2 ) ,  2 1 6 - 2 2 6 .  d o i : 1 0 . 3 9 1 8 / j s i c m . 2 4 _ 2 1 6  

⽇ 本尊厳死協会 .  ( 2 0 1 7 ) .リビング・ウイル（終末期 医 療 に お け る 事 前 指 ⽰

書 ) につい て .  R e t r i e v e d  f r o m  h t t p s : / / s o n g e n s h i - k y o k a i . o r . j p / l i v i n g -

w i l l  

⽇ 本尊厳死協会 .  ( 2 0 1 8 ) .私の希望表明書  .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . s o n g e n s h i -

k y o k a i . c o m / i m a g e s / a b o u t / h y o m e i s y o _ 2 0 1 8 0 1 . p d f  

⽇ 本弁護⼠会 .  ( 2 0 1 1 ) .  患者 の権利に 関する 法律の 制 定 を求め る決

議 .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . . n i c h i b e n r e n . o r . j p / d o c u m e n t / c i v i l _ l i b e r t i e s / y e a r / 2 0 1 1

/ 2 0 1 1 _ 2 . h t m l  
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⽇ 本臨床倫 理学会 . ( 2 0 1 5 ) .  ⽇ 本版  P O L S T（D N A R  指 ⽰ を含む )作成 指針

R e t r i e v e d  f r o m . h t t p s : / / s q u a r e . u m i n . a c . j p / j -

e t h i c s / p d f / P O L S T % E 6 % 8 C % 8 7 % E 9 % 8 7 % 9 D . p d f  

⽇ 本 ⽼ 年 医学会 .（2 0 1 2 ) . ⾼ 齢 者 の終末期 の 医 療 お よ びケアに 関する ⽇ 本 ⽼

年 医学会 の⽴場表明 2 0 1 2 .  ( 2 0 1 2 ) .  ⽇ 本 ⽼ 年 医学会雑誌 ,  4 9 ( 4 ) ,  3 8 1 -

3 8 4 .   

⽇ 本 ⽼ 年 医学会 .  A C P 推 進 に 関する提⾔ .  ( 2 0 1 9 ) .  ⽇ 本 ⽼ 年 医学会雑

誌 ,  5 6 ( 4 ) ,  4 1 1 - 4 1 6 .  d o i : 1 0 . 3 1 4 3 / g e r i a t r i c s . 5 6 . 4 1 1  

真砂良則 .  ( 2 0 0 7 ) .  施 設サービス計画の 現 状 と 課 題 .  北陸学院短期⼤学紀

要 ,  ( 3 9 ) ,  1 8 9 - 1 9 8 .   

町野朔 .  ( 2 0 1 9 ) .  インフォームド・コンセントの誕⽣ と 成 ⻑ .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . . m e d . o r . j p / d o c t o r / r i n r i / i _ r i n r i / b 0 2 . h t m l  

松尾ミヨ⼦ .  ( 2 0 0 4 )  川村佐和⼦ ,志⾃岐康⼦ ,松尾ミヨ⼦編 , 看 護 を 展開する

技 術 ,ナーシンググラフィカ : 1 8 基礎看 護 技 術  ( p p 1 2 4 ) .  ⼤阪 :  メディカ

出版 .  

真⼸俊彦 ,  ⽵村春起 ,  志⽔清和 ,  平林祥 ,  家出清継 ,  中村俊介 ,  .  .  .  永⽥⼆郎 .  

( 2 0 1 7 a ) .  ⾼ 齢 者 福 祉 施 設 に お け る 急 変 時 の 対 応 に 関する検討  :  蘇⽣⾏

為を希望し な い こ と の 事 前 指 ⽰表明の把握も含め て .  ⽇ 本臨床救 急 医学

会雑誌  ,  2 0 ( 3 ) ,  5 2 1 - 5 2 8 .   

真⼸俊彦 ,  ⽵村春起 ,  志⽔清  和 ,  平林祥 ,  家出清継 ,  中村俊介 ,  .  .  .  永⽥⼆  

郎 .  ( 2 0 1 7 b ) .  終末期類似状 態傷病者 の C P A 搬送の 現 状 .  ⽇ 本臨床救 急

医学会雑誌 ,  2 0 ( 1 ) ,  1 0 - 1 7 .  d o i : 1 0 . 1 1 2 4 0 / j s e m . 2 0 . 1 0  

三⽊妙⼦ .  ( 1 9 9 5 ) .  イギリスの植物状 態患者トニー・ブランド事件  (尊厳

死 ) .  ジュリスト ,  ( 1 0 6 1 ) ,  5 0 − 6 0 .   
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三菱総 合 研 究 所 .  ( 2 0 1 4 ) .  特別養 護 ⽼ ⼈ホームに お け る 看 取 り 介 護ガイドラ

イン -特別養 護 ⽼ ⼈ホームに お け る 施 設サービスの質の確保 に 関する検

討報告書 -別冊 .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . m r i . c o . j p / k n o w l e d g e / p j t _ r e l a t e d / r o u j i n h o k e n / d i a

6 o u 0 0 0 0 0 2 0 4 m w - a t t / H L U k o u s e i h 1 8 _ 3 . p d f  

三菱 U F J リサーチ＆コンサルティング .  ( 2 0 2 0 ) .  介 護 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 に お け

る 看 取 り の  あ り ⽅ に 関する 調 査 研 究 事業  報告書 .  ( p 6 7 - 9 5 ) .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . m u r c . j p / w p -

c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 0 5 / k o u k a i _ 2 0 0 4 2 4 _ 1 5 . p d f  

⼭路克⽂ .  ( 2 0 1 3 ) .  戦 後 ⽇ 本 の 医 療 ・ 福 祉 制 度 の 変容  :  病院 か ら追い出さ れ

る患者 たち .⼭路克⽂著 .  京都 :  法律⽂化 社 . p 9 6 .  

 

⼭下喜代美 ,  橋本由利⼦ ,  河内智⼦ .  ( 2 0 1 9 ) .  特別養 護 ⽼ ⼈ホームに お け る

救 急搬送の 現 状 と要因に 関する 考 察 .  東京福 祉⼤学・⼤学院紀要 ,  9 ( 1 ) ,  

2 9 - 3 7 .  

吉岡さ お り .  ( 2 0 1 8 ) .  アドバンスケアプランニングに か か わ る 現 状 と今後 の
取 り 組 み .   ⼩笠原知枝 (編 ) .エンドオブライフケア看 護学基礎と 実践  
( p p . 5 3 - 5 4 ) .  東京：ヌーヴェルヒロカワ .  

 
A d v a n c e  C a r e  P l a n n i n g  A u s t r a l i a .  ( 2 0 2 1 ) .  A d v a n c e  C a r e  P l a n n i n g .  

T r a i n i n g  a n d  e d u c a t i o n .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . a d v a n c e c a r e p l a n n i n g . o r g . a u / t r a i n i n g - a n d - e d u c a t i o n  

A d v a n c e  C a r e  P l a n n i n g  C a n a d a .  ( 2 0 1 2 ) .  S p e a k  U p .  R e t r i e v e d  f r o m  

R e t r i e v e d  f r o m  h t t p s : / / w w w . a d v a n c e c a r e p l a n n i n g . c a / w p -

c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 0 6 / a c p w o r k b o o k _ f o r m _ e n . p d f  

A d v a n c e  C a r e  P l a n n i n g  C a n a d a .  ( 2 0 1 9 ) .  A d v a n c e  C a r e  P l a n n i n g  

F r a m e w o r k .   R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . a d v a n c e c a r e p l a n n i n g . c a / a b o u t - a d v a n c e - c a r e -
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p l a n n i n g / ? _ g a = 2 . 1 3 9 0 3 4 7 3 9 . 1 9 2 3 2 7 1 1 0 6 . 1 6 3 3 8 4 4 3 8 3 -

4 8 1 1 7 2 7 7 1 . 1 6 3 3 8 4 4 3 8 3  

A d v a n c e  C a r e  P l a n n i n g  C a n a d a .  ( 2 0 2 0 ) .  A d v a n c e  C a r e  P l a n n i n g  i n  

C a n a d a  p r e s e n t s :  A  P a n - C a n a d i a n  F r a m e w o r k .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . a d v a n c e c a r e p l a n n i n g . c a / r e s o u r c e / a d v a n c e - c a r e -

p l a n n i n g - f r a m e w o r k /  

A d v a n c e  C a r e  P l a n n i n g  C a n a d a .  ( 2 0 2 1 b ) .  E v e r y  Ye a r ,  A p r i l  1 6 t h  

M a r k s  A d v a n c e  C a r e  P l a n n i n g  D a y  i n  C a n a d a .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w. a d v a n c e c a r e p l a n n i n g . c a / a c p d a y /  

A g i n g  w i t h  D i g n i t y .  ( 2 0 2 0 ) .  5 つの願い  J a p a n e s e .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . t y o j y u . o r . j p / n e t / k e n k o u - t y o j u / t y o j y u -

s h a k a i / p d f / f i v e w i s h e s j a p a n e s e . p d f  

A m e r i c a n  H e a r t  Ａ a s s o c i a t i o n .（2 0 0 5 / 2 0 0 7 ) . ⽇ 本蘇⽣協議会 (訳 ) ,  B L S

ヘルスケアプロバイダーマニュアル A H A ガイドライン 2 0 0 5 準拠  

( p p . 1 - 1 5 )東京 :中⼭書店 .  

A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h .  ( 2 0 1 8 ) .  N a t i o n a l  

P a l l i a t i v e  C a r e  S t r a t e g y .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . h e a l t h . g o v . a u / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / n a t i o n a l - p a l l i a t i v e -

c a r e - s t r a t e g y - 2 0 1 8 . p d f  

B r i t i s h  C o l u m b i a .  ( 2 0 1 1 ) .  H E A L T H  C A R E  ( C O N S E N T )  A N D  C A R E  

F A C I L I T Y  ( A D M I S S I O N )  A C T .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . b c l a w s . c a / c i v i x / d o c u m e n t / i d / c o m p l e t e / s t a t r e g / 9 6 1 8 1 _

0 1 # s e c t i o n 3 5 . 1  

B r i t i s h  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n .  ( 1 9 9 9 ) .  W i t h h o l d i n g  a n d  W i t h d r a w i n g  

L i f e - p r o l o n g i n g  M e d i c a l  T r e a t m e n t :  G u i d a n c e  f o r  d e c i s i o n  

m a k i n g ， L o n d o n :  B M J  B o o k s .  
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B i s c h o f f ,  K .  E . ,  S u d o r e ,  R . ,  M i a o ,  Y . ,  B o s c a r d i n ,  W .  J . ,  &  S m i t h ,  A .  

K .  ( 2 0 1 3 ) .  A d v a n c e  c a r e  p l a n n i n g  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  e n d - o f - l i f e  

c a r e  i n  o l d e r  a d u l t s .  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  G e r i a t r i c s  

S o c i e t y ,  6 1 ( 2 ) ,  2 0 9 – 2 1 4 .  h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 1 1 1 / j g s . 1 2 1 0 5  

C a n a d i a n  H o s p i c e  P a l l i a t i v e  C a r e  A s s o c i a t i o n .  ( 2 0 0 8 ) .  A d v a n c e  C a r e  

P l a n n i n g  i n  C a n a d a  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . c h p c a . c a / p r o j e c t s / a d v a n c e - c a r e - p l a n n i n g /  

 

C a n a d i a n  H o s p i c e  P a l l i a t i v e  C a r e  A s s o c i a t i o n .  ( 2 0 1 9 )  T h e  2 0 1 9  

u p d a t e d  N a t i o n a l  F r a m e w o r k  f o r  A C P  i s  n o w  r e l e a s e d .  

h t t p s : / / w w w . a d v a n c e c a r e p l a n n i n g . c a / n e w s / 2 0 1 9 - u p d a t e d - n a t i o n a l -

f r a m e w o r k - a c p - n o w - r e l e a s e d /  

 

C a n a d i a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n .  ( 2 0 1 7 ) .  C M A P o l i c y,  A d v a n c e  C a r e  

P l a n n i n g  

R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / p o l i c y b a s e . c m a . c a / d o c u m e n t s / P o l i c y p d f / P D 1 7 - 0 4 . p d f  

C e n t e r s  f o r  D i s e a s e  C o n t r o l  a n d  P r e v e n t i o n .  ( 2 0 1 5 )  A d v a n c e  C a r e  

P l a n n i n g  C o u r s e .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . . c d c . g o v / a g i n g / a d v a n c e c a r e p l a n n i n g / c a r e - p l a n n i n g -

c o u r s e . h t m l   

C o l b y ,  W .  H .  ( / 2 0 1 2 )  ⼤野善三 ,  早野 z i t o 真佐⼦訳 (訳 ) .  死ぬ権利は だ れ

のもの か .  ( p p 1 5 4 - 1 5 9 ) .  東京 :  ⻄村書店 .  

E m a n u e l ,  L .  L . ,  D a n i s ,  M . ,  P e a r l m a n ,  R .  A . ,  &  S i n g e r ,  P .  A .  ( 1 9 9 5 ) .  

A d v a n c e  c a r e  p l a n n i n g  a s  a  p r o c e s s :  s t r u c t u r i n g  t h e  d i s c u s s i o n s  i n  

p r a c t i c e .  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  G e r i a t r i c s  S o c i e t y ,  4 3 ( 4 ) ,  4 4 0 –

4 4 6 .  h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 1 1 1 / j . 1 5 3 2 - 5 4 1 5 . 1 9 9 5 . t b 0 5 8 2 1 .  x  
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D a a l e m a n ,  T .  P . ,  W i l l i a m s ,  C .  S . ,  P r e i s s e r ,  J .  S . ,  S l o a n e ,  P .  D . ,  B i o l a ,  

H . ,  &  Z i m m e r m a n ,  S .  ( 2 0 0 9 ) .  A d v a n c e  c a r e  p l a n n i n g  i n  n u r s i n g  

h o m e s  a n d  a s s i s t e d  l i v i n g  c o m m u n i t i e s .  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  

M e d i c a l  D i r e c t o r s  A s s o c i a t i o n ,  1 0 ( 4 ) ,  2 4 3 – 2 5 1 .  

h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j . j a m d a . 2 0 0 8 . 1 0 . 0 1 5  

D e t e r i n g ,  K .  M . ,  H a n c o c k ,  A .  D . ,  R e a d e ,  M .  C . ,  &  S i l v e s t e r ,  W .  

( 2 0 1 0 ) .  T h e  i m p a c t  o f  a d v a n c e  c a r e  p l a n n i n g  o n  e n d - o f - l i f e  c a r e  i n  

e l d e r l y  p a t i e n t s :  R a n d o m i z e d  c o n t r o l l e d  t r i a l .  B M J  ( C l i n i c a l  

R e s e a r c h  E d . ) ,  3 4 0 ,  c 1 3 4 5 .  d o i : 1 0 . 1 1 3 6 / b m j . c 1 3 4 5  [ d o i ]  

D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  &  S o c i a l  C a r e .  ( 2 0 0 8 ) .  E n d  o f  l i f e  c a r e  s t r a t e g y :  

P r o m o t i n g  h i g h  q u a l i t y  c a r e  f o r  a d u l t s  a t  t h e  e n d  o f  t h e i r  l i f e .  

R e t r i e v e d  f r o m  h t t p s : / / w w w . g o v . u k / g o v e r n m e n t / p u b l i c a t i o n s / e n d -

o f - l i f e - c a r e - s t r a t e g y - p r o m o t i n g - h i g h - q u a l i t y - c a r e - f o r - a d u l t s - a t -

t h e - e n d - o f - t h e i r - l i f e  

D i x o n ,  J . ,  M a t o s e v i c ,  T . ,  &  K n a p p ,  M .  ( 2 0 1 5 ) .  T h e  e c o n o m i c  e v i d e n c e  

f o r  a d v a n c e  c a r e  p l a n n i n g :  S y s t e m a t i c  r e v i e w  o f  

e v i d e n c e .  P a l l i a t i v e  M e d i c i n e ,  2 9 ( 1 0 ) ,  8 6 9 - 8 8 4 .  

d o i : 1 0 . 1 1 7 7 / 0 2 6 9 2 1 6 3 1 5 5 8 6 6 5 9  [ d o i ]  

G l a s e r ,  B .  G . ,  S t r a u s s ,  A .  L .  ( 1 9 6 5 / 1 9 8 8 ) .  ⽊下康仁 (訳 ) 「 死 のアウェア

ネス理 論 」 と 看 護  :  死 の認識と終末期ケア . ( p p 東京 :  医学書 院 .  

H a y h o e ,  B . ,  &  H o w e ,  A .  ( 2 0 1 1 ) .  A d v a n c e  c a r e  p l a n n i n g  u n d e r  t h e  

M e n t a l  C a p a c i t y  A c t  2 0 0 5  i n  p r i m a r y  c a r e .  T h e  B r i t i s h  j o u r n a l  o f  

g e n e r a l  p r a c t i c e :  t h e  j o u r n a l  o f  t h e  R o y a l  C o l l e g e  o f  G e n e r a l  

P r a c t i t i o n e r s ,  6 1 ( 5 8 9 ) ,  e 5 3 7 – e 5 4 1 .  

h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 9 / b j g p 1 1 X 5 8 8 5 9 2  

I n s t i t u t e  o f  M e d i c i n e  ( U S )  C o m m i t t e e  o n  C a r e  a t  t h e  E n d  o f  L i f e ,  

F i e l d ,  M .  J . ,  &  C a s s e l ,  C .  K .  ( E d s . ) .  ( 1 9 9 7 ) .  A p p r o a c h i n g  D e a t h :  
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I m p r o v i n g  C a r e  a t  t h e  E n d  o f  L i f e .  N a t i o n a l  A c a d e m i e s  P r e s s  

( U S ) .  

K o k u a  M a u .  ( 2 0 1 6 a ) .  H A W A I I  o f f i c i a l  P O L S T  F o r m  2 0 1 4  i n  J a p a n e s e .  

R e t r i e v e d  f r o m  h t t p s : / / k o k u a m a u . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / P o l s t -

H a w a i i - J a p a n e s e . p d f  

K ō k u a  M a u  ( 2 0 1 6 b ) .  A d v a n c e - D i r e c t i v e - J a p a n e s e . p d f  

R e t r i e v e d  f r o m  h t t p s : / / k o k u a m a u . o r g / w p -

c o n t e n t / u p l o a d s / A d v a n c e - D i r e c t i v e - J a p a n e s e . p d f  

K o k u a  M a u .  ( 2 0 1 6 c ) . P O L S T - I n f o r m a t i o n - H a w a i i - J a p a n e s e . p d f  

R e t r i e v e d  f r o m  h t t p s : / / k o k u a m a u . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / P O L S T -

I n f o r m a t i o n - H a w a i i - J a p a n e s e . p d f  

L a h n ,  M . ,  F r i e d m a n ,  B . ,  B i j u r ,  P . ,  H a u g h e y ,  M . ,  &  G a l l a g h e r ,  E .  J .  

( 2 0 0 1 ) .  A d v a n c e  d i r e c t i v e s  i n  s k i l l e d  n u r s i n g  f a c i l i t y  r e s i d e n t s  

t r a n s f e r r e d  t o  e m e r g e n c y  d e p a r t m e n t s .  A c a d e m i c  E m e r g e n c y  

M e d i c i n e :  O f f i c i a l  J o u r n a l  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  A c a d e m i c  E m e r g e n c y  

M e d i c i n e ,  8 ( 1 2 ) ,  1 1 5 8 - 1 1 6 2 .  d o i : 1 0 . 1 1 1 1 / j . 1 5 5 3 - 2 7 1 2 .  

2 0 0 1 . t b 0 1 1 3 3 . x  [ d o i ]  

L a r s o n ,  E .  J . ,  &  E a t o n ,  T .  A .  ( 1 9 9 7 ) .  T h e  l i m i t s  o f  a d v a n c e  d i r e c t i v e s :  

a  h i s t o r y  a n d  a s s e s s m e n t  o f  t h e  P a t i e n t  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  

A c t .  W a k e  F o r e s t  l a w  r e v i e w ,  3 2 ( 2 ) ,  2 4 9 – 2 9 3 .  

M c Q u o w n ,  C .  M . ,  F r e y ,  J .  A . ,  A m i r e h ,  A . ,  &  C h a u d h a r y ,  A .  ( 2 0 1 7 ) .  

T r a n s f e r  o f  D N R  o r d e r s  t o  t h e  E D  e x t e n d e d  c a r e  f a c i l i t i e s .  T h e  

A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  E m e r g e n c y  M e d i c i n e ,  3 5 ( 7 ) ,  9 8 3 - 9 8 5 .  d o i :  

S 0 7 3 5 - 6 7 5 7 ( 1 7 ) 3 0 0 9 2 - X  [ p i i ]  

M o r r i s o n ,  R .  S . ,  C h i c h i n ,  E . ,  C a r t e r ,  J . ,  B u r a c k ,  O . ,  L a n t z ,  M . ,  &  

M e i e r ,  D .  E .  ( 2 0 0 5 ) .  T h e  e f f e c t  o f  a  s o c i a l  w o r k  i n t e r v e n t i o n  t o  

e n h a n c e  a d v a n c e  c a r e  p l a n n i n g  d o c u m e n t a t i o n  i n  t h e  n u r s i n g  
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h o m e .  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  G e r i a t r i c s  S o c i e t y ,  5 3 ( 2 ) ,  2 9 0 - 2 9 4 .  

d o i :  J G S 5 3 1 1 6  [ p i i ]  

M u r r a y ,  L .  M . ,  &  L a d i t k a ,  S .  B .  ( 2 0 1 0 ) .  C a r e  t r a n s i t i o n s  b y  o l d e r  

a d u l t s  n u r s i n g  h o m e s  t o  h o s p i t a l s :  i m p l i c a t i o n s  f o r  l o n g - t e r m  c a r e  

p r a c t i c e ,  g e r i a t r i c s  e d u c a t i o n ,  a n d  r e s e a r c h .  J o u r n a l  o f  t h e  

A m e r i c a n  M e d i c a l  D i r e c t o r s  A s s o c i a t i o n ,  1 1 ( 4 ) ,  2 3 1 – 2 3 8 .  

h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j . j a m d a . 2 0 0 9 . 0 9 . 0 0 7  

N a k a s h i m a ,  T . ,  Y o u n g ,  Y . ,  &  H s u ,  W .  H .  ( 2 0 1 7 ) .  A r e  H o s p i t a l / E D  

T r a n s f e r s  L e s s  L i k e l y  A m o n g  N u r s i n g  H o m e  R e s i d e n t s  w i t h  D o -

N o t - H o s p i t a l i z e  O r d e r s ?  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  

D i r e c t o r s  A s s o c i a t i o n ,  1 8 ( 5 ) ,  4 3 8 – 4 4 1 .  

h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j . j a m d a . 2 0 1 6 . 1 2 . 0 0 4  

N a i r ,  B . ,  K e r r i d g e ,  I . ,  D o b s o n ,  A . ,  M c P h e e ,  J . ,  &  S a u l ,  P .  ( 2 0 0 0 ) .  

A d v a n c e  c a r e  p l a n n i n g  i n  r e s i d e n t i a l  c a r e .  A u s t r a l i a n  a n d  N e w  

Z e a l a n d  J o u r n a l  o f  M e d i c i n e ,  3 0 ( 3 ) ,  3 3 9 - 3 4 3 .  d o i : 1 0 . 1 1 1 1 / j . 1 4 4 5 -

5 9 9 4 .  2 0 0 0 . t b 0 0 8 3 5 . x  [ d o i ]  

N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e .  ( 2 0 2 1 ) .  E n d  o f  l i f e  c a r e .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . n h s . u k / c o n d i t i o n s / e n d - o f - l i f e -

c a r e / ? t a b n a m e = p l a n n i n g - a h e a d  

N a t i o n a l  h e a l t h  S e r v i c e  H e a l t h  E d u c a t i o n  E n g l a n d .  ( 2 0 2 1 ) .  T h e  e n d -

o f - l i f e  c a r e  f o r  a l l  p r o g r a m  h t t p s : / / w w w . e -

l f h . o r g . u k / p r o g r a m m e s / e n d - o f - l i f e - c a r e /  

N a t i o n a l  P o l s t .  ( 2 0 2 1 )  P O L S T  &  A d v a n c e  D i r e c t i v e s .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : h t t p / / p o l s t . o r g / p o l s t - a n d - a d v a n c e - d i r e c t i v e s /   

P a t i e n t  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  a c t ,  4 4 4 9 H . R .  1 0 1 s t  C o n g r e s s  ( 1 9 9 0 ) .  

R e t r i e v e d  f r o m  h t t p s : / / w w w . c o n g r e s s . g o v / b i l l / 1 0 1 s t -  

c o n g r e s s / h o u s e - b i l l / 4 4 4 9  
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P a u l s ,  M .  A . ,  S i n g e r ,  P .  A . ,  &  D u b i n s k y ,  I .  ( 2 0 0 1 ) .  C o m m u n i c a t i n g  

a d v a n c e  d i r e c t i v e s  l o n g - t e r m  c a r e  f a c i l i t i e s  t o  e m e r g e n c y  

d e p a r t m e n t s .  T h e  J o u r n a l  o f  e m e r g e n c y  m e d i c i n e ,  2 1 ( 1 ) ,  8 3 – 8 9 .  

h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / s 0 7 3 6 - 4 6 7 9 ( 0 1 ) 0 0 3 4 4 - 4  

P r e s i d e n t ' s  C o u n c i l  o n  B i o e t h i c s .  ( 2 0 0 5 ) .  T a k i n g  c a r e :  E t h i c a l  

c a r e g i v i n g  i n  o u r  a g i n g  s o c i e t y .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p : / / b i o e t h i c s . g e o r g e t o w n . e d u / p c b e / r e p o r t s / t a k i n g _ c a r e /  

S a b a t i n o  C P .  ( 2 0 1 0 )  T h e  e v o l u t i o n  o f  h e a l t h  c a r e  a d v a n c e  p l a n n i n g  

l a w  a n d  p o l i c y .  M i l b a n k  Q .  8 8 ( 2 ) : 2 1 1 - 2 3 9 .  

S h e i l a  A .  S ,  L e i g h a n n  R e m m e r t  ( 2 0 1 2 )  M o s b y ’ s  T e x t b o o k  f o r  N u r s i n g  

A s s i s t a n t s : 8 t h E d i t i o n  ( p p 2 5 ) .  S t  L u i s :  M o s b y .  

S u d n o w ,  D .  ( 1 9 6 7 / 1 9 9 2 ) .  岩⽥啓靖 ,  志村哲郎 ,  ⼭⽥秋 (共訳 ) .   病院 でつく

ら れ る 死  : 「 死 」 と 「 死 につつあ る こ と 」 の 社 会学 :  せり か 書房 :東京 .  

T e m k i n - G r e e n e r ,  H . ,  Z h e n g ,  N .  T . ,  X i n g ,  J . ,  M u k a m e l ,  D .  B .  ( 2 0 1 3 ) .  

S i t e  o f  d e a t h  a m o n g  n u r s i n g  h o m e  r e s i d e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  

c h a n g i n g  p a t t e r n s ,  2 0 0 3 - 2 0 0 7 .  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  

D i r e c t o r s  A s s o c i a t i o n ,  1 4 ( 1 0 ) ,  7 4 1 – 7 4 8 .  

h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j . j a m d a . 2 0 1 3 . 0 3 . 0 0 9  

T h e  C e n t e r s  f o r  M e d i c a r e  &  M e d i c a i d  S e r v i c e s .  ( 2 0 2 0 ) .  A D V A N C E  

C A R E  P L A N N I N G .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . . c m s . g o v / o u t r e a c h - a n d - e d u c a t i o n / m e d i c a r e - l e a r n i n g -

n e t w o r k - m l n / m l n p r o d u c t s / d o w n l o a d s / a d v a n c e c a r e p l a n n i n g . p d f  

T h e  l e g i s l a t i o n . g o v . u k .  ( 2 0 0 5 ) .  M e n t a l  C a p a c i t y  A c t  2 0 0 5 .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . l e g i s l a t i o n . g o v . u k / u k p g a / 2 0 0 5 / 9 / c o n t e n t s  
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T h e  N a t i o n a l  G u i d e l i n e  C e n t r e .  ( 2 0 1 7 ) .  A d v a n c e  c a r e  P l a n n i n g  

E m e r g e n c y  a n d  a c u t e  m e d i c a l  c a r e  i n  o v e r  1 6 s :  S e r v i c e  d e l i v e r y  

a n d  o r g a n i z a t i o n .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . n i c e . o r g . u k / g u i d a n c e / n g 9 4 / d o c u m e n t s / d r a f t -

g u i d e l i n e - 1 5  

T h e  N a t i o n a l  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  R e s e a r c h  C o u n c i l .  ( 2 0 0 6 ) .  T h e  

p a l l i a t i v e  c a r e  p r o g r a m ,  G u i d e l i n e s  f o r  a  P a l l i a t i v e  A p p r o a c h  i n  

R e s i d e n t i a l  A g e d  C a r e  E n h a n c e d  V e r s i o n  —  M a y  2 0 0 6 .  R e t r i e v e d  

f r o m  

h t t p s : / / w w w . c a r e s e a r c h . c o m . a u / C a r e s e a r c h / P o r t a l s / 0 / P A T o o k i t / G

u i d e l i n e s F o r A P a l l i a t i v e A p p r o a c h I n R e s i d e n t i a l A g e d C a r e _ E n h a n c e

d V e r s i o n _ M a y 2 0 0 6 . p d f  

T h e  N S W  l e g i s l a t i o n  G u a r d i a n s h i p  A c t  1 9 8 7  N o 2 5 7 .  ( 1 9 8 7 ) .  R e t r i e v e d  

f r o m  h t t p s : / / w w w . l e g i s l a t i o n . n s w . g o v . a u / # / v i e w / a c t / 1 9 8 7 / 2 5 7  

T h e  S U P P O R T  P r i n c i p a l  I n v e s t i g a t o r s .  ( 1 9 9 5 ) .  A  c o n t r o l l e d  t r i a l  t o  

i m p r o v e  c a r e  f o r  s e r i o u s l y  i l l  h o s p i t a l i z e d  p a t i e n t s .  T h e  s t u d y  t o  

u n d e r s t a n d  p r o g n o s e s  a n d  p r e f e r e n c e s  f o r  o u t c o m e s  a n d  r i s k s  o f  

t r e a t m e n t s  ( S U P P O R T ) .  T h e  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  

A s s o c i a t i o n . 2 7 4 ( 2 0 ) ,  1 5 9 1 – 1 5 9 8 .  

T r i c c o ,  A .  C . ,  L i l l i e ,  E . ,  Z a r i n ,  W . ,  O ' B r i e n ,  K . ,  K . ,  C o l q u h o u n ,  H . ,  

L e v a c ,  D . ,  .  .  .  S t r a u s ,  S .  E .  ( 2 0 1 8 ) .  P R I S M A  e x t e n s i o n  f o r  

s c o p i n g  r e v i e w s  ( P R I S M A - S c R ) :  C h e c k l i s t  a n d  

e x p l a n a t i o n .  A n n a l s  o f  I n t e r n a l  M e d i c i n e ;  A n n  I n t e r n  M e d ,  1 6 9 ( 7 ) ,  

4 6 7 - 4 7 3 .  d o i : 1 0 . 7 3 2 6 / M 1 8 - 0 8 5 0  

V i c t o r i a  S t a t e  G o v e r n m e n t .  ( 2 0 1 6 ) .  M e d i c a l  t r e a t m e n t  p l a n n i n g  a n d  

d e c i s i o n s  a c t  2 0 1 6 .  R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w 2 . h e a l t h . v i c . g o v . a u / h o s p i t a l s - a n d - h e a l t h -
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s e r v i c e s / p a t i e n t - c a r e / e n d - o f - l i f e - c a r e / a d v a n c e - c a r e -

p l a n n i n g / m e d i c a l - t r e a t m e n t - p l a n n i n g - a n d - d e c i s i o n s - a c t  

W a l l ,  J . ,  H i e s t a n d ,  B . ,  &  C a t e r i n o ,  J .  ( 2 0 1 5 ) .  E p i d e m i o l o g y  o f  

a d v a n c e  d i r e c t i v e s  i n  e x t e n d e d  c a r e  f a c i l i t y  p a t i e n t s  p r e s e n t i n g  t o  

t h e  e m e r g e n c y  d e p a r t m e n t .  T h e  W e s t e r n  J o u r n a l  o f  E m e r g e n c y  

M e d i c i n e ,  1 6 ( 7 ) ,  9 6 6 - 9 7 3 .  d o i : 1 0 . 5 8 1 1 / w e s t j e m . 2 0 1 5 . 8 . 2 5 6 5 7  

[ d o i ]  

W o r l d  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  ( 2 0 1 8 / 2 0 1 8 )  ⽇ 本 医師会 (訳 ) .  患者 の権利に

関する W M A リスボン宣⾔ . R e t r i e v e d  f r o m  

h t t p s : / / w w w . m e d . o r . j p / d l - m e d / w m a / l i s b o n _ j . p d f  
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